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１．計画の基本的事項

(1) 計画の基本的な考え方

徳島県は、全国に先駆けて高齢化が進んでおり、２０２０年には,高齢者人口がピーク

となります。また、山間へき地が多く、医療アクセス等において時間的・空間的要因を考

慮する必要性に加え、限界集落の割合が全国に比較して非常に高く、医療・介護を重点的

に整備した地域づくりなど緊急に対応しなければならない問題があります。

更に、人口１０万人当たりの医師数は多いものの、医師の４分の３が徳島市を中心とし

た東部圏域に集中、救急・産科・小児科等特定診療科における医師不足、医師の高齢化、

女性医師比率が高いなど、医療資源の効率的な活用に向けた取り組みを必要とする課題も

多くあります。

こういったことから、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築とともに、

地域包括ケアシステムの構築等により様々な課題を解決し、県民が、疾病を抱えても、自

宅等の住み慣れた生活の場で療養し、また必要な介護を受けることにより人生の最後まで

自分らしい生活を続けられるよう、県計画を策定します。

(2) 徳島県医療介護総合確保区域の設定

徳島県における医療介護総合確保区域については、東部（徳島市、鳴門市、吉野川市、

阿波市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町）、南部

（小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）、西部（美馬市、

三好市、つるぎ町、東みよし町）の地域とします。

なお、身近な地域においてきめ細やかな対応を必要とする事業については、それぞれの

区域を分割し、東部Ⅰ（徳島市、鳴門市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、

藍住町、板野町、上板町）、東部Ⅱ（吉野川市、阿波市）、南部Ⅰ（小松島市、阿南市、勝

浦町、上勝町、那賀町）、南部Ⅱ（美波町、牟岐町、海陽町）、西部Ⅰ（美馬市、つるぎ町）、

西部Ⅱ（三好市、東みよし町）の区域とします。

当該圏域については、第６次徳島県保健医療計画及び第６期介護保険事業支援計画（と

くしま高齢者いきいきプラン）で設定する２次保健医療圏（３圏域）及び高齢者保健福祉

圏（６圏域）の設定状況等を踏まえ、また、各協議会等の意見を聴取した上で設定してお

ります。

□２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる（圏域のエリアは同じであるが老人福祉圏域

は２次保健医療圏を分割し設定しているため圏域数が異なる）
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(3) 計画の目標の設定等

■徳島県全体

１．目標

本県において高齢者人口がピークを迎える２０２０年に、全国に先駆けて「地域包括

ケアシステム」の構築を目指すために、次の目標を設定して取り組みます。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

本県においては、医療施設に従事する医師の約７５％が東部地域に集中する、いわ

ゆる「医師の地域偏在」が顕著であるため、ＩＣＴ利用による西部圏域及び南部圏

域への支援などによる医療資源の効率的に活用と、地域完結型医療提供体制の構築

を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 15回

・阿南医療センターにおける回復期病床 ７０床

・徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増 ３５０人／年

・病棟の建替え等により病床機能の分化・連携を推進する病床 ５０床程度

② 居宅等における医療の提供に関する目標

本県における地域包括ケアシステムの構築や、在宅医療提供体制の構築に向けた体

制の整備を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステーション等の

情報共有検討会の開催 ４回

・多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催回数 ２回

・かかりつけ医としての幅広い知識向上のための研修会の開催件数 ４５回

・訪問看護に関する研修等の開催 １０回

③ 介護施設等の整備に関する目標

地域包括ケアシステムの構築に向けて、将来的な施設サービス需要量を踏まえた施

設整備を図るとともに、在宅医療、在宅介護の前提となる高齢者の多様な受け皿の確

保を図っていくことを目標とします。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム ５６３床（２２ヵ所）→ ６８９床（２７ヵ所）

・認知症高齢者グループホーム １４６ヵ所 → １４７ヵ所
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・小規模多機能型居宅介護事業所 ３２ヵ所 → ３３ヵ所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ０ヵ所 → ２ヵ所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ３ヵ所 → ４ヵ所

・既存の特養多床室のプライバシー保護のための改修支援 １００床

・介護療養型医療施設等の転換整備支援 １６床

④ 医療従事者の確保に関する目標

地域における医師不足対策をはじめとした、医療人材、医療機能の確保・充実が急

務となっているため、東部圏域とその他圏域との連携を十分に図り、地域の保健医

療資源の効率的な活用と適正配置を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・分娩取扱医療機関 １５医療機関

・医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 15人

・病院内保育所運営費補助の運用対象施設数 ８施設

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

今後、介護サービス需要の増大が見込まれる一方で介護人材は慢性的に不足してい

ることから、介護人材の確保・定着に向けた取組を推進するとともに、専門性や介護

技術の向上を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・就業体験セミナー等参加者１，０００人

・生活支援サ－ビス担い手養成研修受講者３０人

・就職ガイダンス・フェア参加者２００人

・介護職員等資質向上研修会参加者数２，６００人

・たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員の養成２００人

・スキルアップ研修等参加者１，０００人

・研修受講者代替要員４人

・潜在的有資格者対象研修等参加者２００人)

・生活支援員等の養成研修参加者３００人

・県権利擁護センター相談・申し立て支援件数１００件

・リハビリ専門職の養成２００人

・新人看護職員に対するエルダー、メンター等の養成８０人

２．計画期間

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日
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■東部（※医療介護総合確保区域ごとに記載）

１．目標

東部圏域は、医療施設従事医師の約７５％が集中しているものの、政策医療や高度

医療の拠点として県内の医療ニーズに完全に対応できているとは言えず、また、地

域医療の拠点として他の地域を支援することが求められていますが、県全体に必要

な医師や看護師等を供給できるだけの医療従事者養成・確保機能も不十分であるな

どの課題があります。

これらの解消を図るため、地域医療の拠点としての機能を充実強化すると同時に、

医師確保や多職種連携、ＩＣＴ利用による他圏域への支援などにより、医療資源を

効率的に活用することを目指します。

また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となっており、

これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 15回

② 居宅等における医療の提供に関する目標

【定量的な目標値】

・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステーション等の

情報共有検討会の開催 ４回

・多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催回数 ２回

③ 介護施設等の整備に関する目標

第６期介護保険事業支援計画に定められた地域密着型特別養護老人ホーム等の介護

施設の整備を実施します。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム ３８７床（１４ヵ所）→ ４１６床（１５ヵ所）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ０ヵ所 → １ヵ所

・既存の特養多床室のプライバシー保護のための改修支援 １００床

・介護療養型医療施設等の転換整備支援 ８床

④ 医療従事者の確保に関する目標

・新生児医療担当手当支給回数 ５０回

２．計画期間

平成２７年４月１日～平成３１年３月３１日
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■南部（※医療介護総合確保区域ごとに記載）

１．目標

南部圏域は、県内でもいち早く高齢化が進行している地域を抱えており、広い圏域内

に集落が点在している上、交通網の整備も不十分で、医療資源が乏しいことに加え、圏

域内での医療資源の偏在が強く見られます。また、隣接する東部圏域における医師の地

域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となっています。例えば、南部地域

全体では無医地区が９地区存在し、へき地医療をはじめ医療提供体制の確保が課題とな

っています。

このため、多職種連携を進めるとともにＩＣＴを活用した遠隔支援体制の拡充や病床

機能の再編などにより、効率的に医療資源を活用し、地域完結型医療提供体制の構築を

目指します。

また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となっており、

これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

・阿南医療センターにおける回復期病床 ７０床

・徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増 ３５０人／年

③ 介護施設等の整備に関する目標

第６期介護保険事業支援計画に定められた地域密着型特別養護老人ホーム等の介護

施設の整備を実施します。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム １３７床（６ヵ所）→ ２０５床（９ヵ所）

・認知症高齢者グループホーム ２５ヵ所 → ２６ヵ所

・小規模多機能型居宅介護事業所 １０ヵ所 → １１ヵ所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ０ヵ所 → １ヵ所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ２ヵ所 → ３ヵ所

・介護療養型医療施設等の転換整備支援 ８床

２．計画期間

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日
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■西部（※医療介護総合確保区域ごとに記載）

１．目標

西部圏域は、圏域全体に高齢化が進行しています。南部圏域同様、隣接する東部圏域

における医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となっています。

例えば、西部Ⅱ医療圏（１．５次）には分娩を取り扱う医療機関がなく、隣接の西部Ⅰ

医療圏まで通院する必要があるなど、地域において必要とされる一般的・標準的な医療

提供体制を確保することが課題となっています。また、医師の高齢化も問題となってお

り、後継者不足から開業医が廃業するなど、医療資源の不足が深刻化しています。

このため、圏域内の医療機関間の役割分担と医師派遣などの相互協力体制の整備、Ｉ

ＣＴを活用した連携などにより、効率的な医療資源の活用を目指すため、次の目標を設

定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業
・システム運用に関する検討会開催 １０回

・システム運用対象地域の増加 １→２

③ 介護施設等の整備に関する目標

第６期介護保険事業支援計画に定められた地域密着型特別養護老人ホーム等の介護

施設の整備を実施します。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム ３９床（２ヵ所）→ ６８床（３ヵ所）

２．計画期間

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日

（注１）可能なものについては、具体的な数値目標を記入すること。
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２．事業の評価方法

(1) 関係者からの意見聴取の方法

（医療分）

・平成27年12月16日 ５１医療機関、２４市町村、１３医師会、４社団法人、

２医育機関、６保健所、２大学に事業案調査

・平成28年 1月 9日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 1月14日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 1月19日 徳島県医師会と協議

徳島県歯科医師会と協議

・平成28年 1月21日 徳島市、徳島市医師会と協議

・平成28年 1月22日 徳島県慢性期医療協会と協議

徳島県歯科医師会と協議

・平成28年 1月26日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 1月27日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 1月29日 徳島県薬剤師会と協議

・平成28年 2月 3日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 2月 4日 徳島大学病院と協議

・平成28年 2月 6日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 2月15日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 2月16日 徳島大学病院と協議

・平成28年 2月19日 徳島県医師会と協議

・平成28年 3月16日 徳島県医師会と協議

徳島県歯科医師会と協議

・平成28年 3月18日 徳島県看護協会と協議

・平成28年 3月24日 徳島県薬剤師会と協議

・平成28年 3月25日 徳島大学病院と協議

・平成28年 3月28日 徳島県地域医療総合対策協議会を開催

・平成28年 5月 6日 徳島大学と協議

・平成28年 6月23日 徳島大学病院と協議

・平成28年 7月15日 徳島赤十字病院と協議

徳島大学病院と協議

徳島県厚生農業協同組合連合会と協議
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・平成28年 7月19日 徳島県医師会と協議

・平成28年 7月27日 徳島大学病院と協議

・平成28年 8月12日 徳島県歯科医師会と協議

徳島県看護協会と協議

・平成28年 8月15日 徳島県医師会と協議

・平成28年 8月16日 徳島大学病院と協議

・平成28年 8月23日 徳島大学病院と協議

・平成28年 8月25日 徳島県鳴門病院と協議

徳島赤十字病院と協議

徳島大学病院と協議

・平成28年 8月26日 徳島大学病院と協議

・平成28年 8月29日 徳島県慢性期医療協会と協議

徳島県厚生農業協同組合連合会と協議

・平成28年 8月31日 徳島県病院局と協議

徳島大学と協議

徳島県看護協会と協議

徳島大学病院と協議

・平成28年 9月 1日 徳島大学病院と協議

徳島県歯科医師会と協議

・平成28年 9月 2日 徳島大学病院と協議

徳島県医師会と協議
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（介護分）

・平成28年 1月22日 県総合確保法連携協議会から意見聴取

・平成28年 1月25日 県総合確保法連携協議会から意見聴取

・平成28年 1月26日 県老人福祉施設協議会から意見聴取

・平成28年 1月27日 県慢性期医療協会，県老人保健施設協議会，県介護支援専門員協

会，日本認知症グループホーム協会徳島県支部等から意見聴取

・平成28年 1月28日 介護労働安定センター徳島支所から意見聴取

・平成28年 1月28日 県歯科医師会から意見聴取

・平成28年 1月29日 県理学療法士会から意見聴取

・平成28年 2月 2日 県歯科医師会から意見聴取

・平成28年 2月 4日 介護労働安定センターから意見聴取

・平成28年 2月 4日 県シルバー人材センター連合会から意見聴取

・平成28年 2月 4日 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会から意見聴取

・平成28年 2月 4日 日本認知症グループホーム協会県支部から意見聴取

・平成28年 2月 5日 県慢性期医療協会から意見聴取

・平成28年 2月 5日 県老人保健施設協議会から意見聴取

・平成28年 2月 8日 日本認知症グループホーム協会県支部から意見聴取

・平成28年 2月 8日 県理学療法士会から意見聴取

・平成28年 2月15日 徳島健祥会福祉専門学校から意見聴取

・平成28年 2月15日 県作業療法士会から意見聴取

・平成28年 2月22日 県福祉人材センター（県社会福祉協議会）から意見聴取

・平成28年 4月11日 三好市から意見聴取

・平成28年 4月12日 鳴門市、吉野川市、阿南市から意見聴取

・平成28年 4月13日 小松島市及び藍住町から意見聴取

・平成28年 4月14日 徳島市、那賀町、佐那河内村から意見聴取

・平成28年 9月 7日 平成28年度第1回地域介護総合確保推進協議会開催
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(2) 事後評価の方法

計画の事後評価にあたっては、徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県地域介護総合

確保推進協議会の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行うなどによ

り、計画を推進していきます。
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３．事業の実施状況

（事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業）

（１）ICT地域医療・介護連携推進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.1（医療分）】 【総事業費】
ICT地域医療・介護連携推進支援事業 5,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 入退院を繰り返す在宅療養患者の傾向を把握し，適正かつ効率的
ニーズ な在宅医療の提供を行い，在宅療養から入院する患者を減少させる

ような体制の構築が必要。

アウトカム指標：システム登録延べ患者数 １００名
（平成 31年度までに）

事業の内容 徳島県医師会に，ICTを用いた在宅医療を支援するシステムを構
築するとともに，システムの利用について郡市医師会を支援する体
制を整備し，その活用を推進する。
また，システムを活用し，県医師会が医師会員の協力の下，県内
の在宅医療に関するデータを収集し，収集したデータを分析した上
で各郡市医師会に情報提供し，地域の在宅医療提供体制の構築を支
援する。

アウトプット指標 ・在宅医療支援システム導入郡市医師会数：５団体

アウトカムとアウト 在宅医療に関するデータを分析した結果を用いて，地域の郡市医
プットの関連 師会を支援する在宅医療支援システムの構築を行うことで，地域の

特性（中心地域／中山間地域）に応じた効率的な在宅医療の提供体
制が構築され，システム登録患者数が増加する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 5,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,000

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,000 2,000

計(A+B) (千円) うち受託事業等
3,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

2,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２）ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.2（医療分）】 【総事業費】
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤 14,000千円
整備事業

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島大学病院

事業の期間 平成２８年１０月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 徳島県は糖尿病性腎症による透析患者が全国平均より高い状況に
ニーズ あるため、糖尿病専門医と合併症の治療を担当する医療機関の連携

を密にし、「糖尿病とそれに伴う合併症」の進展阻止や治療に繋げ
る必要がある。

アウトカム指標：ネットワークを活用した人工透析機能を有する医
療機関との診療情報連携患者の登録数 50人（平成 29年度）

事業の内容 機能を分担する地域の医療機関間の情報連携強化を図り、糖尿病
地域連携の充実、促進を支援するため、徳島糖尿病克服ネットワー
クを拡大し、人工透析を実施している県内中核病院のシステム導入、
ネットワーク接続等に要する費用の一部を補助する。

アウトプット指標 ・ネットワーク参加施設数 ２２施設

アウトカムとアウト 医療連携システムを透析病院に導入し、徳島糖尿病克服ネットワ
プットの関連 ークに接続することで、糖尿病症例における透析導入時やその後の

フォローアップについて紹介元等との診療情報共有を強化する。
これにより、患者紹介・受け入れの円滑化を図ることで、適切な合
併症治療に資することを目指す。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 14,000 （国費） 4,667

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

4,667

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 2,333

計(A+B) (千円) うち受託事業等
7,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

7,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３）医療ネットワーク基盤整備支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.3（医療分）】 【総事業費】
医療ネットワーク基盤整備支援事業 11,305千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 つるぎ町立半田病院、徳島県立海部病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療機関同士での迅速な情報共有や相談を可能にするシステムを
ニーズ 構築し、へき地の医療機関における医療の質を担保する必要がある。

アウトカム指標：ICTを活用したネットワークシステム利用件数
５０件以上（平成３１年度末まで）

事業の内容 「最新の医学的知識から遅れること」、「相談できる相手がいない」
といった理由により、へき地の医療機関での勤務は避けられる傾向
にある。そうした課題の解消のため、へき地・特定の診療科におい
ても、迅速な情報共有、相談等を可能にする、ICTを活用したネッ
トワークシステムを構築し、効率的かつ質の高い医療提供体制の推
進を図る。

アウトプット指標 ・ICTを活用したネットワークシステム参加全体医療機関数
：２医療機関以上

アウトカムとアウト いくつかの医療機関に対してICTを活用したネットワークシステ
プットの関連 ムを導入することで、医師が不足する医療機関等においてもシステ

ムの利用件数が増える。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 11,305 （国費） 6,286

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

6,286

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,143

計(A+B) (千円) うち受託事業等
9,429 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

1,876

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（４）ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業

事業名 【No.4（医療分）】 【総事業費】

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業 6,380千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 西部

事業の実施主体 美馬市医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 必要なケアが受けられない在宅療養者数を減少させるため、在宅
ニーズ 療養者に関する医療情報と介護情報の関係者間における共有化を図

っていく必要がある。

アウトカム指標：システム利用患者登録件数
４４件（平成２７年度末）→５０件（平成２８年度末）

事業の内容 居宅サービス受給者の医療・介護の情報について介護支
援専門員を中心に医療機関，介護事業所，医師会事務局が
共有するシステムの設置を行い，課題検討を行う。利用者
の医療・看護・介護・生活情報を一括管理し共有化するシ
ステムの利用者を増加し，利用者の状態に応じた適切な医
療介護の提供体制を充実させる。

アウトプット指標 ・システム運用に関する検討会開催数 １０ 回
・システム運用対象地域の増加 １地域→２地域

アウトカムとアウト システム運用に関する検討会を開催し，システムが運用可能とな
プットの関連 る地域が増えることで，システム利用登録件数が増加する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 6,380 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

4,253

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 2,127 4,253

計(A+B) (千円) うち受託事業等
6,380 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（５）口腔ケア連携事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.5（医療分）】 【総事業費】
口腔ケア連携事業 21,460千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部

事業の実施主体 徳島県鳴門病院
徳島県歯科医師会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医科歯科連携及び地域連携を促進し、口腔ケア・口腔管理をさら
ニーズ に充実させることで、合併症の予防及び全身状態の改善等を図る必

要がある。

アウトカム指標：平均在院日数 41.6日 （平成２６年度）
→ 40.0日 （平成３１年度までに）

事業の内容 １．病院における入院患者の口腔ケア連携事業
歯科標榜のない病院において入院患者に対する口腔ケアを実施す

るため常勤の歯科衛生士を配置するとともに、地域の歯科医師と連
携しながら体制整備を図る。
２．周術期口腔管理連携事業
（１）周術期口腔機能管理連携
歯科標榜のない病院に歯科医師、歯科衛生士を派遣し、周術期口

腔管理を実践するとともに、入院者が地域での歯科受診や術前術後
まで口腔管理を受けられるよう調整を行う。また、歯科医師、歯科
衛生士がノウハウを蓄積できる研修を実施し、人材を育成する。
（２）「がんとの共生」を支える歯科診療の推進
「がんとの共生」を支える歯科診療の推進に向けて、県内歯科関

係者を対象とした研修会を開催するとともに、がん患者の口腔管理
の必要性、重要性を周知するための広報を行う。

アウトプット指標 ・配置した歯科衛生士数 １名
・周術期口腔機能管理連携に係る人材育成の研修等の実施 15回
・「がんとの共生」を支える歯科診療研修会の開催 1回

アウトカムとアウト 歯科標榜のない病院において口腔ケアを行う専門職を配置又は派
プットの関連 遣し、口腔ケア・周術期口腔機能連携を推進する。また、研修等に

より人材を育成することで効果的・効率的な医療提供体制の構築を
図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 21,460 （国費） 1,953

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

9,686

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 4,844 7,733

計(A+B) (千円) うち受託事業等
14,530 （再掲）
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(千円)
その他(C) (千円)

6,930

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 17 -

（６）阿南医療センター整備支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

事業名 【No.6（医療分）】 【総事業費】
阿南医療センター整備支援事業 2,000,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 南部

事業の実施主体 徳島県厚生農業協同組合連合会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 将来あるべき医療提供体制の構築を進めるに当たっては、限られ
ニーズ た医療資源を有効に活用するため、より効率的で効果的な体制の検

討が求められている。
このため、医師の高齢化や慢性的な医師不足により、現状のまま

では、地域医療体制を維持していくことが困難な状況となっている、
阿南医師会中央病院と阿南共栄病院を統合して、阿南医療センター
を整備し、南部地域における地域医療構想の実現を図る必要がある。

アウトカム指標：南部圏域における回復期病床数 約６００床
（平成３７年度までに）

事業の内容 徳島県南部圏域の中核病院である阿南医師会中央病院（２２９床）
と阿南共栄病院（３４３床）を統合し，街づくりと一体型の医療機
関として「阿南医療センター」を整備するとともに地域医療機関と
の連携を促進し，地域完結型医療体制を実現する。
<病院概要>

名 称 阿南医療センター
所在地 徳島県阿南市宝田町川原
病床数 ３９８床
指定・認定（予定）
・地域医療支援病院・救急告示病院・災害拠点病院
・地域がん診療連携病院・臨床研修指定病院・開放型病院

アウトプット指標 ・阿南医療センターにおける回復期病床 ７０床（平成３０年内）

アウトカムとアウト 阿南医療センターを整備し、病床機能の転換等による地域医療機
プットの関連 関との連携を促進することで、地域における病床機能の分化・連携

を推進する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,000,000 （国費） 333,333

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

666,667

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 333,333 333,334

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,000,000 （再掲）
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(千円)
その他(C) (千円)

1,000,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（７）徳島赤十字病院日帰り手術センター等整備支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

事業名 【No.7（医療分）】 【総事業費】
徳島赤十字病院日帰り手術センター等整備 578,472千円
支援事業

事業の対象となる医療介護総合確保区域 南部

事業の実施主体 徳島赤十字病院

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 徳島赤十字病院においては、平均在院日数が８日台と極めて効率
ニーズ 的な診療を行っているにもかかわらず、病床利用率が１カ月平均で

９０％となり、救急患者や紹介患者の受入れに支障が出ることがあ
る。
一方、本県及び南部医療圏においても、将来の人口構造の推移や

疾病構造の変化に適応し、過不足のない医療を県民に提供する体制
を堅守しなければならない。
したがって、同病院に救急患者や紹介患者を集約させることで、

高度急性期から慢性期に至るまでの一連のサービスが切れ目なく提
供できる体制を構築する必要がある。

アウトカム指標：南部圏域における回復期病床数 約６００床
（平成３７年度までに）

事業の内容 日帰り手術センターの整備によって短期入院症例の外来化を促進
し、確保した空床をもって地域の医療機関からの紹介患者や救急患
者の受入れを図る。さらに、地域の医療機関等での療養やリハビリ
を経て在宅医療への移行を進めるなど、地域の医療機関等との連携
体制の強化を図る。
併せて、医師や看護師等の医療従事者が使用するスキルスラボ等

の研修室や講義室を整備し、同病院以外の医療従事者にも開放する。

アウトプット指標 ・徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の受入れ増
３５０人／年

アウトカムとアウト 日帰り手術センターを整備することで、短期入院症例の外来化を
プットの関連 図る。確保した空床をもって地域の医療機関からの紹介患者や救急

患者を受け入れることで、地域における病床機能の分化・連携を推
進する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 578,472 （国費） 192,824

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

192,824

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 96,412

計(A+B) (千円) うち受託事業等
289,236 （再掲）
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(千円)
その他(C) (千円)

289,236

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（８）病床機能分化・連携促進基盤整備事業
ア 事業の内容等

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

事業名 【No.8（医療分）】 【総事業費】
病床機能分化・連携促進基盤整備事業 600,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 各医療機関等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 病床機能報告による２０１４年現在の病床機能ごと病床数と２０
ニーズ ２５年時点の推計必要病床を比較すると、回復期病床の不足、急性

期病床の過剰等、病床機能に関するかい離がみられるため、病床機
能の分化・連携を推進する必要がある。

アウトカム指標：徳島県における回復期病床数 約３，０００床
（平成３７年度までに）

事業の内容 早期在宅復帰に向けた「地域包括ケア病棟」や「回復期リハビリ
テーション病棟」など，地域での整備が必要である病床機能への転
換等による地域医療構想の達成を推進するため，必要な新設，改築
等の施設等の整備を支援する。

アウトプット指標 ・病棟の建替え等により病床機能の分化・連携を推進する病床
５０床程度

アウトカムとアウト 病床機能の分化・連携を促進することで、不足する回復期病床の
プットの関連 増加を支援する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 600,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

200,000

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 100,000 200,000

計(A+B) (千円) うち受託事業等
300,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

300,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業）

（１）難病患者在宅医療推進ネットワーク事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.9（医療分）】 【総事業費】
難病患者在宅医療推進ネットワーク事業 600千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 住み慣れた地域で長期にわたる療養と社会生活を支えるために
ニーズ は、難病患者への多職種による連携体制の構築が必要。

アウトカム指標：平均在院日数 41.6日 （平成２６年度）
→ 40.0日 （平成３１年度までに）

事業の内容 拠点病院，協力病院，在宅療養支援診療所，郡市医師会，歯科医
師会及び地域住民との連携体制を構築するための協議・調整を行
う。

アウトプット指標 ・関係機関との連携会議への参加医療機関等 ４機関／団体
参加人数 １０人

アウトカムとアウト 関係機関との調整・協議業務を通じて，地域における難病患者へ
プットの関連 の在宅医療提供体制を構築するための課題などが把握することがで

き，関係機関との連携会議を開催する体制が構築できる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 600 （国費） 400

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

400

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 200 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
600 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２）在宅医療診療情報共有推進モデル事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.10（医療分）】 【総事業費】
在宅医療診療情報共有推進モデル事業 5,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部

事業の実施主体 全日本病院協会徳島県支部等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療資源が限られている中，在宅医療に係る医療情報を効率的に
ニーズ 共有し，活用することが求められている。

アウトカム指標：医療情報の共有システムを導入する地域の増
加 １地域（平成２７年度末）
→２地域（平成２８年度末）

事業の内容 医療情報の共有を行うためのシステム導入に向けて，多職種
及び医療機関等で検討会を開催する。

アウトプット指標 ・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステー
ション等の情報共有検討会の開催 ４回
・入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ２回

アウトカムとアウト 入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステーシ
プットの関連 ョン等の情報共有検討会を開催することで，医療情報等を共有する

ことができる地域数が増加する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 5,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,631

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,315 2,631

計(A+B) (千円) うち受託事業等
3,946 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

1,054

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３）在宅推進医師確保等支援センター設置事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.11（医療分）】 【総事業費】
在宅推進医師確保等支援センター設置事業 3,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県医師会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 「地域包括ケアシステム」を構築するためには、在宅医療の推進
ニーズ や医師の確保等を行う必要がある。

アウトカム指標：往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制
確保可能な施設の増加 ６施設

１４７施設（平成２７年度末）→１５３施設（平成２８年度末）

事業の内容 在宅医療推進や医師の確保等を行うためのセンターを設置する。
このセンターは，

(1) 在宅医療を行う医師のための相談窓口，情報提供機能
(2) 医療介護シミﾕレーション機器，医療介護支援機器実践ラボ
(3) 女性医師等のための相談窓口
(4) へき地等医療機関への医師情報提供機能
等の拠点機能を持ち，

(1) 在宅医療の研修
(2) 女性医師等のための復職研修
等の多職種の連携も含めた研修事業を行う。

アウトプット指標 ・支援センターにおける研修参加人数 のべ ２,０００人

アウトカムとアウト 在宅推進医師確保等支援センターの機能を充実させ，往診及び訪
プットの関連 問看護の体制を強化することで，24 時間対応できる体制の確保が

可能な施設の増加を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 3,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,000

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 500 1,000

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,500 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

1,500

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（４）在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.12（医療分）】 【総事業費】
在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事 49,636千円

業

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 全人的な医療を提供できる医師を増加させることにより，患者が
ニーズ 入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）を安心して

選択できる，在宅医療提供体制の充実を図る必要がある。

アウトカム指標：平均在院日数 41.6日 （平成２６年度）
→ 40.0日 （平成３１年度までに）

事業の内容 在宅医療において，日常遭遇する疾患や障害に対して適切な初期
対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供できるよう，専門領域
に関わらず，かかりつけ医としての幅広い知識向上のための研修を
行う。
また，在宅医療に携わる従事者の支援として，在宅チーム医療の

現場でのリーダー（医師）の育成を目的とした「在宅医療・介護連
携研修会」を開催する。

アウトプット指標 ・研修会の開催件数 ４５回
・研修の参加医師参加者数 のべ ３,０００人

アウトカムとアウト 在宅医療を中心に，全人的な医療を提供できるかかりつけ医を養
プットの関連 成することを目的とした研修を行うことで，自宅等の住み慣れた地

域への在宅復帰（退院）を選択する患者の増加と，入院期間の短縮
を促進する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 49,636 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

16,545

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 8,273 16,545

計(A+B) (千円) うち受託事業等
24,818 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

24,818

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（５）在宅医療人材育成のための研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.13（医療分）】 【総事業費】
在宅医療人材育成のための研修事業 2,260千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県慢性期医療協会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療資源が限られている中，効率的かつ的確な在宅医療を提供す
ニーズ るために，在宅療養者に対する一定の共通した見解をもつことが必

要。

アウトカム指標：動画情報を用いたケースカンファレンスを実施す
る地域の増加 １地域（平成２７年度末）

→ ２地域（平成２８年度末）

事業の内容 医療・介護情報の共有を行うための多職種及び医療機関等で検討
会を開催するとともに，慢性期機能を担う職員への研修を行う。

アウトプット指標 ・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステー
ション等の情報共有検討会の開催 ５回
・入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 ５回

アウトカムとアウト 入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステーシ
プットの関連 ョン等の情報共有検討会を開催し，動画情報を用いたケースカンフ

ァレンスを実施する回数を増加させることで，医療・介護情報等を
共有することができる地域が増加する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,260 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,440

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 720 1,440

計(A+B) (千円) うち受託事業等
2,160 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

100

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（６）在宅医療同行訪問診療事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.14（医療分）】 【総事業費】
在宅医療同行訪問診療事業 1,500千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部

事業の実施主体 徳島市医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 安定的な在宅医療の提供体制を構築し、在宅復帰（退院）を推進
ニーズ するためには，在宅医療へ参入する医師の増加と，在宅医療の必要

性や医療技術の高さを病院医師が理解することによる急性期等から
在宅医療へのシームレスな関係性の構築が必要である。

アウトカム指標：平均在院日数 41.6日 （平成２６年度）
→ 40.0日 （平成３１年度までに）

事業の内容 訪問診療・往診等を行ったことがない医師が，在宅でのケアのあり
方を実地に体験するために，在宅医療に関して経験豊富な医師が往
診・訪問診療を行う際に同行し，実際に行われている在宅でのケア
を体験する同行訪問を行う。

アウトプット指標 ・実施機関数 １機関

アウトカムとアウト 同行訪問を行い実地に在宅療養中の患者へのケアのあり方を学ん
プットの関連 だ医師を増加させ，医療機関のみで診療行為を行っていた医師等の

在宅療養への理解を進めることにより，自宅等の住み慣れた地域へ
の在宅復帰（退院）を選択する患者の増加と入院期間の短縮を促進
する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 1,500 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,000

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 500 1,000

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,500 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（７）在宅医療提供体制整備事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.15（医療分）】 【総事業費】
在宅医療提供体制整備事業 1,860千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）を
ニーズ 推進するためには，県内各地域において，在宅医療・介護の連携に

取り組んでいる関係者間の情報共有及び協働が必要。

アウトカム指標：平均在院日数 41.6日 （平成２６年度）
→ 40.0日 （平成３１年度までに）

事業の内容 県内全域で質の高い在宅医療・介護が受けられる環境を整えるた
め，在宅医療のあり方や将来の方向性の検討や意見を聴き取る「在
宅医療・介護推進協議会」を開催する。

アウトプット指標 ・「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２０人

アウトカムとアウト 在宅医療・介護のあり方を検討する協議会を通じ，地域において
プットの関連 在宅医療・介護の連携に取り組んでいる関係者間で，地域の特性（中

心地域／中山間地域）に応じた効率的な在宅医療の提供体制の共通
認識が醸成されることで，自宅等の住み慣れた地域への在宅復帰（退
院）を選択する患者の増加と，入院期間の短縮を促進する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 1,860 （国費） 1,240

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,240

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 620 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,860 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（８）訪問看護体制支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.16（医療分）】 【総事業費】
訪問看護体制支援事業 33,459千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県看護協会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 在院日数の短縮化や，医療ニーズの高い在宅療養者に対する適切
ニーズ な看護サービスの提供が求められる中，在宅医療は慢性期及び回復

期患者の受け皿として，さらに看取りを含む医療提供体制の基盤の
一つとして期待されている。

アウトカム指標：訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ利用者数
2,731名 （平成２７年度）

→ 2,900名 （平成３１年度までに）

事業の内容 県民が住み慣れた地域の中で療養生活が送ることができるよう
に，「訪問看護支援センター」を中心に，医療機関等と連携し，訪
問看護に関する相談・教育研修等を行うことにより 24 時間・365
日訪問看護が提供できる体制を構築することを支援する。

アウトプット指標 ・訪問看護に関する研修等の開催 10回

アウトカムとアウト 訪問看護の提供体制が整備され，在宅療養の環境が整うことによ
プットの関連 り，訪問看護を利用する人が増加する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 33,459 （国費） 608

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

22,306

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 11,153 21,698

計(A+B) (千円) うち受託事業等
33,459 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（９）在宅歯科医療連携室運営事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.17（医療分）】 【総事業費】
在宅歯科医療連携室運営事業 8,860千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 多職種と連携し，在宅療養者のケアプラン中に適切な口腔ケアを
ニーズ 組み込み，在宅療養者の口腔ケアを行うことができる訪問歯科診療

体制の構築が必要。

アウトカム指標：訪問歯科診療依頼件数 25件 （県全域）

事業の内容 地域に根ざした在宅訪問歯科診療を推進するため，東部・南
部・西部の県内３箇所に設置した在宅歯科医療連携室において，
訪問歯科診療に係る相談や歯科診療所の紹介，訪問歯科医療機
器の貸出等を行うとともに，関係職種と歯科診療所との連携調
整業務や住民への広報活動を行う。
また，訪問歯科診療を行う歯科医から，「在宅歯科診療中に患

者の容態が急変した場合の対応に不安がある。」との意見が寄せ
られたことから，平成２７年度に日本ＡＣＬＳ協会主催の講習
会を受けた歯科医師会員が講師となり，適切な気道確保や心肺
蘇生の方法を他の会員に伝達するための研修会を開催する。

アウトプット指標 ・在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 2,000部（県全域）
・歯科診療機器の貸出による診療件数 1,000件（同上）
・歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会 3回（同上）

アウトカムとアウト より一層の訪問歯科診療推進を図るため，多職種との連携を強化
プットの関連 し，また訪問歯科診療在宅療養機材の貸出を行い，在宅療者が歯科

診療を受診しやすい環境を整える。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 8,860 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

5,907

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 2,953 5,907

計(A+B) (千円) うち受託事業等
8,860 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 31 -

（１０）歯科医療関係者研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.18（医療分）】 【総事業費】
歯科医療関係者研修事業 640千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 後期高齢者の特性に応じた診療や保健指導に対応できる歯科従事
ニーズ 者のレベルアップにより、県内の歯科診療、訪問歯科診療の向上を

図る必要がある。

アウトカム指標：後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加
（年間３件増） 386件（平成２８年度）

→ 389件（平成２９年度）

事業の内容 歯科従事者のレベルアップにより、県内の歯科診療の向上を図る。
（１）歯科職種に関する研修（H27,H28)

・後期高齢者の歯科健診等に関する講習会
（２）居宅療養指導マニュアル作成および研修（H28)

アウトプット指標 ・受講者数 ５０名

アウトカムとアウト 平成 28年度においては、
プットの関連 新規協力歯科診療所及び継続協力歯科診療所を対象に、後期高齢

者の特性に応じた診療及び保健指導に関する講習会を開催する。
新規協力歯科診療所が増える事により、後期高齢者の選択機関が

増え、受診率の向上に繋がる。また、高齢者の歯・歯肉の状態や口
腔清掃などをチェックし、口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防す
る事により、健康寿命延伸にも繋がる。
また、居宅療養指導マニュアルを活用し在宅訪問歯科診療の充実

を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 640 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

426

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 214 426

計(A+B) (千円) うち受託事業等
640 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 32 -

（１１）在宅訪問歯科診療推進モデル事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.19（医療分）】 【総事業費】
在宅訪問歯科診療推進モデル事業 4,427千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 高齢化率が全国平均を上回る本県において、歯科衛生士数も全国
ニーズ 平均を上回る水準を維持し、超高齢社会が進行する中、要介護状態

になっても、住み慣れた地域で安心して生活を続けることができる
よう、在宅訪問歯科診療の普及・促進とこれを可能にするための歯
科衛生士の養成を図る必要がある。

アウトカム指標：就業歯科衛生士の確保
（就業歯科衛生士（人口 10万人あたり）全国平均
以上を堅持）

参考：H26年全国平均 90.8人、徳島 144.5人

事業の内容 在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士を養成する。
① 在宅訪問歯科診療に資する実習用設備等を充実させ、今後さら
に増加する「高齢者歯科診療」を想定した口腔ケアの実習を行い、
在宅訪問歯科診療の実践力を身につける。

② 養成学校の体制充実のため、ニーズの高まる専門的口腔ケア、
訪問歯科医療に精通した教員を配置し、より高度な教育実習が実
施できる体制を整備する。

アウトプット指標 ・補助養成学校数 １校

アウトカムとアウト 在宅医療・介護のより一層の推進のため、在宅訪問歯科診療に対
プットの関連 応できる歯科衛生士を養成する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 4,427 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,918

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,459 2,918

計(A+B) (千円) うち受託事業等
4,377 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

50

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１２）在宅医療課題解決策支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.20（医療分）】 【総事業費】
在宅医療課題解決策支援事業 4,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 県郡市医師会・医療機関等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 解決が望まれているが発生頻度が低い等の理由から，検討がなさ
ニーズ れていなかった在宅医療に係る様々な課題（災害発生時の在宅医療

に関わる連携体制の構築など）に対する解決策の共有。

アウトカム指標：課題の解決方法を共有する地域 ２地域

事業の内容 在宅医療に関わる様々な職種に共通している課題の抽出を行い、
各関係機関等に普及・啓発を行うことで、課題及び解決策の共有を
図る

アウトプット指標 ・課題解決に係る会議・研修会等への参加者数 １０名

アウトカムとアウト 在宅医療の関係者が関わる課題の抽出を行い、解決策の検討・共
プットの関連 有を行うことで。地域に適した在宅医療提供体制を構築する体制が

整い始める。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 4,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,667

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,333 2,667

計(A+B) (千円) うち受託事業等
4,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（事業区分３：介護施設等の整備に関する事業）

(1) 事業の内容等

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業

事業名 【総事業費

介護施設等整備事業 （計画期間の総額）】

千円

事業の対象となる医東部・南部・西部

療介護総合確保区域

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日

背景にある医療・介地域包括ケアシステムの構築に向けて、将来的な施設サービス需要

護ニーズ 量を踏まえた施設整備を図るとともに、在宅医療、在宅介護の前提と

なる高齢者の多様な受け皿の確保を図っていく。

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員総数１３４人

事業の内容 ① 域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。

整備予定施設等

地域密着型特別養護老人ホーム １２６床（５カ所）

小規模多機能型居宅介護事業所 ９人／月分（１カ所）

認知症高齢者グループホーム ９床（１カ所）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２施設

看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。

アウトプット指標 ・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画

等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。

・地域密着型介護老人福祉施設 563床（22ヵ所）→ 679床（26ヵ所）

・小規模多機能型居宅介護事業所 33ヵ所 → 34ヵ所

・認知症高齢者グループホーム 145ヵ所 → 146ヵ所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 0ヵ所 → 2ヵ所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 3ヵ所 → 4ヵ所

アウトカムとアウト 地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、地域密着型サー

プットの関連 ビス施設等の定員総数を増とする。

事業に要す 事業内容 総事業費 基金 その他

る費用の額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） （Ｃ）

（注１） （注２）

①地域密着型サービス (千円) (千円) (千円) (千円)

施設等の整備 430,240 215,120

②施設等の開設・設置 (千円) (千円) (千円) (千円)

に必要な準備経費 66,968 33,484

④介護サービスの改善 (千円) (千円) (千円) (千円)
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を図るための既存施設 62,101 31,051

等の改修

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 基金充当額 公 (千円)

（国費）にお 25,059

基 国（Ａ） (千円) ける公民の別

金 559,309 （注３）

都道府県（Ｂ） (千円) （注４） 民 うち受託事業等

279,655 （再掲）

計（Ａ＋Ｂ） (千円) (千円)

838,964 534,250

その他（Ｃ） (千円)

備考（注５）

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場

合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するもの

とする。

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見

込額を記載すること。

(2) 事業の実施状況
別紙1「事後評価」のとおり。
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（事業区分４：医療従事者の確保に関する事業）

（１）地域医療支援センター運営事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.21（医療分）】 【総事業費】
地域医療支援センター運営事業 137,148千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 人口１０万人当たりの医師数について、徳島県内各３圏域で大き
ニーズ く異なっており，医師の地域偏在が顕著である。

アウトカム指標：へき地医療拠点病院等への医師配置数 ２人
平成２６年度以降の延べ人数
９人（平成２７年度）→１１人（平成２８年度）

事業の内容 地域医療対策を担う医師の「キャリア形成」や「医師の配置調整」
など医師確保対策を総合的に行うため，徳島大学に「徳島県地域医
療支援センター運営事業」を委託するとともに，県内中核病院や徳
島大学，県医師会等とも連携し本県における地域医療の安定的な確
保を図る。

アウトプット指標 ・地域枠学生に対するキャリア面談の実施件数 延べ２０件
・医師の配置調整実績 平成２８年度末 ２０人

アウトカムとアウト 地域枠学生等に対し、適宜キャリア面談を行うことで、へき地医
プットの関連 療を志す医師のへき地における勤務を支援する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 137,148 （国費） 91,432

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

91,432

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 45,716

計(A+B) (千円) うち受託事業等
137,148 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２）産科医等確保支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.22（医療分）】 【総事業費】
産科医等確保支援事業 54,260千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 １５医療機関

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 分娩を取り扱う産科医・産婦人科医の確保を図るため、これらの
ニーズ 医師の処遇改善に取り組む医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：県内の分娩取扱医療機関数 １６機関

事業の内容 地域でお産を支えている産科医，助産師の処遇を改善し，その確
保を図るため，分娩手当（分娩１件あたり 10,000 円）を支給する
県内の医療機関に対して補助を行う。

アウトプット指標 ・補助医療機関数 １５医療機関

アウトカムとアウト 県内で分娩を取り扱う医療機関への補助の実施により、分娩を取
プットの関連 り扱う医療機関の数を維持する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 54,260 （国費） 0

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

18,087

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 9,043 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
27,130 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

27,130

備考 基金充当額における公民の比率については未定となっている。

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３）新生児医療担当医確保支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.23（医療分）】 【総事業費】
新生児医療担当医確保支援事業 600千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する医師の確保を図るため、その
ニーズ 処遇改善に取り組む医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：県内の新生児を担当する医師数 ４人
（※平成 31年度までに）

平成２６年度以降の延べ人数
４人（平成２７年度） → ８人（平成３０年度）

事業の内容 ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する医師に対しＮＩＣＵに入院す
る新生児に応じて手当を支給している医療機関に補助を行う。

アウトプット指標 ・新生児医療担当手当支給回数 ５０回

アウトカムとアウト 新生児医療担当医への手当を円滑に支給し、処遇改善を図ること
プットの関連 により、新生児医療を担当する医師が確保する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 600 （国費） 0

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

200

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 100 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
300 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

300

備考 基金充当額における公民の比率については未定となっている。

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（４）女性医師等就労支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.24（医療分）】 【総事業費】
女性医師等就労支援事業 1,903千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 女性医師は貴重な医療資源であるが、出産、育児等により、医療
ニーズ に従事し続けることが難しくなっている。

アウトカム指標：県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）

事業の内容 相談員(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)を配置し，復職研修申込及び研修受入医療機
関との調整を行う。また，女性医師支援BOOKの発行や女性医師をサ
ポートするための会の開催など再就業医療機関の病院情報収集及び
復職希望女性医師への病院情報の提供を行う。

アウトプット指標 ・女性医療従事者からの相談件数 ３件以上

アウトカムとアウト 貴重な医療資源である女性医療従事者に対する相談窓口を設置
プットの関連 し、相談を随時受け付け、一人でも多くの女性医療従事者の有効活

用を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 1,903 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,269

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 634 1,269

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,903 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 1,269

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（５）新人看護職員研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.25（医療分）】 【総事業費】
新人看護職員研修事業 22,141千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県(徳島県看護協会に委託)・各実施病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 看護の質の向上，医療安全の確保，早期離職防止の観点から，
ニーズ 新人看護職員研修は不可欠であり，研修を通して臨床実践能力を図

る。

アウトカム指標：新人看護職員研修受講者の離職率１０％未満
維持

事業の内容 新人看護職員に対して研修等を実施する病院及び受け入れ研修
を実施する病院等への補助を行うとともに，研修責任者研修等を行
う。

アウトプット指標 ・新人看護職員研修の実施病院への補助 10箇所

アウトカムとアウト 新人看護職員研修を行う病院への補助を行うことで，仕事や生
プットの関連 活に不安が多い新人看護職員の早期離職防止に繋げる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 22,141 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

14,761

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 7,380

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 22,141 （再掲）

(千円)

その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定となっている。

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（６）看護師等養成所運営等事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.26（医療分）】 【総事業費】
看護師等養成所運営等事業 38,170千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 三好市医師会准看護学院・南海病院付属准看護学院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療の高度化，保健・衛生・福祉の充実などにより平均寿命が
ニーズ 延伸した一方で，出生数は減少し，少子高齢化が進展すると共に，

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には，世界に例のない超高
齢多死社会を迎え，その後も高齢化が進展すると推計されおり，こ
れらの状況を見据えた，看護職員の養成確保対策のさらなる推進が
必要である。

アウトカム指標：県内の看護職員数
12,959人（平成２６年度末）

→ 13,312人（平成３０年度までに）

事業の内容 看護師等養成所の運営に必要な経費を補助する事により，看護
職員の養成確保を図る。

アウトプット指標 ・補助を行う看護師等養成所 ２箇所

アウトカムとアウト 看護師等養成所運営に必要な経費を補助することにより，看護職
プットの関連 員の養成確保が図られる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 38,170 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

25,447

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 12,723

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 38,170 （再掲）

(千円)

その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定となっている。

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（７）看護職員確保対策事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.27（医療分）】 【総事業費】
看護職員確保対策事業 2,493千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療の高度化・専門化，住民の医療ニーズの高まり等により，
ニーズ 資質の高い看護職員の養成が必要である。さらに，第七次徳島県看

護職員需給見通しにて看護職員の不足がみられるなど，看護職員の
質と量の確保対策は喫緊の課題である。

アウトカム指標：県内の看護職員数
12,959人（平成２６年度末）

→ 13,312人（平成３０年度までに）

事業の内容 看護関係の各種説明会等の開催により看護のイメージアップを
図るとともに，看護学生の県内定着を推進する

アウトプット指標 ・高等学校での進路説明会参加者 15名

アウトカムとアウト 看護関係の各種説明会等の開催により看護のイメージアップを図
プットの関連 ることから，看護職に関心を持ち，看護職を目指す人を増やす。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,493 （国費） 625

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,662

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 831 1,037

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 2,493 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 1,037

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（８）病院内保育所運営等事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.28（医療分）】 【総事業費】
病院内保育所運営等事業 77,305千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 病院等(公立・公的除く。)

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 看護職員の勤務環境を改善することにより，看護職員の離職防
ニーズ 止や潜在看護職員の再就業の促進を図ることで，医療体制を整える。

アウトカム指標：常勤看護職員離職率
5.6％ （平成２６年度）
→ 10％以内維持（平成３１年度までに）

事業の内容 医療従事者の離職及び潜在看護職員の再就業を促進するた
め，病院内保育所を設置する病院等に対して，病院内保育所の
運営等に必要な給与費等を補助する。

アウトプット指標 ・運用対象施設数 ８施設

アウトカムとアウト 病院内保育所運営等への補助を行うことで，病院等の医療従事者
プットの関連 の児童を安定して保育することに繋がり，職員の離職防止に繋げる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 77,305 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

41,537

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 20,768 41,537

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 62,305 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

15,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（９）小児救急医療体制整備事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.29（医療分）】小児救急医療体制整 【総事業費】
備事業 70,940千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 ４医療機関

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 安心して子育てができる社会の実現のため、小児救急医療の提供
ニーズ 体制を整備する必要がある。

アウトカム指標：小児救急医療体制を確保した二次医療圏数
（医療圏数 ３医療圏）

事業の内容 小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の運営補助により小児救
急医療提供体制の確保を図る。

アウトプット指標 ・小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の数 ４機関

アウトカムとアウト ・圏域ごとの小児救急医療提供体制を確保することにより、安心し
プットの関連 て子育てができる環境を整備する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 70,940 （国費） 46,760

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

46,760

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 23,380 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
70,140 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

800

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１０）小児救急電話相談事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.30（医療分）】 【総事業費】
小児救急電話相談事業 17,250千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 子どもの急な病気・怪我について、医療機関を受診すべきか、救
ニーズ 急車を呼ぶべきか等、親が判断に迷い、不安に感じるケースがある。

この不安はコンビニ受診にも繋がっていることから、これを取り
除くことにより小児救急医療機関の負担を軽減し、以て現在の小児
救急医療体制の維持に努め、同時に安心して子育てを行える社会の
実現を目指す必要がある。

アウトカム指標：不要不急の小児救急患者の減少（軽傷救急搬送率
全国平均以下を堅持）
参考：H26年全国平均 49.4%、徳島 46.3%

事業の内容 小児の急な発熱等に対し適切な助言を行う電話相談窓口
を設置することにより、保護者の育児不安を解消する。

アウトプット指標 ・小児救急電話相談 相談件数 ８，０００件

アウトカムとアウト 適切な助言を受ける事により、子育て世代の不安解消の実現を図
プットの関連 るとともに、これを小児救急医療機関の負担減に繋げ、県内の全圏

域において展開している小児救急医療体制を維持していく。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 17,250 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

11,500

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 5,750 11,500

計(A+B) (千円) うち受託事業等
17,250 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１１）ドクターバンク強化システム構築事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.31（医療分）】 【総事業費】
ドクターバンク強化システム構築事業 2,666千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 限りある医療人材を可能な限り有効活用することが求められる
ニーズ が、そのためには医療人材と医療機関を結びつけるためのシステム

が必要である。

アウトカム指標：医師と医療機関のマッチング件数１０件以上

事業の内容 地域医師のサポート事業として，常勤・非常勤紹介，短期派遣紹
介，シニア医師による応援診療の支援を行うためのシステムおよび
僻地など医療機関への曜日・時間単位で出務可能な医師の情報の提
供機能を活用しドクターバンク事業の強化を図る。

アウトプット指標 ・ドクターバンクへの登録求職件数 ３０件以上

アウトカムとアウト 県内の医師に対して幅広くドクターバンク強化システムの周知を
プットの関連 行うことで、ドクターバンクへの登録求職件数の増加を図り、医師

と医療機関のマッチング件数の増加につなげる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,666 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,333

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 667 1,333

計(A+B) (千円) うち受託事業等
2,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

666

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１２）地域医療総合対策協議会
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No32（医療分）】 【総事業費】
地域医療総合対策協議会 2,715千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 地域医療を担う医師の養成・確保や医師派遣の調整を行うこと等
ニーズ により、地域における地域医療提供体制を確保する必要がある。

アウトカム指標：へき地や市町村等への医師の派遣 １０名以上

事業の内容 「地域医療総合対策協議会」を開催し、医師の養成・確保や医療
機関の機能分担・連携等について、検討・協議を行う。
【検討・協議の内容】
(1) 地域医療を担う医師の養成及び確保に関すること。
(2) 医師派遣の調整に関すること。
(3) 医療機関の機能分担と連携等の医療を提供する体制の確保に関
すること。

(4) へき地保健医療対策実施要綱に基づくへき地医療対策に関する
こと。

(5) その他地域における医療の確保・充実に関すること。

アウトプット指標 ・年間開催回数 ２回

アウトカムとアウト 地域医療総合対策協議会を開催することにより、医師派遣の調整
プットの関連 等を行う。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,715 （国費） 1,810

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

1,810

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 905 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
2,715 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１３）臨床研修医確保対策推進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.33（医療分）】 【総事業費】
臨床研修医確保対策推進事業 2,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県臨床研修連絡協議会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 平成１６年度に新しい医師臨床研修制度が開始されて以降、研修
ニーズ 医の都心部への流出が進んでいる。一人でも多くの研修医を確保し、

将来の県内の医療人材の確保につなげる。

アウトカム指標：平成２７年度以降の県内での研修医総マッチング
件数 ４９人（平成２７年度）→８４人（平成２８年度）

事業の内容 県内に一人でも多くの研修医を確保するため、県・県医師会・臨
床研修病院等で組織する徳島県臨床研修連絡協議会を設置し、関係
団体が一体となって各種事業を推進している。当協議会において、
臨床研修病院合同説明会への参加や、指導医養成講習会の開催など
を行う。

アウトプット指標 ・臨床研修病院合同説明会で本県の医療機関を訪問した医学部生の
累計人数 ２００人以上

アウトカムとアウト 医学部生に対して、県内の臨床研修病院の広報等を行うことによ
プットの関連 り、県内での初期研修への関心を持ってもらうことで、マッチング

件数の増加につなげる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

667

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 333 667

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

1,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１４）地域医療提供体制構築推進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.34医療分）】 【総事業費】
地域医療提供体制構築推進事業 600千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 地域における医師不足は深刻化しており、地域のニーズに応じた
ニーズ 医療を安定的に提供できる体制を確保する必要がある。

アウトカム指標：地域の医療機関への医師派遣回数 月当たり延べ
１８回（平成２７年度）→２５回（平成２８年度）

事業の内容 県立病院と美波，海陽，那賀各町立病院との連携による地域の医
師不足解消に向けた「海部・那賀モデル推進協議会」等における協
議，研究など，地域医療提供体制の構築を推進する。

アウトプット指標 ・海部・那賀モデル推進協議会への参加医療機関数 ７機関

アウトカムとアウト 協議会において地域医療提供体制の構築に向けた準備を行い、地
プットの関連 域の医療機関への医師派遣を推進する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 600 （国費） 400

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

400

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 200

計(A+B) (千円) うち受託事業等
600 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１５）救急医療等「医療機関・従事者」対応能力向上事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.35（医療分）】救急医療等「医療機関・ 【総事業費】
従事者」対応能力向上事業 6,500千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 交通事故、小規模災害等で多数の傷病者が発生した場合に備え、
ニーズ 各医療機関の対応能力を向上させる必要がある。

アウトカム指標：多数傷病者発生時に機能する病院数 １１病院
（災害拠点病院を対象に研修を行うことにより効
率的に機能する病院を増やす。）

事業の内容 近年，全国的に交通事故，海難事故，小規模災害等で多数の傷病
者が発生する事案が起こっている。その様な多数傷病者発生事案に
対応するため，各医療機関において対応マニュアルの策定や医療従
事者に対する研修，訓練を実施する。
また，救急医が不足している医療機関へ応援診療を実施している
郡市医師会に対しても多数傷病者に対応するための研修，訓練等を
行う。

アウトプット指標 ・医療従事者向けの研修参加者数 ５０名

アウトカムとアウト 効果的な研修会、訓練等を実施することにより、多数傷病者発生
プットの関連 時に効率的に機能する病院を増加させる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 6,500 （国費）

における
公民の別

基金 国(A) (千円)
4,066

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 2,034 4,066

計(A+B) (千円) うち受託事業等
6,100 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

400

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１６）救急医療体制強化・充実事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.36（医療分）】救急医療体制強化・充実 【総事業費】
事業 1,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県，徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 救急対応可能な人材の養成を行うことにより救急患者の受入機能
ニーズ の低下を防ぐと共に、適正受診の普及啓発等、県民の意識向上によ

り、増加する救急患者の抑制を行う必要がある。

アウトカム指標：救急対応可能な人材の増加と不要不急の救急患者
の減少（軽傷救急搬送率全国平均以下を堅持）
参考：H26年全国平均 49.4%、徳島 46.3%

事業の内容 救急病院に勤務している医療従事者を対象とした，JATEC，PTLS
などの外傷患者対応を行うための研修会の開催や多数傷病者発生時
の医療従事者としての活動内容，医療機関としての活動内容につい
ての研修会を実施する。

アウトプット指標 ・医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 15人

アウトカムとアウト 効果的な研修会、訓練等を実施することにより、多数傷病者発生
プットの関連 事案への対応能力が向上すると共に、医療従事者自身が行う県民へ

の啓発による救急に関する意識向上により、医療従事者の負担軽減
が図られる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 1,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

666

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 334 666

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１７）特定診療科におけるキャリア形成育成システム構築事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.37（医療分）】 【総事業費】
特定診療科におけるキャリア形成育成システ 10,900千円
ム構築事業

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 診療科偏在が顕著であり、特に産科・小児科医の不足が本県だけ
ニーズ に限らず全国的に叫ばれている。

アウトカム指標：平成２７年度以降の産科及び小児科における新規
入局者数 産科 ４人（平成２７年度）→５人（平成２８年度）

小児科５人（平成２７年度）→６人（平成２８年度）

事業の内容 研修医（若手医師）は，医療，医学において多様な要望を持ち自
身のキャリアの充実，実現を強く望んでおり，徳島に根を張った若
手医師を確保するためには，本県全体で優れた専門医研修，キャリ
アアップシステムを作り，国際レベルの医師として活躍できる力を
養う研修の場があることを具体的に示す必要がある。また，そのた
めに県内研修病院間の連携や協議会開催などを行い，県内全体の連
携を図る。

アウトプット指標 ・特定診療科のキャリア形成育成支援に係る講演会等への参加人数
１０人以上

アウトカムとアウト 医師不足が顕著な診療科において若手医師のキャリア形成育成の
プットの関連 支援を行うことで、新規に医局に入局する人を確保し、県内に定着

する人の確保を狙う。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 10,900 （国費） 7,267

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

7,267

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,633

計(A+B) (千円) うち受託事業等
10,900 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 53 -

（１８）救急医療体制支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.38（医療分）】 【総事業費】
救急医療体制支援事業 23,800千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 二次救急医療機関

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 救急搬送件数が増加する中、救急医療体制の維持において重要な
ニーズ 役割を担う二次医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：受入実績のある二次救急医療機関が確保できてい
る二次医療圏の数 ３箇所

事業の内容 二次救急医療機関の搬送受入件数に応じて補助を行うことによ
り、患者の受入を円滑に進めるとともに、三次救急医療機関の負担
を軽減し、県内の救急医療提供体制の維持・確保を図る。

アウトプット指標 ・補助医療機関数 ５医療機関

アウトカムとアウト 補助の実施により救急医療を提供する医療機関を維持し、全ての
プットの関連 二次医療圏で救急医療を確保することができる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 23,800 （国費） 0

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

7,933

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,967 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
11,900 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

11,900

備考 基金充当額における公民の比率については未定となっている。

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（１９）歯科口腔保健人材育成事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.39（医療分）】 【総事業費】
歯科口腔保健人材育成事業 9,400千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医科歯科連携及び地域連携に携わる歯科口腔保健人材の確保と育
ニーズ 成を行うことが必要。

アウトカム指標：医科歯科連携及び地域連携について知識を有する
研修医等の延べ人数

１１２名（平成２７年度）
→ １３２名（平成２９年度までに）

事業の内容 がん患者や周術期入院患者における口腔ケアなど医科歯科連携に
精通し、既存の歯科医療には通院できない患者の歯科治療及び口腔
ケアを担う人材の確保と育成を行う。

アウトプット指標 ・歯科口腔保健人材育成に係る研修会等の実施 2回

アウトカムとアウト 歯科口腔保健人材育成に係る研修会等により、研修医等のスキル
プットの関連 アップを図るとともに、指導者の能力向上に寄与する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 9,400 （国費） 6,266

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

6,266

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,134

計(A+B) (千円) うち受託事業等
9,400 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２０）感染制御啓発・多業種人材育成事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.40（医療分）】 【総事業費】
感染制御啓発・多業種人材育成事業 3,157千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 新型インフルエンザ,多剤耐性菌に代表されるようなパンデミ
ニーズ ック感染症やノロウイルス,セラチア菌等の各種の病原体による

感染症の予防,拡大防止対策を推進するためには,医療機関,高齢
者介護施設等の医療福祉従事者に対する科学的知見に基づく感
染症対策教育の実施,感染症対策の知見の情報提供や特定機能病
院等の近隣医療機関等への指導助言の充実などが求められてい
る。

アウトカム指標：病院における感染症対策を担当する医療従事者数
400人以上（平成 31年度までに）

事業の内容 医療施設，高齢者施設等における感染症対策を担当する医療
福祉従事者の資質を向上させる目的に感染症に関する教育・啓
発に関する研修を実施する。

アウトプット指標 ・研修会参加人数 １００人

アウトカムとアウト 医療施設，高齢者施設等における感染症対策を担当する医療福祉
プットの関連 従事者の資質を向上させることを目的に感染症に関する教育・啓発

に関する研修を県内５箇所で実施する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 3,157 （国費） 2,105

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,105

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,052

計(A+B) (千円) うち受託事業等
3,157 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

0

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２１）女性医師等再就業促進運動事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.41（医療分）】 【総事業費】
女性医師等再就業促進運動事業 2,700千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 現代医療は日進月歩で進んでおり、出産や育児のために仕事を離
ニーズ れてしまうと、現場への復帰が難しくなっているため、相談事業や

研修会などにより復職を支援し、女性が活躍できる社会を実現する
必要がある。

アウトカム指標：県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）

事業の内容 復職へ向けての相談，保育施設・設備の充実を図ることにより復
職までの期間短縮や人材確保に向け働きかける。また，マミールー
ムを完備した復職に向けた研修会を開催し，積極的に参加の呼びか
けを行う。女性医師へのタイムリーな情報提供，ＳＮＳを利用しト
ピックスやオン・オフともに対応したＱ＆Ａを常時配信し，特別企
画情報なども適宜発信する。

アウトプット指標 ・マミールームを利用し、研修会へ参加した人数 １０人以上

アウトカムとアウト マミールームの設置を研修会等と併せて行うことで、育児等のた
プットの関連 めに参加が困難な女性医師でも参加しやすくなるような体制の構築

を図り、ひいては女性医師数の増加につなげる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,700 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

900

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 450 900

計(A+B) (千円) うち受託事業等
1,350 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

1,350

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２２）女性医療従事者支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.42（医療分）】 【総事業費】
女性医療従事者支援事業 8,400千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島大学等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 女性医療従事者（医療系女性研究者を含む。）が仕事と育児・家
ニーズ 庭の両立をすることが困難な状況であり、離職防止や再就業の促進

を図ることが重要である。

アウトカム指標：県内で従事する女性医師数
５２５人（平成２６年度）→５３０人以上（平成３１年度までに）

事業の内容 １．女性医療従事者の仕事と家庭の両立支援のための相談対応（出
産，育児，復職支援等）を行う。

２．女性医療従事者の仕事と家庭の両立のための調査・情報収集・
広報活動（ホームページの整備を含む）を行う。

３．仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備のための
育児支援（児童一時預り保育，ベビーシッター制度，病児・病
後児保育サービス，女性医療従事者支援員の配置）を行う。

アウトプット指標 ・女性医療従事者からの相談件数 ５件以上

アウトカムとアウト マミールーム，幼児・学童保育や相談窓口等の設置を行うこと
プットの関連 で、仕事と育児・家庭の両立をすることが困難な状況である女性医

療従事者（医療系女性研究者を含む。）の支援を行うことで、県内
で従事する女性医師数の増加を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 8,400 （国費） 2,800

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,800

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,400

計(A+B) (千円) うち受託事業等
4,200 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

4,200

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２３）離職歯科衛生士再就職支援モデル事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.43（医療分）】 【総事業費】
離職歯科衛生士再就職支援モデル事業 850千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 本県の就業歯科衛生士を年齢階級別にみると、25 ～ 29 歳が最も
ニーズ 多く、30 歳を超えると減少する。離職した歯科衛生士が再就職でき

る環境を整え、人口減少が進む中、全国平均を上回る歯科衛生士数
を維持していくことは、本県の歯科医療体制の充実を図るため必要
である。

アウトカム指標：就業歯科衛生士の確保
（就業歯科衛生士（人口 10万人あたり）全国平均
以上を堅持）

参考：H26年全国平均 90.8人、徳島 144.5人

事業の内容 （１）リフレッシュ研修
最新の業務，知識，技能，主に訪問歯科診療，周術期専門的口腔
ケアを内容とする研修を離職歯科衛生士等を対象に実施する。

（２）研修会場に保育士を配置
離職歯科衛生士をはじめ，多職種対象の研修会において子育て世
代の受講を促すために研修会場にマミールームを設置してニーズ
の検証を行う。

アウトプット指標 ・受講者数 ３０名

アウトカムとアウト 離職歯科衛生士の復職支援等に役立つテーマのセミナーの受講に
プットの関連 より、離職歯科衛生士の再就職を促す。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 850 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

567

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 283 567

計(A+B) (千円) うち受託事業等
850 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２４）看護職員人材育成推進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.44（医療分）】 【総事業費】
看護職員人材育成推進事業 14,284千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 実施病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療や看護を取り巻く環境は，医療の高度化・専門化，医療
ニーズ 提供の場の多様化により大きく変化している。看護師の特定行

為に係る研修受講の促進等，質の高い看護サービスを安定的に
提供できる体制を整備する必要がある。

アウトカム指標：看護師の特定行為に係る研修受講者数の増加
４人 （※平成 31年度までに）

事業の内容 看護職員の人材育成推進のために，県内各関係機関との連携・
意見交換を行う検討会を行う。
また，特定行為研修制度の推進のために県外での研修受講に

看護師を派遣する医療機関を支援する等，質の高い看護サービ
スを安定的に提供できる体制を整備する。

アウトプット指標 ・検討会参加機関 ２機関

アウトカムとアウト 質の高い看護サービスを安定的に提供できる体制を整備するた
プットの関連 め，検討会を行い，県内各関係機関と連携した事業を推進するとと

もに，看護師の特定行為に係る研修の受講を支援し，高度な人材育
成推進を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 14,284 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

9,523

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 4,761 9,523

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 14,284 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２５）看護職員キャリアアップ支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.45（医療分）】 【総事業費】
看護職員キャリアアップ支援事業 30,570千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 実施病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療や看護を取り巻く環境は，医療の高度化・専門化，医療
ニーズ 提供の場の多様化により大きく変化している。専門又は認定看

護師養成研修への受講促進等，質の高い看護サービスを安定的
に提供できる体制を整備する必要がある。

アウトカム指標：認定看護師数の増加
93人 （平成２７年末）

→ 98人 （平成３１年末までに）

事業の内容 高度な知識・技術を有する専門看護師，認定看護師の資格取
得を支援すること等，質の高い看護サービスを安定的に提供で
きる体制を整備する。

アウトプット指標 ・認定看護師養成研修への派遣補助 ５名

アウトカムとアウト 資格取得に必要な経費等の支援を実施することにより，看護職員
プットの関連 のキャリアアップ促進を図り，認定看護師等の質の高い看護師を増

やす。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 30,570 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

20,380

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 10,190 20,380

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 30,570 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２６）保健師現任教育強化事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.46（医療分）】 【総事業費】
保健師現任教育強化事業 444千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 地域保健活動の充実を図るため、専門的な知識及び技術・能力等
ニーズ を持った保健師の育成及び確保が必要。

アウトカム指標：保健師の専門能力の向上（適切な保健指導や生活
支援を行う能力を持った新任期保健師の割合 45%以上）

事業の内容 保健師の保健活動の更なる推進を図れるよう、事例検討を用いた
研修等によるスキルアップを図るとともに、各関係機関の組織横断
的連携を通して地域課題の共有や関係者のネットワークを深めるこ
とから、地域保健活動の充実を図る。

アウトプット指標 ・各期別研修会等の実施 1回

アウトカムとアウト 研修等を通じ、専門的な知識及び技術についてスキルアップを図
プットの関連 ることで、保健師の専門能力の向上に寄与する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 444 （国費） 296

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

296

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 148

計(A+B) (千円) うち受託事業等
444 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２７）看護師等養成所支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.47（医療分）】 【総事業費】
看護師等養成所支援事業 17,049千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 看護現場は，病院，診療所だけでなく，訪問看護，デイケア，
ニーズ 災害現場等，多種多様となっており，看護職は多方面での看護

活動が求められている中，このような看護現場に適応できる看
護職を養成していくことが重要である。

アウトカム指標：県内の看護職員数
12,959人（平成２６年度末）

→ 13,312人（平成３０年度までに）

事業の内容 専任教員の研修やスクールカウンセリングの実施等により，看
護師等学校養成所における看護職員の養成を支援する。

アウトプット指標 ・ＩＣＴを活用した遠隔授業検討委員会の開催 １回

アウトカムとアウト 遠隔授業検討委員会において，学生の教育等について検討し，教
プットの関連 育環境が調整されることにより，看護職員の養成確保が図られる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 17,049 （国費） 8,726

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

11,366

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 5,683 2,640

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 17,049 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 63 -

（２８）看護師等修学資金貸付事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.48（医療分）】 【総事業費】
看護師等修学資金貸付事業 24,320千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 2025年を見据え，医療看護のニーズが高まるなか，全国に先
ニーズ 駆けて県内人口の高齢化を迎えている本県にとって，徳島県内

における看護職員の確保は重要な課題である。

アウトカム指標：修学資金貸与者の県内定着率
91.3％ （平成２７年度）

→ 80％以上維持 （平成３１年度まで）

事業の内容 県内，県外の保健師，助産師，看護師及び准看護師学校養成
所の学生に対し修学資金を貸与し，看護職員の県内定着を図る。
貸与を受けた学生が徳島県内に就職をすることで返還免除にな
る制度であり，県内の看護職員の確保に繋げる。

アウトプット指標 ・新規・継続を含めた修学資金の貸与者 １００名

アウトカムとアウト 修学資金の貸与を受けた学生が徳島県内定着への割合を高める
プットの関連 ことで将来に向けた看護職員の確保を図る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 24,320 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,880

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,440 2,880

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 4,320 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

20,000

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（２９）看護職員就業支援体制強化事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.49（医療分）】 【総事業費】
看護職員就業支援体制強化事業 11,055千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 若年人口が減少する中，医療機関等の看護職員不足解消及び在
ニーズ 宅医療の推進のため，保健師，助産師，看護師，准看護師で未就業

の者の再就業促進を図る必要がある。

アウトカム指標：サテライト展開による就業者数
34名 （平成２７年度）

→ 39名 （平成３１年度までに）

事業の内容 県南部・西部でのナースセンターのサテライト展開により，未就
業の看護職に対して地域の実情に応じた復職支援等のナースセンタ
ーサービスを提供する。

アウトプット指標 ・サテライト実施箇所数 ２箇所

アウトカムとアウト 県南部・西部における未就業の看護職に対して，より身近な地域
プットの関連 で，地域の実情に応じた復職支援が図られる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 11,055 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

7,370

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,685 7,370

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 11,055 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 7,370

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３０）看護職員勤務環境改善推進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.50（医療分）】 【総事業費】
看護職員勤務環境改善推進事業 19,508千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 実施病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 病院や診療所等を中心に，看護職員の不足感が続く状況の中，
ニーズ 看護職員の確保定着が従来にも増して重要となっており，看護職員

の確保定着には，看護業務や職場環境の改善，看護職員の教育体制
整備等への取組が不可欠である。

アウトカム指標：常勤看護職員離職率
5.6％ （平成２６年度）
→ 10％以内維持（平成３１年度までに）

事業の内容 看護職員の勤務環境改善の促進及び看護の質の向上を図るため
に，短時間勤務制度，看護補助者導入を行う施設に対しての補助等
を行う。

アウトプット指標 ・勤務環境改善への取組検討施設 １か所

アウトカムとアウト 各施設が看護業務や職場環境の改善などの取組について検討し，
プットの関連 勤務環境改善の取組を推進することで，職員の離職防止に繋げる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 19.508 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

13,005

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 6,503

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 19,508 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３１）看護師養成所教育環境改善促進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.51（医療分）】 【総事業費】
看護師養成所教育環境改善促進事業 7,800千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 看護師養成所等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 学生の実習病院での臨地実習においても安全な看護技術が求
ニーズ められ，リスクを伴う臨地実習はできない状況にあり，医療現

場の環境と看護基礎教育とのギャップが生じる状況にあるた
め，看護基礎教育の学習環境を整え，臨床現場とのギャップを
少なくし，卒業後も医療現場に適応できる質の高い看護職を養
成していく必要がある。

アウトカム指標：県内の看護職員数
12,959人（平成２６年度末）

→ 13,312人（平成３０年度までに）

事業の内容 医療と介護の連携等に係る看護基礎教育の学習環境を整える
ため，看護師養成所等における設備・備品の購入を補助する。

アウトプット指標 ・看護師養成所等の教材備品等補助 ３か所

アウトカムとアウト 教材備品等の購入補助により学習環境を整えることから，卒業後
プットの関連 に医療現場に適応できる質の高い看護職を養成する。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 7,800 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

5,200

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 2,600

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 7,800 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３２）看護学生臨地実習指導体制強化事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.52（医療分）】 【総事業費】
看護学生臨地実習指導体制強化事業 3,248千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県・各訪問看護ステーション・徳島県看護協会等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 少子高齢化の進展や医療の高度化，専門分化に対応し，県民の
ニーズ 保健医療ニーズに応じることができる資質の高い看護職員を養成し

確保する必要となっている。

アウトカム指標：学生受入れ臨地実習施設
172か所 （平成２７年度）

→ 150か所以上維持（平成３１年度まで）

事業の内容 効果的な実習指導ができる知識・技術を習得した実習指導者
の養成確保を図ることで，看護学生の臨地実習指導等にかかる環
境を整え，質の高い看護職を養成する。

アウトプット指標 ・保健師助産師看護師等実習指導者講習の修了者数 20人

アウトカムとアウト 実習指導者の育成をとおして，看護学生の臨地実習指導に係る環
プットの関連 境を整える。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 3,248 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,166

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,082

計 (千円) うち受託事業等
(A+B) 3,248 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。



- 68 -

（３３）医療勤務環境改善支援センター事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.53（医療分）】 【総事業費】
医療勤務環境改善支援センター事業 11,000千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 医療従事者の勤務環境の改善を推進することにより，医療従事者
ニーズ の確保を図る。

アウトカム指標：医療勤務環境改善マネジメントシステム導入医療
機関における離職率の低下（平成３１年度まで）

事業の内容 医師・看護師等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を
図るため，平成２６年度に設置した医療勤務環境改善支援センター
により，医療勤務環境改善マネジメントシステムを積極的に導入す
る医療機関を支援し，勤務環境改善を図る。

アウトプット指標 ・医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知に係る講習会の
参加者数 ３０名

アウトカムとアウト 医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知を行うことで，医
プットの関連 療勤務環境改善マネジメントシステム導入を行う医療機関が増加す

る。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 11,000 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

7,333

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 3,667

計(A+B) (千円) うち受託事業等
11,000 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考 基金充当額における公民の比率については未定

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３４）協力医療機関への転院搬送支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.54（医療分）】 【総事業費】
協力医療機関への転院搬送支援事業 700千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島赤十字病院等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 救急搬送件数の増加により負担が増大している救命救急センター
ニーズ において、限りある病床を有効活用するため、急性期を脱した患者

を速やかに転院搬送する必要がある。

アウトカム指標：年間搬送件数：６０回

事業の内容 不安定な状態を脱した患者を，医師同乗のうえ，紹介元等の医療
機関に救急自動車（モービルＩＣＵ）で搬送する。
搭乗者は医師 1～ 2名，専従運転手１名，助手１名であり，同乗

者に対しては，出動手当を支払っている。土日祝日を含む時間外（19
：10～翌 8：40）は，運転業務のみ民間タクシー会社に業務委託し
ている。

アウトプット指標 ・年間を通じて運用できるモービルＩＣＵの数 １台

アウトカムとアウト 補助の実施によりモービルICUの運用を維持し、救急医療提供体
プットの関連 制を充実させることができる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 700 （国費） 233

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

233

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 117 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
350 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

350

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（３５）地域感染支援及び感染専門医療従事者養成事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.55】 【総事業費】
地域感染支援及び感染専門医療従事者養成 4,890千円
事業

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島大学病院

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 各医療機関等の院内感染予防及び院内感染発生時の対応等について
ニーズ 相談できる体制を整備することで，速やかに的確な対応がなされる。

アウトカム指標：感染地域ネットワークにおける延べ相談支援件数
１４件（平成２７年度）

→ ２４件（平成２８年度）

事業の内容 １感染地域ネットワーク形成事業
・徳島県下全体の感染ネットワーク参加施設を対象に，感染対策マ
ニュアル供与や医療関連感染についての相談等，支援体制を整え
る。

２感染専門医療従事者養成事業
・感染に携わる人材確保とスキルアップを目的に，感染専門医療従
事者養成プログラムの充実を図る。

アウトプット指標 １感染地域ネットワーク形成事業
・感染地域ネットワークへの新規参加施設数 10件
２感染専門医療従事者養成事業
・感染専門医療従事者養成プログラム参加人数 20名

アウトカムとアウト 感染地域ネットワークに参加する施設が感染対策について速やか
プットの関連 に相談できる体制を整えることにより，感染拡大防止を図る。

また、感染専門医療従事者養成プログラムは職種を問わず受講で
き，多くの医療従事者が感染症や感染対策の基礎知識を学ぶことが
できる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 4,890 （国費） 2,333

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

2,333

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 1,167 0

計(A+B) (千円) うち受託事業等
3,500 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円) 0

1,390

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（事業区分５：介護従事者の確保に関する事業）
（１）地域包括ケア推進会議運営事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）基盤整備

（中項目）基盤整備

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）

事業名 【No.１（介護分）】 【総事業費

地域包括ケア推進会議運営事業 （計画期間の総

額）】

1,700千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 市町村が地域包括ケアシステムを構築していく中で，解決が必要

ズ な課題がある。

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築が進む市町村を増

やす。

事業の内容 徳島県地域包括ケア推進会議の開催

アウトプット指標 先進事例の共有や，課題解決のための支援や検討

アウトカムとアウトプット 先進的な取組について共有したり，課題解決策について検討・支
の関連 援することにより，地域包括ケアシステムの構築を推進する。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 1,700 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費） 1,133

1,133 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 567 （注１）

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

1,700 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

(千円)

備考（注３）
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イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（２）福祉・介護人材参入促進事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」

（小項目）若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とした介護

の職場体験事業

事業名 【No.2（介護分）】 【総事業費

福祉・介護人材参入促進事業 （計画期間の総

額）】

18,700千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県、社会福祉法人等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 多様な世代からの人材確保及び職場環境のイメージの改善が必要

ズ アウトカム指標：若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象として

介護の現場への理解を深めてもらう。

事業の内容 就業体験、職場見学ツアーや介護福祉セミナー等を実施。学校に

おける介護ロボット体験、職場体験イベント等の実施

アウトプット指標 セミナー等参加者数 1,000人

アウトカムとアウトプット 介護体験、就業体験をメインとしたセミナー等を開催し介護サー
の関連 ビス事業への理解度を深め、介護サービス従事者数の増を図る。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 18,700 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

12,466 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 6,234 （注１） 12,466
計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

18,700 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

5,000

(千円)

備考（注３）
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イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（３）シルバー介護担い手養成事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、

（小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業

事業名 【No.3（介護分）】 【総事業費

シルバー介護担い手養成事業 （計画期間の総

額）】

2,920千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県シルバー人材センター連合会 等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 高齢者（要支援者や要支援予備軍など）が住み慣れた地域で生き

ズ がいを持ちながら能力を最大限に生かしつつ継続して生活するこ

とを促進するとともに、働く機会を求めているや元気な高齢者の

活躍する場確保の観点を含め、専門性を持った人材としての育成

を目指す

アウトカム指標： 介護周辺業務就業 6名以上

事業の内容 各地域のシルバー人材センター等と連携して「生活支援サービス

担い手養成研修（3日16時間程度）」を実施し、要支援者の自宅を

訪問して行う清掃や買い物、調理やゴミ出し等の質の高い訪問型

生活支援サービスを行うことの支援等を行う。（10名×4講習）

アウトプット指標 受講修了者 30名以上

アウトカムとアウトプット 介護サービス（主に生活支援）に関する研修を県内各地域で行う
の関連 ことにより、介護サービス事業への理解度を深め、介護周辺業務

従事者数の増を図る。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2,920 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

1,866 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 934 （注１） 1,866

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

2,800 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）
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120 (千円)

備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（４）福祉・介護人材マッチング機能強化事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）地域のマッチング機能強化

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチ

ング機能強化事業

事業名 【No.4（介護分）】 【総事業費

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 （計画期間の総

額）】

22,500千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 多様な人材層のニーズに応じたきめ細やかなマッチングが必要

ズ アウトカム指標：可能な限り多数へのアピールを試みる

事業の内容 就職ガイダンスや地域別就職ミニフェア、事業者向けセミナー等

のコーディネート業務等、福祉・介護人材を実施する。

アウトプット指標 就職ガイダンス・フェア参加者数 200人
アウトカムとアウトプット 求職者の福祉・介護分野の仕事への理解度を深め、福祉人材セン
の関連 ターの職業紹介事業につなげ、福祉・介護現場の人材確保を図る。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 22,500 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

15,000 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 7,500 （注１） 15,000
計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

22,500 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

15,000

(千円)

備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（５）介護サービス事業所職員等の資質向上事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）キャリアアップ研修の支援

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業

事業名 【No.5（介護分）】 【総事業費

介護サービス事業所職員等の資質向上事業 （計画期間の総

額）】

8,500千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県総合確保法連携協議会

（担当：徳島県慢性期医療協会・全日本病院協会徳島県支部

徳島県老人保健施設協議会・徳島県介護支援専門員協会）

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月※翌年継続事業

背景にある医療・介護ニー 介護サービス事業所の現場で、直接利用者に接する職員の多く

ズ は、必ずしも介護保険制度あるいは看護・介護技術に精通してい

るとは限らないため、職員の知識・技術育成を目的とした研修の

機会を増やす必要がある。介護技術の向上やキャリアパス構築を

支援することで定着促進につなげる。また介護保険及び地域包括

ケアシステム推進の要となる介護支援専門員の資質向上を図ると

ともに、関係者のネットワークづくり推進が重要である。

アウトカム指標：

小規模の介護事業所や僻地の施設職員が研修に参加出来るよう

三圏域で開催し、徳島県総合確保法連携協議会共同で人材育成を

図り、要医療介護の高齢者へのサービスの質の向上を図る。

事業の内容 ①看護・介護職員資質育成

介護事業所並びに慢性期医療機関の看護・介護職員に対して、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、ST・OT等が慢性

期疾患の特性や在宅医療を展開する上での知識や技術、課題につ

いて講演会やセミナーを開催する。

②介護支援専門員の資質向上事業

1.三圏域で医療・介護関係者等の地域包括ケア研修、情報交換

会等を開催する。
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2.医療連携推進を目的に「在宅医療サポート介護支援専門員研

修」を開催する。

3.ケアマネジメント力量形成研修、主任介護支援専門員リーダ

ー育成研修を開催する。

アウトプット指標 ①看護・介護職員資質育成 研修会25回（昨年度19回）

②介護支援専門員の資質向上事業 研修会20回（昨年度15回）

③徳島県総合確保法連携協議会連絡会 3回

目標：研修参加者20％増2,600人

アウトカムとアウトプット 研修会の開催により、介護サービス人材の知識・技術の向上
の関連 を図れる。徳島県総合確保法連携協議会の各団体が連携すること

に因り、効果的な研修開催や団体間の連携が促進される。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 8,500 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

5,067 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 2,533 （注１） 5,067

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

7,600 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

900 (千円)

備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（６）介護職員等によるたんの吸引等研修事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上
（中項目）キャリアアップ研修の支援
（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業

事業名 【No.6（介護分）】 【総事業費】
介護職員等によるたんの吸引等研修事業 12,430千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 ※以降継続予定

背景にある医療・介護 社会福祉士及び介護福祉士法の改正により介護職員等によるたん
ニーズ の吸引等が制度化されたことに伴う事業

アウトカム指標：介護職員等による医療的ケア(たん吸引)の実施

事業の内容 特定者研修 年２回 ３０名×２ 計６０名(訪問介護職員)
不特定者研修 年１回 ２００名程度(特別養護老人ﾎｰﾑ等職員)

アウトカムとアウト 特別養護老人ホーム等の施設や訪問介護事業所等において介護職
プットの関連 員が適切にたんの吸引等を行うことができる。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 12,430 （国費）

における
基金 国(A) (千円) 公民の別

8,287

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 4,143 8,287

計(A+B) (千円) うち受託事業等
12,430 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（７）福祉・介護人材キャリアパス支援事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）キャリアアップ研修の支援 （小

項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業

事業名 【No.7（介護分）】 【総事業費

福祉・介護人材キャリアパス支援事業 （計画期間の総

額）】

10,000千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県、社会福祉法人、学校法人等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 職員のスキルアップ，キャリアパスの構築に取り組みたいが、現

ズ 状、そのノウハウを持たない事業所への支援が必要

アウトカム指標：新たな研修方式、内容が求められている

事業の内容 施設、事業所の形態やサービス利用者の実態等に応じた職員研修、

地域の社会福祉協議会や事業団体等がキャリアパス、スキルアプ

等を目的に実施する研修、複数の施設・事業所が地域やサービス

種別ごとに連携し、合同で実施する研修に対して補助する。

アウトプット指標 研修等参加者数 1，000人
アウトカムとアウトプット 職員のスキルアップを図るとともに、福祉・介護事業所において
の関連 キャリアパスの構築につなげる。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 10,000 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

6,667 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 3,333 （注１） 6,667
計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

10,000 業等

その他（Ｃ） (千円) （再掲）（注

２）

2,333

(千円)
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備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。



- 83 -

（８）介護支援専門員資質向上事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）キャリアアップ研修の支援

（小項目）介護支援専門員資質向上事業

事業名 【No.8（介護分）】 【総事業費

介護支援専門員資質向上事業 （計画期間の総額）】

13,888千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県，徳島県社会福祉協議会
事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月
背景にある医療・介護ニー 介護支援専門員を対象とした法定研修を一定の質を確保して実
ズ 施していく必要がある。そのために，指導者やファシリテーシ

ョンを担う人材の育成や研修の企画や評価を実施していく必要
がある。
アウトカム指標：自立支援や多職種協働を基本とした質の高い
マネジメントの実現

事業の内容 １ 介護支援専門員専門研修

２ 介護支援専門員更新研修

３ 主任介護支援専門員更新研修

４ 介護支援専門員資質向上事業検討会

５ 指導者研修

６ 主任介護支援専門員フォローアップ研修

アウトプット指標 法定研修の評価，指導者及びファシリテーターの養成と資質の
向上

アウトカムとアウトプット 法定研修の実施に必要な指導者やファシリテーターの養成や法定
の関連 研修のＰＴＣＡの実施により，介護支援専門員の資質の向上を

図る。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 13,888 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費） 1,486

9,259 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 4,629 （注１） 7,773

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

13,888 業等

その他（Ｃ） (千円) （再掲）（注

２）

2,213
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(千円)

備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（９）介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業

ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）研修代替要因の確保支援

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業

事業名 【No.9（介護分）】 【総事業費

介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業 （計画期間の総

額）】

6,000千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 福祉・介護職員のスキルアップと事業所におけるキャリアパスの

ズ 構築を図り、より細かな質の高いサービスの提供に努める必要が

ある。

アウトカム指標：慢性的人員不足に対応

事業の内容 福祉・介護人材の確保につなげるため、介護現場に従事する者が

介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講す

る際に必要な代替要員を雇いあげるための経費を補助する。

アウトプット指標 代替要員 4名
アウトカムとアウトプット 多様な研修への参加が可能となり、職員のスキルアップ及び福祉
の関連 ・介護事業所におけるキャリアパスの構築が推進される。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 6,000 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

4,000 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 2,000 （注１） 4,000
計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

6,000 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

(千円)

備考（注３）
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イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（10）潜在的有資格者等再就業促進事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）潜在有資格者の再就業促進

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業

事業名 【No.10（介護分）】 【総事業費

潜在的有資格者等再就業促進事業 （計画期間の総

額）】

2,000千円
事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 社会福祉法人、学校法人等

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 社会福祉法人等において、福祉・介護人材確保のため、即戦力が

ズ 期待できる潜在的有資格者を掘り起こし、福祉・介護分野への参

入を促進する必要がある。

アウトカム指標：慢性的人員不足への効果的対応が期待される

事業の内容 潜在的有資格者の福祉・介護分野への再就業が円滑に進むよう、

介護サービスの知識や技術等を再確認するための研修や、他分野

からの離職者の福祉・介護分野への就業を支援するため、福祉・

介護の魅力ややりがいを学び、実際の介護現場を知るための職場

体験を行う。

アウトプット指標 研修等参加者数 200人

アウトカムとアウトプット 職員のスキルアップを図るとともに、福祉・介護事業所において
の関連 キャリアパスの構築につなげる。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2,000 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

1,333 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 667 （注１） 1,333
計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

2,000 業等（再掲）
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その他（Ｃ） (千円) （注２）

(千円)

考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（11）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

事業名 【No.11（介護分）】 【総事業費

認知症ケアに携わる人材の育成のための研修 （計画期間の総

事業 額）】

7,980千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県、徳島県理学療法士会、徳島県歯科医師会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 医療・介護等が連携し，認知症の容態の変化に応じて適時・適切

ズ に切れ目なくサービスが提供される仕組みづくりが必要。医療・

介護連携に必要な人材が不足している。

アウトカム指標：地域包括ケアシステム構築へ向け市町村におい

て容態の変化に応じたサービスが提供できる仕組みができる。

事業の内容 １ 地域包括ケア人材育成研修 4,058千円

２ 認知症対策普及啓発人材育成研修 430千円

３ 地域包括ケアシステム人材育成事業 950千円

４ 専門的口腔ケア研修事業 1,100千円

５ 認知症対応型サービス事業管理者研修 804千円

等事業

６ 認知症フォローアップ研修 246千円

７ 認知症介護基礎研修 392千円

アウトプット指標 仕組みづくりやサービスの提供に必要な人材を育成する。

アウトカムとアウトプット 仕組みづくりやサービスの提供に必要な人材を育成し，市町村に
の関連 おける仕組みづくりを推進する。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 7,980 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費） 2,705

5,320 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 2,660 （注１） 2,615
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計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

7,980 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) (千円)

961
備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（12）地域包括支援センター機能強化事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向

上事業

事業名 【No.12（介護分）】 【総事業費

地域包括支援センター機能強化事業 （計画期間の総

額）】

3,072千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 生活支援コーディネーターの養成や地域包括支援センターの職員

ズ の資質の向上や関係機関との連携の強化，地域ケア会議における

専門職による支援や，地域包括ケアシステム構築の支援が必要。

アウトカム指標： 市町村における地域包括ケアシステムの推進

事業の内容 １ 地域ケア会議活用推進事業 1,000千円

２ 生活支援コーディネーター養成研修 500千円

３ 地域包括支援センターの機能強化のための研修 500千円

４ 地域包括ケアシステムサポート事業 1,072千円

アウトプット指標 市町村における地域支援事業の推進やノウハウの共有

アウトカムとアウトプット 人材の養成，資質の向上，専門職による支援，ノウハウ共有によ
の関連 り，市町村における取組を支援する。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,072 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費） 2,048

2,048 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 1,024 （注１）

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

3,072 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

(千円)
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備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（13）地域でまもる安心生活支援事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成

（小項目）権利擁護人材育成事業

事業名 【No.13（介護分）】 【総事業費

地域でまもる安心生活支援事業 （計画期間の総

額）】

7,120千円
事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県社会福祉協議会（補助）

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 高齢化の進行に伴い，成年後見制度をはじめ権利擁護支援が重要

ズ となる中，福祉サービスの利用援助や成年後見人制度の活用支援，

相談支援体制の構築が求められている。

アウトカム指標：市町村、社協の協働関係が必要

事業の内容 一般市民が成年後見制度の利用に至る前の段階で介護サービスの

利用援助等の支援を行う「生活支援員」や、成年後見制度の下で

身上監護等の支援を行う「市民後見人」を育成する。

また、成年後見制度と日常生活自立支援事業を包括的に支援する

体制を構築するため、県権利擁護センターを設置し、相談・申立

て支援や、行政・専門職団体・支援機関等とのネットワーク強化、

生活支援員や市民後見人等の人材を養成するための研修等を実施

する。

アウトプット指標 研修会等参加者数３００人

県権利擁護センターの相談・申立て支援件数１００件

アウトカムとアウトプット 生活支援員や市民後見人等を育成し、成年後見制度の普及・啓発
の関連 い努め、制度利用につなげる。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 7,120 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

4,747 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 2,373 （注１） 4,747
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計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

7,120 業等（再掲）

（注２）

その他（Ｃ） (千円) (千円)

備考（注３）

イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（14）介護予防推進リーダー研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）資質の向上

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成

（小項目）介護予防の推進に資するOT、PT、ST指導者育成事業

事業名 【No.14（介護分）】 【総事業費

介護予防推進リーダー研修事業 （計画期間の総

額）】

3,950千円

事業の対象となる医療介護 東部･南部･西部

総合確保区域

事業の実施主体 徳島県理学療法士会、徳島県作業療法士会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護ニー 増加している運動器疾患等による要介護者等を減少させるために

ズ 地域で活躍できるリハビリ専門職を増やす。

アウトカム指標：介護予防基本研修会50名、地域包括ケア基本研

修会50名、応用研修会100名参加

事業の内容 介護予防及び地域包括ケアを推進するリハビリ専門職の養成と資

質向上を目的とした研修会（基本・応用）

アウトプット指標 地域で活躍できるリハビリ専門職を 200名養成する。

アウトカムとアウトプット 基本研修会への参加でリハビリ専門職に地域活動に目を向けさ
の関連 せ、応用研修会で地域活動の資質向上を図る。

事業に要する費用の額 金 総事業費 (千円) 基金充当 公 (千円)

額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,950 額

基金 国（Ａ） (千円) （国費）

2,633 における

都道府県 (千円) 公民の別 民 (千円)

（Ｂ） 1,317 （注１） 2,633

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事

3,950 業等（再掲）

その他（Ｃ） (千円) （注２）

(千円)

備考（注３）
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イ 事業の実施状況

別紙1「事後評価」のとおり。
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（15）介護ふれあいの集い事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」
（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業

事業名 【No.15（介護分）】 【総事業費】
介護ふれあいの集い事業 2,100千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部･西部

事業の実施主体 徳島県老人福祉施設協議会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 日頃介護に関心の薄い多様な年齢層へＰＲする必要がある
ニーズ

アウトカム指標：介護現場を知ってもらい、仕事への理解を深めて
もらうことにより、将来の職業の選択肢としても
らう

事業の内容 「介護の日」に近い休日に集客の多い場所(大型ＳＣ)において
相談会・ロボット体験・表彰式・ステージショー・パネル展示等に
よる介護フェスタを開催する。

アウトカムとアウト 介護現場を広く社会にアピールすることにより、広い世代に介護
プットの関連 福祉を職業の選択肢としてより明確なイメージをもってもらう。

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 2,100 （国費）

公民の別
基金 国(A) (千円)

1,400

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 700 1,400

計(A+B) (千円) うち受託事業等
2,100 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（16） 新人介護職員育成における制度構築及び実践研修事業
ア 事業の内容等

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

（大項目）労働環境・処遇の改善
（中項目）人材育成力の強化
（小項目）新人介護職員に対するエルダー,ンター制度等導入

支援事業

事業名 新人介護職員育成における制度構築及び 【総事業費】
実践研修事業 916千円

事業の対象となる医療介護総合確保区域 東部・西部・南部

事業の実施主体 徳島県老人福祉施設協議会

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月

背景にある医療・介護 介護福祉事業所における早期離職防止と定着促進を図る
ニーズ

アウトカム指標：エルダー,メンタ制度が各施設、事業所での運用
の広がり

事業の内容 1エルダーメンター育成研修
2指導者の施設・事業所派遣

アウトカムとアウト エルダーメンター８０人養成
プットの関連

事業に要する費用の額 金額 総事業費 (千円) 基金充当額 公 (千円)
(A+B+C) 916 （国費）

公民の別
基金 国(A) (千円)

611

都道府県 (千円) 民 (千円)
(B) 305 611

計(A+B) (千円) うち受託事業等
916 （再掲）

(千円)
その他(C) (千円)

備考

イ 事業の実施状況

別紙「事後評価」のとおり。
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（７） 福祉・介護人材キャリアパス支援事業 ・・・ ７５

（８） 介護支援専門員資質向上事業 ・・・ ７６

（９） 介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業 ・・・ ７７

（10） 潜在的有資格者等再就業促進事業 ・・・ ７８

（11） 認知症ケアに携わる人材育成事業 ・・・ ７９

（12） 地域包括支援センター機能強化事業 ・・・ ８１

（13） 権利擁護人材育成事業 ・・・ ８３

（14） 介護予防推進リーダー研修事業 ・・・ ８４

（15） 新人介護職員育成における制度構築及び

実践研修事業 ・・・ ８５
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１．事後評価のプロセス

（１）「事後評価の方法」の実行の有無

■行った

（実施状況）

・平成２８年９月６日 徳島県地域医療総合対策協議会において協議

・平成２８年９月７日 徳島県地域介護総合確保推進協議会において協議

□行わなかった

（理由）

（２）審議会等で指摘された主な内容

徳島県地域医療総合対策協議会で指摘された主な内容

・アウトカム指標とアウトプット指標の関係を説明してもらいたい。

徳島県地域介護総合確保推進協議会で指摘された主な内容

・アウトカム指標とアウトプット指標の詳しい説明をしてもらいたい。
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２．目標の達成状況

■徳島県全体

１．目標

本県において高齢者人口がピークを迎える２０２０年に、全国に先駆けて「地域

包括ケアシステム」の構築を目指すために、次の目標を設定して取り組みます。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

本県においては、医療施設に従事する医師の約７５％が東部地域に集中する、

いわゆる「医師の地域偏在」が顕著であるため、ＩＣＴ利用による西部圏域及び

南部圏域への支援などによる医療資源の効率的に活用と、地域完結型医療提供体

制の構築を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・在宅医療支援システムの構築

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 30回

・阿南中央医療センター(仮称）工事着手

② 居宅等における医療の提供に関する目標

本県における地域包括ケアシステムの構築や、在宅医療提供体制の構築に向け

た体制の整備を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・在宅医療の質の向上に資する機器を整備する医療機関等の数 5機関

・新規退院調整担当者を配置する医療機関数 ４機関

・退院調整担当者のための相談窓口の設置等

・リハビリ専門職の配置人数 10人

・在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口の開設 1ヶ所

③ 介護施設等の整備に関する目標

地域包括ケアシステムの構築に向けて、将来的な施設サービス需要量を踏まえ

た施設整備を図るとともに、在宅医療、在宅介護の前提となる高齢者の多様な受

け皿の確保を図っていくことを目標とします。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム ２７３床（１２ヵ所）→ ５３４床（２１ヵ所）

・認知症高齢者グループホーム １３９ヵ所 → １４０ヵ所

・小規模多機能型居宅介護事業所 ３１ヵ所 → ３２ヵ所

・施設内保育施設 １ヵ所整備
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④ 医療従事者の確保に関する目標

地域における医師不足対策をはじめとした、医療人材、医療機能の確保・充実

が急務となっているため、東部圏域とその他圏域との連携を十分に図り、地域の

保健医療資源の効率的な活用と適正配置を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・分娩取扱医療機関 １７医療機関

・医療従事者を対象とした救急医療研修会に参加した医師数 15人

・救急医療に関するフォーラム参加者数 300人

・医療人材育成機関認証制度の活用施設数 5ヵ所

⑤ 介護従事者の確保に関する目標

今後、介護サービス需要の増大が見込まれる一方で介護人材は慢性的に不足し

ていることから、介護人材の確保・定着に向けた取組を推進するとともに、専門

性や介護技術の向上を図ることを目標とします。

【定量的な目標値】

・就業体験セミナー等参加者１，０００人

・介護職場体験参加者５０名、バスツアー参加者５０名

・就職ガイダンス参加者２００人、就職フェア参加者１００人、

セミナー参加者２００人

・医療・介護関係者情報交換会参加者数３００人

・たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員の養成２００人

・スキルアップ研修等参加者１，０００人

・研修受講者代替要員４人

・潜在的有資格者対象研修等参加者２００人

・認知症対応型サービス事業者管理者研修参加者８０人

・認知症介護指導者への研修１人

・認知症サポート医養成７人

・県権利擁護センター相談・申し立て支援件数１００件

・新人看護職員に対するエルダー、メンター等の養成８０人

２．計画期間

平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

□徳島県全体（達成状況）

【継続中（平成２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する達成状況

・在宅医療支援システムの基礎システムの構築とともに運用上の課題等の共有

を行った。

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 46回

・阿南中央医療センター（仮称）実施設計 着手
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② 居宅等における医療の提供に関する達成状況

・在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数 １０機関

・新規退院調整担当者を配置する医療機関数 １０機関

・退院調整担当者のための研修と、研修時の相談窓口の設置を行った。

・リハビリ専門職の配置人数 45名

・在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口の開設 ３ヶ所

③ 介護施設等の整備に関する達成状況

・小規模多機能型居宅介護事業所 ３１ヵ所 → ３２ヵ所

・施設内保育施設 １ヵ所整備

④ 医療従事者の確保に関する達成状況

・分娩取扱医療機関 １６医療機関

・医療従事者を対象とした救急医療研修会に参加した医師数 32人

・救急医療に関するフォーラム参加者数 331人

・実習受入施設・医療人材育成機関のうち18箇所34名が，保健師助産師看護師

等実習指導者講習を修了した。

⑤ 介護従事者の確保に関する達成状況

・就業体験セミナー等参加者１，０２６人

・介護職場体験参加者４５９名、バスツアー参加者８１名

・就職ガイダンス参加者２００人、就職フェア参加者１００人、

セミナー参加者７９人

・医療・介護関係者情報交換会参加者数４２６人

・たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員の養成１７７人

・スキルアップ研修等参加者１，０００人

・潜在的有資格者対象研修等参加者２０２人

・認知症対応型サービス事業者管理者研修参加者１４９人

・認知症サポート医養成２１人

・県権利擁護センター相談・申し立て支援件数１３０件

・新人看護職員に対するエルダー、メンター等の養成３１３人

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取り組

むこととする。
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■東部（目標と計画期間）

１．目標

東部圏域は、医療施設従事医師の約７５％が集中しているものの、政策医療や高

度医療の拠点として県内の医療ニーズに完全に対応できているとは言えず、また、

地域医療の拠点として他の地域を支援することが求められていますが、県全体に必

要な医師や看護師等を供給できるだけの医療従事者養成・確保機能も不十分である

などの課題があります。

これらの解消を図るため、地域医療の拠点としての機能を充実強化すると同時に、

医師確保や多職種連携、ＩＣＴ利用による他圏域への支援などにより、医療資源を

効率的に活用することを目指します。

また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となってお

り、これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 30回

② 居宅等における医療の提供に関する目標

【定量的な目標値】

・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステーション等の

情報共有検討会の開催 ３回

・多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催回数 ２回

③ 介護施設等の整備に関する目標

第６期介護保険事業支援計画に定められた地域密着型特別養護老人ホーム等

の介護施設の整備を実施します。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム １５５床（６ヵ所）→ ３８７床（１４ヵ所）

・認知症高齢者グループホーム ９１ヵ所 → ９２ヵ所

・小規模多機能型居宅介護事業所 １７ヵ所 → １８ヵ所

④ 医療従事者の確保に関する目標

・新生児医療担当手当支給回数 ５０回

２．計画期間

平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

□東部（達成状況）

【継続中（平成２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する達成状況

・周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 46回
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② 居宅等における医療の提供に関する達成状況

・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステーション等の

情報共有検討会の開催 ６回

・多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催回数 ２回

③ 介護施設等の整備に関する達成状況

・小規模多機能型居宅介護事業所 １７ヵ所 → １８ヵ所

④ 医療従事者の確保に関する達成状況

・新生児医療担当手当支給回数 ９８回

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取り組

むこととする。
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■南部（目標と計画期間）

１．目標

南部圏域は、県内でもいち早く高齢化が進行している地域を抱えており、広い圏

域内に集落が点在している上、交通網の整備も不十分で、医療資源が乏しいことに

加え、圏域内での医療資源の偏在が強く見られます。また、隣接する東部圏域にお

ける医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となっています。

例えば、南部地域全体では無医地区が９地区存在し、へき地医療をはじめ医療提供

体制の確保が課題となっています。

このため、多職種連携を進めるとともにＩＣＴを活用した遠隔支援体制の拡充や

病床機能の再編などにより、効率的に医療資源を活用し、地域完結型医療提供体制

の構築を目指します。

また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となってお

り、これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

・阿南中央医療センター(仮称）工事着手

③ 介護施設等の整備に関する目標

第６期介護保険事業支援計画に定められた地域密着型特別養護老人ホーム等の

介護施設の整備を実施します。

【定量的な目標値】

・地域密着型特別養護老人ホーム ７９床（４ヵ所）→ １０８床（５ヵ所）

・施設内保育施設 １ヵ所整備

２．計画期間

平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

□南部（達成状況）

【継続中（平成２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する達成状況

・阿南中央医療センター（仮称）実施設計着手

③ 介護施設等の整備に関する達成状況

・施設内保育施設 １ヵ所整備

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取り組

むこととする。
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■西部（目標と計画期間）

１．目標

西部圏域は、圏域全体に高齢化が進行しています。南部圏域同様、隣接する東部

圏域における医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となって

います。例えば、西部Ⅱ医療圏（１．５次）には分娩を取り扱う医療機関がなく、

隣接の西部Ⅰ医療圏まで通院する必要があるなど、地域において必要とされる一般

的・標準的な医療提供体制を確保することが課題となっています。また、医師の高

齢化も問題となっており、後継者不足から開業医が廃業するなど、医療資源の不足

が深刻化しています。

このため、圏域内の医療機関間の役割分担と医師派遣などの相互協力体制の整備、

ＩＣＴを活用した連携などにより、効率的な医療資源の活用を目指すため、次の目

標を設定します。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標

【定量的な目標値】

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業
・システム運用に関する検討会開催 ２２回

・システム利用登録件数 ５５件

２．計画期間

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

□西部（達成状況）

【継続中（平成２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する達成状況

ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業
・システム運用に関する検討会開催 ２３回

・システム利用登録件数 １１２件

２）見解

計画通りに進んでおり、翌年度以降も、徳島県全体の目標を達成するため、引

き続き計画に基づき取り組むこととする。
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３．事業の実施状況

（事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業）

（１）ICT地域医療・介護連携推進支援事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の
整備に関する事業

事業名 【No.01】 【総事業費】
ICT地域医療・介護連携推進支援事業 14,000千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２９年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 入退院を繰り返す在宅療養患者の傾向を把握し、効率的な在宅医
介護ニーズ 療の提供を行う体制の構築が必要。

アウトカム指標：在宅医療支援システムによって支援される郡市医
師会の数の増加 ０→１

事業の内容 徳島県医師会に，ICTを用いた在宅医療を支援するシステムを構
（当初計画） 築するとともに，システムの利用について郡市医師会を支援する体

制を整備し，その活用を推進する。
また，システムを活用し，県医師会が医師会員の協力の下，県内

の在宅医療に関するデータを収集し，収集したデータを分析した上
で各郡市医師会へ収集したデータを分析した上で各郡市医師会に情
報提供し、地域の在宅医療提供体制の構築を支援する。

アウトプット指標 ・在宅医療支援システムの構築
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ・郡市医師会及び医療機関との情報交換を行い、基礎システムの

構築とともに運用上の課題等の共有を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅医療支援システムによ
性 って支援される郡市医師会の数の増加 ０→１

観察できなかった
観察できた → 指標：０→１

（１）事業の有効性
県内の在宅医療に関するデータを収集・分析し，郡市医師会及び医
療機関と情報共有を行うことで，地域ごとの在宅医療体制構築を支
援する体制が整い始めた。

（２）事業の効率性
構築されたシステムによって、地域ごとの実状や課題を確認するこ
とができようになった。

その他
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（２）脳卒中急性期遠隔診断支援システム整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の
整備に関する事業

事業名 【No.２】脳卒中急性期遠隔診断支援シス 【総事業費】
テム整備事業 2,880千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島大学病院 脳卒中センター等

事業の期間 平成２７年４月～平成２９年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 脳卒中症例などの超急性期症例においては、専門的な知見及び判
介護ニーズ 断が求められるが、医療過疎地域や、医療過疎地域以外でも夜中の

時間帯などにおいては、専門医による治療が受けられない場合はが
ある。

アウトカム指標：脳卒中遠隔診断支援件数増加 ２４０件（H28）
（次年度以降についてはネットワーク設備導入個所数のみをアウト
プット指標とする）

事業の内容 脳卒中の超急性期における遠隔診断支援システムとして実績を上
（当初計画） げているi-Stroke/K-Supportを拡張し，専門医がMRI/CT画像等を携

帯性，機動性の高い情報端末で参照することで，適切な診断及び治
療方針のコンサルテーションを行うシステムを整備する。
これにより，専門医が遠隔地から即時的に担当医へコンサルトす
ることで，専門医の効率的な診療活動，及び専門医偏在地域に対す
る診療支援を実現し，医師の負担軽減と県全体の医療レベル向上に
つなげる。

アウトプット指標 ○ネットワーク設備導入 １箇所
（当初の目標値） ○脳卒中遠隔診断支援件数増加 １２０件→２４０件（H28年度）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○徳島県立中央病院にネットワークシステム設備を導入する準備が

された。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：脳卒中遠隔診断支援件数増
性 加 ２４０件（H28）

観察できなかった
観察できた → 事業が終了していないため、終了後確認

（１）事業の有効性
医療過疎地域に対して，診療支援を実施し，専門領域以外の

疾患に関して専門医に即座にコンサルタントできることで担当
医の負担軽減と医療レベル向上の促進が図られる。

（２）事業の効率性
既に実績を上げているK-Supportを拡張することにより，効

率的な執行が図られる。

その他



- 11 -

（３）遠隔画像診断システム整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の
整備に関する事業

事業名 【No.３】遠隔画像診断システム整備事業 【総事業費】
66,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 NPO 法人 TDI ネット等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 読影医がいない施設においても、適切な診断を受ける必要がある
介護ニーズ が、放射線科医は不足しており、十分な診断が受けられない施設が

多々ある。

アウトカム指標：遠隔画像診断による放射線科医が不足する医療機
関に対する支援件数の増加 ５千件（今後、同様の事業を行う場合
は、ネットワーク設備導入数のみをアウトプットとする）

事業の内容 TDIネットは徳島大学及び関連病院の放射線専門医とネットワー
（当初計画） クの専門家が大学の許可を得て設立した非営利のNPO法人であり，

公的な性格を有している。また，徳島県下の病院や診療所を結ぶ画
像ネットワークの試みは，TDIネットが初めてで現在唯一の存在で
あり，不足している放射線科医師を補うために，同法人が行ってい
る遠隔画像診断システムの運営・整備に対して補助を行う。

アウトプット指標 ○ネットワーク設備導入 ３施設→９施設（H28年度）
（当初の目標値） ○遠隔画像診断件数増加 ２，３８２件→７，１４６件（H28

年度）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○医療機関に対してネットワーク設備の導入を行った。

（設備導入済医療機関数：11医療機関 H28.3時点）
○遠隔画像診断件数 ８，３９５件（H27年度）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：遠隔画像診断による放射線
性 科医が不足する医療機関に対する支援件数の増加 ５千件

観察できなかった
観察できた → 指標：支援件数の増加 ６，０１３件

２，３８２件→８，３９５件

（１）事業の有効性
放射線科の読影医がいない施設に対して遠隔画像診断サービ

スを提供できる。
（２）事業の効率性

読影診断の迅速化，勤務読影医の業務負担の軽減，子育て中
の医師に対する在宅での画像診断業務機会の提供が図られる。

その他
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（４）ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の
整備に関する事業

事業名 【No.04】 【総事業費】
ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業 4,000千円

事業の対象となる区域 西部

事業の実施主体 美馬市医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 在宅療養者に関する医療情報と介護情報の関係者間における共有化
介護ニーズ

アウトカム指標：システム運用対象地域の増加 ０地域→１地域

事業の内容 居宅サービス受給者の医療・介護の情報を市町、居宅介護支
（当初計画） 援事業所と医師会が共有するシステムの運用を行い、課題検

討を行う。利用者の医療・看護･介護・生活情報を一括管理
し共有化するシステムの利用者を増加し、利用者の状態に応
じた適切な医療介護の提供体制を充実させる。

アウトプット指標 ・システム運用に関する検討会開催 ２２回
（当初の目標値） ・システム利用登録件数 ５５件

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ・システム運用に関する検討会を，２３回開催した。

・システム利用登録件数は，１１２件だった。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：システム運用対象地域の増
性 加 ０地域→１地域

観察できなかった
観察できた → 指標：０地域→１地域

（１）事業の有効性
検討会の開催により，医療ニーズと介護ニーズをもつ高齢者等の在
宅療養患者に関する情報等を共有するシステムの課題を，地域全体
で共有する体制が構築され始めた。

（２）事業の効率性
ICTを活用したシステムの利用登録が増加することで，地域におけ
る課題の共有の迅速化が図られた。

その他
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（５）口腔ケア連携事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.5】 【総事業費】
口腔ケア連携事業 20,860千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 徳島県鳴門病院
徳島県歯科医師会

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医科歯科連携及び地域連携を促進し、口腔ケア・口腔管理をさら
介護ニーズ に充実させることで、合併症の予防及び全身状態の改善等を図る必

要がある。

アウトカム指標：病院から地域の歯科医師へ紹介した患者数 250名
平均在院日数 40.0日（平成31年度までに）

事業の内容 １．病院における入院患者の口腔ケア連携事業
（当初計画） 歯科標榜のない病院において入院患者に対する口腔ケアを実施す

るため、常勤の歯科衛生士を配置すると共に、地域の歯科医師と連
携しながら体制整備を図る。

２．周術期口腔管理連携事業
歯科標榜のない病院に歯科医師、歯科衛生士を派遣し、周術期口

腔管理を実施するとともに、入院者が地域での歯科受診や術前から
術後まで口腔管理を受けられるよう調整を行う。また、歯科医師、
歯科衛生士がノウハウを蓄積できる研修を実施し、人材を育成する。

アウトプット指標 ○周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等の実施 30回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ○歯科標榜のない病院での口腔ケア連携事業及び周術期口腔管理連

携事業を展開し、周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修等を実
施した（計46回）。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：病院から地域の歯科医師へ
性 紹介した患者数 250名

観察できなかった
観察できた → 指標：225名(H26)から256名(H27)に増加した。

（１）事業の有効性
歯科標榜のない病院において口腔ケアを実施するとともに研修

等を実施することにより、医科歯科連携や質の高い医療の提供に
ついて推進が図られた。

（２）事業の効率性
研修等の実施により、事業実施病院のみならず、地域の医療機

関や歯科診療所との連携が推進され、より効率的な医療提供体制
が整い始めた。

その他
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（６）阿南中央医療センター（仮称）整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
２．居宅等における医療の提供に関する事業
４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.６】 【総事業費】
阿南中央医療センター（仮称）整備事業 2,000,000千円

事業の対象となる区域 南部

事業の実施主体 徳島県厚生農業協同組合連合会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 徳島県南部圏域における中核病院として重要な役割を果たしてき
介護ニーズ た阿南医師会中央病院と阿南共栄病院は、医師の高齢化や慢性的な

医師不足により、現状のままでは、地域医療体制を維持していくこ
とが困難な状況となっている。

アウトカム指標：南部圏域における回復期病床数 ３００床
南部圏域における病床数（４病床機能合計） 約１９００床
（平成３７年度までに）

事業の内容 徳島県南部圏域の中核病院である阿南医師会中央病院（２２９床）
（当初計画） と阿南共栄病院（３４３床）を統合し，新たに「阿南中央医療センタ

ー（仮称）」として，街づくりと一体型の医療機関として整備するとと
もに地域医療機関との連携を促進し，地域完結型医療体制を実現する。
<病院概要>

名 称 阿南中央医療センター（仮称）
所在地 徳島県阿南市宝田町川原
病床数 約４００床
指定・認定（予定）
・地域医療支援病院・救急告示病院・災害拠点病院
・地域がん診療連携病院・臨床研修指定病院・開放型病院

アウトプット指標 ○阿南中央医療センター（仮称）実施設計
（当初の目標値） ○阿南中央医療センター（仮称）工事着手

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○阿南中央医療センター（仮称）実施設計 着手

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：南部圏域における回復期病
性 床数 ３００床（事業は平成２９年３月終了予定）

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
阿南医療センターを整備することにより、病床数の適正化と

ともに、地域医療機関との連携の促進による地域完結型医療体
制等の実現についても図られる。

（２）事業の効率性
地域の中核病院である阿南中央病院と阿南共栄病院の医療資

源を集約化することにより、質の高い医療提供体制の効率的な
構築を図る。

その他
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（７）徳島赤十字病院日帰り手術センター（仮称）等整備支援事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.７】 【総事業費】
徳島赤十字病院日帰り手術センター（仮称） 228,528千円
等整備支援事業

事業の対象となる区域 南部

事業の実施主体 徳島赤十字病院

事業の期間 平成２７年１１月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 徳島赤十字病院においては、平均在院日数が８日台と極めて効率
介護ニーズ 的な診療を行っているにもかかわらず、病床利用率が１カ月平均で

９０％となり、救急患者や紹介患者の受入れに支障が出ることがあ
る。

アウトカム指標：徳島赤十字病院における救急患者及び紹介患者の
受入れ増 ３５０人／年
南部圏域における病床数（４病床機能合計） 約１９００床
（平成３７年度までに）

事業の内容 日帰り手術センターを整備することで短期入院症例の外来化を図
（当初計画） り、確保した空床をもって地域の医療機関からの紹介患者や救急患

者の受入れを図る。
併せて、医師や看護師等の医療従事者が使用するスキルスラボ等

の研修室や講義室を整備し、同病院以外の医療従事者にも開放する。

アウトプット指標 ○日帰り手術センターの整備
（当初の目標値） ○スキルスラボ等の教育研修施設を拡充

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○日帰り手術センター等を備える増築棟の建設工事に着手した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：徳島赤十字病院における救
性 急患者及び紹介患者の受入れ増 ３５０人／年（平成２９年３月事

業終了予定）

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
日帰り手術センター及びスキルスラボ等の整備を支援するこ

とにより、病床の機能分化・連携の推進、医療従事者の養成・
確保が図られると考えている。

（２）事業の効率性
一般競争入札により日帰り手術センターとスキルスラボ等の

整備を効率的に行った。
また、院外の医療従事者にスキルスラボ等の研修室や講義室

を開放し、地域全体での臨床研修制度の充実化を図る。

その他
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（８）病床機能分化・連携促進基盤整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

事業名 【No.８】 【総事業費】
病床機能分化・連携促進基盤整備事業 1,365,005千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 各医療機関等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 病床機能報告による２０１４年現在の病床機能ごと病床数と２０
介護ニーズ ２５年時点の推計必要病床を比較すると、回復期病床の不足、急性

期病床の過剰等かい離がみられる。

アウトカム指標：徳島県における回復期病床数 １７５０床
徳島県における回復期病床数 ３００３床
（平成３７年度までに）

事業の内容 早期在宅復帰に向けた「地域包括ケア病棟」や在宅療養の支援に
（当初計画） 向けた「緩和ケア病棟」など，地域での整備が必要である病床機能

への転換を進めるため，必要な新設，改築等の施設等の整備を支援
する。

アウトプット指標 ○回復期・慢性期等を担う病床の整備 ５０床増（平成３０年度）
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○緩和ケア病床の整備 ５床

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：徳島県における回復期病床
性 数 １７５０床 （事業は平成２９年３月終了予定）

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
早期在宅復帰に向けた「地域包括ケア病棟」や在宅療養の支

援に向けた「緩和ケア病棟」など、地域での整備が必要である
病床機能への転換を進める。

（２）事業の効率性
緩和ケア病棟の施設及び設備の整備に必要な経費を支援する

ことで、緩和ケア病棟への転換を効率的に行った。

その他
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（事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業）

（１）在宅医療機器等整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.09】 【総事業費】
在宅医療機器等整備事業 57,160千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 医療機関、郡市医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在宅医療に取り組むためには、機器の整備が必要。
介護ニーズ

アウトカム指標：在宅医療機器の整備数 ０箇所→５０箇所

事業の内容 在宅医療の質の向上を図るために医療機関等が行う機器整備等に
（当初計画） 対して補助を行う。

（１）在宅医療で利用する医療機器等
（２）在宅医療を行うために必要と考えられる機器等
（３）在宅医療を支えるために必要と考えられる機器等

アウトプット指標 ○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数
（当初の目標値） ５機関

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ・在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数

は，１０機関となった。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅医療機器の整備数
性 ０箇所→５０箇所

観察できなかった
観察できた → 指標：０箇所→６９箇所

（１）事業の有効性
事業対象３地域において，在宅医療機器を整備することで，在宅医
療の質の向上が促進した。

（２）事業の効率性
必要になると予想される在宅医療機器を予め整備しておくことで，
診療をスムーズに続けられる体制が整い始めた。

その他
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（２）在宅医療・介護コーディネート事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.10】 【総事業費】
在宅医療・介護コーディネート事業 2,122千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 要介護状態（見込み）の入院患者が退院する際に、切れ目無く介護
介護ニーズ 支援専門員（地域包括支援センター）へ引き継ぐ必要がある。

アウトカム指標：退院支援ルールの運用開始市町村の増加
０市町村→１３市町村

事業の内容 １．地域包括ケアシステムの構築及び在宅医療・介護サービ
（当初計画） スの充実に向けて、市町村のサポートや市町村圏域を越え

た課題の解決等に対して、保健所が中心となり対応する。
(1) 2次（1.5次）医療圏単位での、在宅療養患者の入退院時の
円滑な情報共有に向けた「退院支援ルール」の運用・普及等

(2) 介護保険の地域支援事業での在宅医療・介護の連携事業実
施に向けた市町村へ支援等（行政と郡市医師会の連携支援
等）

２．在宅医療に対する不安の一つである「終末期医療」や「看
取り」に対する理解を深めるとともに、患者の意志を尊重
した終末期医療の提供体制を構築するため「終末期の医療」
や「終末期の医療に関する意思表示」等に関する講演会や
研修会等を開催する。

アウトプット指標 退院支援ルールの策定（県内保健所管内）
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・県内保健所管内で運用する退院支援ルールの策定を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：退院支援ルールの運用開始
性 市町村の増加 ０市町村→１３市町村

観察できなかった
観察できた → 指標：０市町村→１３市町村

（１）事業の有効性
県内保健所館内で退院支援ルールが運用されることにより、
在宅復帰する患者の退院調整漏れを未然に防ぐことができ、
在宅医療と介護の切れ目のない連携体制の構築につながる。
（２）事業の効率性
県内保健所館内で退院支援ルールが運用されることにより、
在宅復帰する患者の退院調整漏れを未然に防ぐことができ、
退院患者に必要な医療・介護ケアを提供できる体制が構築さ
れはじめた。

その他
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（３）退院調整担当者配置等支援事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.11】 退院調整担当者配置等支援事業 【総事業費】
104,000千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 県医師会・郡市医師会・医療機関等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 入院患者が在宅復帰（退院）する際の退院計画を策定する退院調整
介護ニーズ 担当者を配置する必要がある。

アウトカム指標：退院調整担当者の新規配置地域（市町村）の増加
０箇所→３箇所

事業の内容 退院後短時間の再入院や要介護度の悪化に悪化を防ぐためには、
（当初計画） 適切な退院調整を行い、退院後の医療・介護サービス提供体制を整

える必要がある。よって、医療機関の退院調整担当者配置を支援す
る。
また、退院調整担当者の相談窓口の設置等、退院調整担当者のサ

ポートを行う。
加えて、地域包括ケア病棟や在宅療養後方支援病院等、在宅復帰

を目指す医療機関が行うリハビリ専門職等の配置に係る経費の一部
を補助する。

アウトプット指標 ○新規退院調整担当者を配置する医療機関数 ４機関
（当初の目標値） ○退院調整担当者のための相談窓口の設置等

○リハビリ専門職の配置人数 10人

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○新規退院調整担当者を配置する医療機関数 １０機関

○退院調整担当者のための研修と、研修時の相談窓口の設置を行っ
た。
○リハビリ専門職を，45名配置した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：退院支援担当者の新規配置
性 地域（市町村）の増加 ０箇所→３箇所

観察できなかった
観察できた 指標：０箇所→４箇所

（１）事業の有効性
退院調整担当者のための研修を行うこと，退院調整担当者を配置す
ること及びリハビリ専門職を配置することで，退院後において医療
・介護のケアが必要な患者へのサポートを提供する在宅医療の体制
が構築され始めた。
（２）事業の効率性
退院調整担当者やリハビリ専門職を配置することで，入院医療機関
から在宅復帰（退院）を切れ目無く行うことが出来る体制が整い始
めた。

その他
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（４）在宅医療介護連携サポート事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.12】在宅医療介護連携サポート事業 【総事業費】
8,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 郡市医師会・医療機関等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 在宅療養者の容態急変時の受け入れ可能医療機関と在宅医療提供
介護ニーズ 医療機関との連携が必要

アウトカム指標：「後方支援病院ネットワーク」構築済み地域（市
町）の増加 ０箇所→２箇所

事業の内容 訪問診療を受けている在宅患者が入院治療を必要とした際に、適
（当初計画） 切な入院可能医療機関を探し、紹介する仕組みである「後方支援ネ

ットワーク」の構築を支援する。

アウトプット指標 ・在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口の開設
（当初の目標値） １ヶ所

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ・在宅医療機関の「後方支援病院ネットワーク」窓口を３ヶ所

開設

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：「後方支援病院ネットワー
性 ク」構築済み地域（市町）数 ０箇所→２箇所

観察できなかった
観察できた → 指標： ０箇所→２箇所

（１）事業の有効性
・在宅医療を提供する医療機関を増加を目指し，在宅療養者が入院
治療が必要となった際、受け入れてくれる医療機関のネットワーク
を予め構築しておく体制が構築された。
（２）事業の効率性
在宅療養者が入院治療が必要となった際の受け入れてくれる医療機
関のネットワークを予め構築しておくことで，迅速に受け入れ可能
な医療機関とコンタクトが取れる。

その他
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（５）在宅医療診療情報共有推進モデル事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.13】 【総事業費】
在宅医療診療情報共有推進モデル事業 6,174千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 医療機関等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医療資源が限られている中、在宅医療に係る医療情報を効率的に共
介護ニーズ 有し、活用することが求められている。

アウトカム指標：医療情報の共有システムを導入する地域の増加
０箇所→１箇所

事業の内容 医療情報の共有を行うためのシステム導入に向けて、多職種及び
（当初計画） 医療機関等で検討会を開催する。

アウトプット指標 入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所、訪問看護ステーショ
（当初の目標値） ン等の情報共有検討会の開催 ３回

入院医療機関同士の情報共有検討会の開催 １回

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護

ステーション等の情報共有検討会を，６回開催
・入院医療機関同士の情報共有検討会を，４回開催

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医療情報の共有システムを
性 導入する地域 ０箇所→１箇所

観察できなかった
観察できた 指標： ０箇所→１箇所

（１）事業の有効性
入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステーショ
ン等の情報共有検討会等を開催することで、地域における患者情報
共有の方法や重要性を認識することができ、情報共有体制が構築さ
れはじめた。

（２）事業の効率性
入院医療機関及び在宅療養支援病院・診療所，訪問看護ステーショ
ン等の情報共有検討会等を開催することで、入院医療機関と在宅療
養関係機関との情報共有を切れ目無く行うことが出来る体制が整い
つつある。

その他
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（６）在宅推進医師確保等支援センター設置事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業
４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.14】 【総事業費】
在宅推進医師確保等支援センター設置事業 76,528千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 「地域包括ケアシステム」を構築するためには、在宅医療の推進
介護ニーズ や医師の確保等を行う必要がある。

アウトカム指標：往診及び訪問看護により24時間対応できる体制確
保可能な施設の増加 ６施設

事業の内容 在宅医療推進や医師の確保等を行うためのセンターを設置する。
（当初計画） このセンターは，

(1) 在宅医療を行う医師のための相談窓口，情報提供機能
(2) 医療介護シミﾕレーション機器，医療介護支援機器実践ラボ
(3) 女性医師等のための相談窓口
(4) へき地等医療機関への医師情報提供機能
等の拠点機能を持ち，

(1) 在宅医療の研修
(2) 女性医師等のための復職研修
等の多職種の連携も含めた研修事業を行う。

アウトプット指標 ○在宅推進医師確保等支援センター完成
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○在宅推進医師確保等支援センターが完成した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅療養支援診療所
性 150医療機関以上

観察できなかった
観察できた → 指標：在宅療養支援診療所 153医療機関

（１）事業の有効性
本事業の実施により，在宅医療推進や医師の確保等を行うた

めのセンターが完成し，在宅医療を行う医師のための相談窓口
や情報提供機能，女性医師のための相談窓口，へき地等医療機
関への医師情報提供機能などの拠点機能を持つことができた。

（２）事業の効率性
在宅医療を行う医師のための相談窓口や情報提供機能，女性

医師のための相談窓口，へき地等医療機関への医師情報提供機
能などの拠点機能を持つことにより，事業を総合的，効率的に
行うことができると考えている。

その他
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（７）在宅リハビリテーション体制構築事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.15】 【総事業費】
在宅リハビリテーション体制構築事業 1,000千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 徳島大学等

事業の期間 平成２７年８月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在宅復帰を目指す入院患者への効率的なリハビリテーション評価
介護ニーズ 方法の共有化

アウトカム指標：リハビリテーション評価方法の共有職種の増加

事業の内容 前年度に行った調査結果を基に，関連職種に対する系統だった再
（当初計画） 教育研修プログラムを策定し、第１回講習会を開催する。また、前

年度に調査した倉敷地区での情報共有方法を参考に、現場で使用し
やすいITを用いた情報共有ツールの開発を開始する。

アウトプット指標 在宅リハビリテーションの関連職種の人材育成の推進及び現場で
（当初の目標値） の多職種情報共有ツールの開発

アウトプット指標 平成27年度においては、先行する倉敷などの他の地域の状況の継続的な
（達成値） 調査を実施した。その結果、牽引者が異動したのちは、使用状況が激減し

ていることが分かった。この大きな理由は、記載項目が多岐に渡るととも
に書式も複雑であり、煩雑な日常業務の中での記入は容易ではないためと
考えられた。この問題を解決するため、在宅診療において基本的な医療・
診察情報をスマートフォンを用いて共有することのできるアプリケーショ
ンを開発している企業と連携した IT の活用の検討を行った。しかし、リ
ハビリテーション分野での標準的な評価項目が確立しないこの時期でのア
プリケーションの開発は時期尚早であること、また当該企業が当面は現存
の基本的なアプリケーションの販路拡大を目指したことから、共同開発は
中止となった。しかし、リハビリテーション分野は今後の拡大が見込まれ、
その標準的な評価方法は ICFの活用が今後の方向性であることと考えられ
る。したがって、高齢者のコアセットを用いた評価項目を検討の上、再度、IT
化を試みることとした。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：リハビリテーション評価方
性 法の共有職種（事業終了後、確認予定）

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
平成26年度に施行した意識調査からは医療も含めた多職種の相互

理解と情報共有は不可欠である。IT の活用は一つの解決策である
が、多様な病態に対応する在宅リハでの情報共有に必要な共通項目
は経験則的にはあるが、系統だって検討されていない。この検討の
基盤に近年厚労省が推進している ICF を活用することは、今回の
検討結果の汎用性を高めることが期待される。
（２）事業の効率性
一度、評価項目を確立し、IT化が可能となれば遠隔地医療に似た

発展が期待できる。

その他
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（８）在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.16】 【総事業費】
在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業 66,500千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在宅医療に携わる医師の研修参加を促すことで、全人的な医療を提
介護ニーズ 供できる医師の増加

アウトカム指標：在宅医療に携わる医師ののべ参加人数 ３，５０
０人

事業の内容 在宅医療において、日常遭遇する疾患や障害に対して適切
（当初計画） な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供できるよ

う、専門領域に関わらず、かかりつけ医としての幅広い知識
向上のための研修を行う。
また、在宅医療に携わる従事者の支援として、在宅チーム

医療の現場でのリーダー（医師）の育成を目的とした「在宅
医療・介護連携研修会」を開催する。

アウトプット指標 研修会の開催件数 ５０回
（当初の目標値） 研修の参加者数 のべ ４,０００人

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・研修会を、７２回開催した。

・研修会には、のべ４，０９３人参加した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅医療に携わる医師のの
性 べ参加人数 ３，５００人

観察できなかった
観察できた → 指標：３，８１５人

（１）事業の有効性
在宅医療に必要な疾病予防、介護、看取り等の課題について、多職
種と連携し適切な対応が可能な医師の養成体制が整い始めた。

（２）事業の効率性
多職種と接触できる機会を多数設けることで，調整能力が醸成され
ることとなり、在宅療養患者へのチーム医療を提供体制が構築され
始めた。

その他
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（９）在宅医療人材育成のための研修事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.17】 【総事業費】
在宅医療人材育成のための研修事業 2,190千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県慢性期医療協会等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 効率的かつ的確な在宅医療を提供するために、在宅療養者に対する
介護ニーズ 一定の共通した見解をもつことが必要。

アウトカム指標：動画情報を用いたケースカンファレンスを実施す
る医療機関数の増加 ０箇所→１箇所

事業の内容 患者のADL等の生活機能に関する情報を共有するために、動画情
（当初計画） 報を用いたケースカンファレンスを多職種間で行う。

また新たな知識や技術の習得を目指し、事例発表等を行う。

アウトプット指標 動画情報を用いたケースカンファレンス実施 5回
（当初の目標値） 事例発表等開催 1回

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・動画情報を用いたケースカンファレンスを、１６回実施した。

・事例発表を、１回開催した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：動画情報を用いたケースカ
性 ンファレンスを実施する医療機関数 ０箇所→１箇所

観察できなかった
観察できた → 指標： ０箇所→１箇所

（１）事業の有効性
・数値情報のみならず動画情報によって、多職種連携の際に 患者
の状態をより正確に把握する体制が構築され始めた。

（２）事業の効率性
・動画情報を用いることで、患者の状態をより迅速かつ統一的に把
握する体制が構築され始めた。

その他
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（１０）地域包括型栄養管理ネットワーク構築推進事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.18】 【総事業費】
地域包括型栄養管理ネットワーク構築推進事業 2,600千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 徳島大学病院栄養部等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 超高齢社会に迎え撃つ対策として，低栄養患者への早期介入と療
介護ニーズ 養者の疾患・病状・栄養状態に適した継続性のある栄養管理・栄養

療法が実践できる病院から在宅まで一貫した栄養管理ネットワーク
の構築が必要。

アウトカム指標：
地域一体型栄養管理ネットワーク育成者数 ５０名以上

事業の内容 徳島県全体を対象とした地域一体型の栄養管理ネットワーク構築
（当初計画） を目的とし，徳島大学病院を中心として栄養管理・栄養療法を主導

しうる人材養成等を実施する。

アウトプット指標 ○多職種連携等を推進するための研修会またはセミナーの開催回数
（当初の目標値） （平成27年度末：2回）

アウトプット指標 平成27年度においては次のとおり実施
（達成値） ○多職種連携の推進及び資質向上を図るための検討会の開催 ２回

○地域全体の医療者の栄養管理に対するスキルアップ研修会 １回

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標
性 観察できなかった

観察できた → 指標： 育成者数 １１５名

（１）事業の有効性
主に病院で勤務する管理栄養士を対象に，地域包括型栄養管

理ネットワーク構築の先進事例と栄養管理の根本となる栄養評
価法の重要性についての研修会を実施することにより，地域の
栄養管理体制の推進が図られた。

（２）事業の効率性
スタッフのレベルアップを図ることにより，院内はもとより

在宅療養者が在宅での生活を安全かつ快適に継続できるための
地域全体の栄養支援体制の充実に繋がる。

その他
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（１１）訪問看護体制支援事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.19】 【総事業費】
訪問看護体制支援事業 30,863千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県看護協会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在院日数の短縮化や，医療ニーズの高い在宅療養者に対する適切
介護ニーズ な看護サービスの提供が求められる中，在宅医療は慢性期及び回復

期間者の受け皿として，さらに看取りを含む医療提供体制の基盤の
一つとして期待されている。

アウトカム指標：訪問看護に関する研修等の開催 20回以上
平均在院日数 (統一項目)日（※平成31年度までに）

事業の内容 県民が住み慣れた地域の中で療養生活が送ることができるよう
（当初計画） に，「訪問看護支援センター」を中心に，医療機関等と連携し，

訪問看護に関する相談・教育研修等を行うことにより24時間･365
日訪問看護が提供できる体制を構築すること等を支援する。

アウトプット指標 ○訪問看護支援センター運営委員会の開催 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○訪問看護支援センター運営委員会を２回開催した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：訪問看護に関する研修等の
性 開催 20回以上

観察できなかった
観察できた → 指標：平成27年度研修会等の開催 22回

（１）事業の有効性
訪問看護支援センターを中心に，医療機関等と連携し，訪問

看護に関する相談・教育研修等を行う事により，24時間365日
訪問看護が提供できる体制整備が図られた。

（２）事業の効率性
運営委員会の開催により，訪問看護支援センターの運営や関

係機関との連携を円滑にし，効率的な事業展開を図った。

その他
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（１２）在宅歯科医療連携室運営事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.20】 【総事業費】
在宅歯科医療連携室運営事業 9,800千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 多職種と連携し、在宅療養者へ訪問歯科診療を行う体制の構築
介護ニーズ

アウトカム指標：訪問歯科診療実施者と多職種との連携会議の開催
０回→１回

事業の内容 県内の在宅歯科医療連携室において、訪問歯科診療に係る相談窓
（当初計画） 口、歯科診療所紹介、広報、訪問歯科医療機器の貸出、関係職種と

歯科診療所の連携調整等、在宅歯科診療を推進する。
また、今後予想される高齢者や要介護者を中心とした訪問歯科治

療の増加に、迅速かつ適切に対応できるよう、県内全域に歯科医療
機材（歯科レントゲン、バキューム・超音波スケーラー、在宅訪問
歯科診療専用ポータブル器材ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等）の貸出を行う。
さらには、在宅歯科医療や医科歯科連携を促進していく上で、歯

科医師に一次救命措置に対する知識と技術の習得が求められている
ことから、一時救命措置資格者を養成する。

アウトプット指標 在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 5,400部（県全域）
（当初の目標値） 訪問歯科診療依頼件数 55件 （県全域）

県下における歯科診療機器の貸出による診療件数 2,400件
一次救命資格者数 5名

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 7,255部（県全域）

・訪問歯科診療依頼件数 64件 （県全域）
・県下における歯科診療機器の貸出による診療件数 2,724件
・一時救命資格者数 28名

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：訪問歯科診療実施者と多職
性 種との連携会議の開催 ０回→１回

観察できなかった
観察できた → 指標：０回→１回

（１）事業の有効性
東部・西部・南部全ての地域から在宅歯科診療を提供する体制が整
い始めた。
（２）事業の効率性
在宅歯科医療に係る情報共有が行われ，切れ目のないサービス提供
が可能になった

その他
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（１３）在宅医療課題解決支援事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【No.21】在宅医療課題解決支援事業 【総事業費】
4,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 市町村・県郡市医師会・医療機関等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在宅医療に係る様々な課題に対する解決策の共有
介護ニーズ

アウトカム指標：課題の解決方法の実施件数の増加 ０件→１件

事業の内容 在宅医療に関わる様々な職種に共通している課題の抽出を行い、
（当初計画） 各関係機関等に普及・啓発を行うことで、課題及び解決策の共有を

図る。

アウトプット指標 在宅医療の関係者が関わる課題の抽出を行い、解決策の検討・共有
（当初の目標値） を行う。

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） 解決すべき課題として、在宅医療に参入する医師が増えないこ

とが挙げられた。そこで、経験豊富な医師に同行し、実際に在宅医
療を経験してもらう取り組みを行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：アウトカム指標：課題の解
性 決方法の実施件数 ０件→１件

観察できなかった
観察できた → 指標： ０件→１件

（１）事業の有効性
訪問診療等を未経験の医師が、経験豊富な医師と同行し実際に患者
宅での診療行為等を行うことで、在宅医療への参入の機会をつくる
ことができた。

（２）事業の効率性
在宅医療への参入の機会をつくることで、在宅医療提供体制が整い
はじめた。

その他
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（事業区分３：介護施設等の整備に関する事業）

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業

事業名 介護施設等整備事業 【総事業費】
5,326千円

事業の対象となる区域 東部・南部

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、将来的な施設サービス需
介護ニーズ 要量を踏まえた施設整備を図るとともに、在宅医療、在宅介護の前

提となる高齢者の多様な受け皿の確保を図っていく

アウトカム指標：地域密着型サ－ビス施設等の総定員数 ２７０床

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。
（当初計画） 整備予定施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム ２６１床（９ヵ所）
・認知症高齢者グループホーム ９床（１ヵ所）
・小規模多機能型居宅介護事業所 １ヵ所
・施設内保育施設 １ヵ所

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対しての支援を行
う。

アウトプット指標 ○・地域密着型特別養護老人ホーム ２６１床（９ヵ所）
（当初の目標値） ・認知症高齢者グループホーム ９床（１ヵ所）

・小規模多機能型居宅介護事業所 １ヵ所
・施設内保育施設 １ヵ所

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○ 小規模多機能型居宅介護事業所：1ヵ所増加

○ 施設内保育施設（開設準備費）：1ヵ所増加

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：地域密着型サ－ビス施設等
性 の総定員数 ２７０床

観察できなかった
観察できた → 建設工期等から年度内に事業が終了して

いないため、終了後確認

（１）事業の有効性
地域密着型サ－ビス施設等の整備により、地域包括ケアシス

テムの構築へ向けた体制づくりが促進された。

（２）事業の効率性
各市町村から調達方法や手続を紹介することで一定の共通認

識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が図られた。

その他
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（事業区分４：医療従事者の確保に関する事業）

（１）地域医療支援センター運営事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.22】 【総事業費】
地域医療支援センター運営事業 40,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 徳島県内３圏域における１０万人当たり医師数に大きな違いが見
介護ニーズ られ，医師の地域偏在が顕著である。

アウトカム指標：地域枠学生の徳島県内における医師臨床研修マッ
チング数 １０人
へき地医療拠点病院等への医師配置数 ２人

事業の内容 地域医療対策を担う医師の「キャリア形成」や「医師の配置調整」
（当初計画） など医師確保対策を総合的に行うため，徳島大学に「徳島県地域医

療支援センター運営事業」を委託するとともに，県内中核病院や徳
島大学，県医師会等とも連携し本県における地域医療の安定的な確
保を図る。

アウトプット指標 ○医師の配置調整実績 Ｈ２７年度末：２０人
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○医師の配置調整実績 ２７人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：地域枠学生の徳島県内にお
性 ける医師臨床研修マッチング数 １０人

観察できなかった
観察できた → 指標：１３人マッチングした。

（１）事業の有効性
地域医療を担う医師の「キャリア形成」支援や「医師の配置

調整」などの取組を，徳島県内の医療機関が連携，協力して実
施することを通じ，地域医療を担う医師の育成・確保が図られ，
地域医療の安定的な確保に寄与した。

（２）事業の効率性
地域医療を担う医師の「キャリア形成」や「医師の配置調整」

などに，地域枠学生をモデルケースとして総合的に取り組むこ
とにより，効率的な医師確保対策が図られた。

その他



- 32 -

（２）産科医等確保支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.23】 【総事業費】
産科医等確保支援事業 60,230千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 １７医療機関

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 分娩を取り扱う産科医・産婦人科医の確保を図るため、これらの
介護ニーズ 医師の処遇改善に取り組む医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：産科医等の確保できている二次医療圏の数３箇所

事業の内容 地域でお産を支えている産科医，助産師の処遇を改善し，その確
（当初計画） 保を図るため，分娩手当（分娩１件あたり10,000円）を支給する県

内の医療機関に対して補助を行う。

アウトプット指標 ○分娩取扱医療機関：１７医療機関
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○分娩取扱医療機関：１６医療機関に補助を実施

（１医療機関については平成２８年度に補助予定）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：産科医等の確保できている
性 二次医療圏の数 ３箇所

観察できなかった
観察できた → 指標：産科医等の確保できている二次

医療圏の数 ３箇所

（１）事業の有効性
地域でお産を支えている産科医，助産師の処遇が改善された。

（２）事業の効率性
地域でお産を支えている産科医の確保が図られた。

その他
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（３）新生児医療担当医確保支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.24】新生児医療担当医確保支援事業 【総事業費】
1,500千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する医師の確保を図るため、その
介護ニーズ 処遇改善に取り組む医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：ＮＩＣＵの病床数 ９床

事業の内容 過酷な勤務状況にある新生児医療担当医（新生児科医）の処遇を
（当初計画） 改善し，その確保を図るため，出産後にNICUに入室する新生児を担

当する医師に対し手当（新生児１人入室する毎に10,000円）を支給
する県内の医療機関に対して補助を行う。

アウトプット指標 ○新生児医療担当手当支給回数：５０回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○新生児医療担当手当支給回数：９８回

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：ＮＩＣＵの病床数 ９床
性

観察できなかった
観察できた → 指標：ＮＩＣＵの病床数 ９床

（１）事業の有効性
過酷な勤務状況にある新生児医療担当医（新生児科医）の処遇

が改善された。

（２）事業の効率性
過酷な勤務状況にある新生児医療担当医（新生児科医）の確保

が図られた。

その他
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（４）女性医師等就労支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.25】女性医師等就労支援事業 【総事業費】
4,992千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 女性医師は貴重な医療資源であるが、出産、育児等により、医療
介護ニーズ に従事し続けることが難しくなっている。

アウトカム指標：医療機関と女性医師のマッチング件数 １件（次
年度以降は相談件数のみをアウトプットとする）

県内で従事する女性医師数 ５３０人以上
（※平成３１年度までに）

事業の内容 相談員(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)を配置し，復職研修申込及び研修受入医療機
（当初計画） 関との調整を行う。また，女性医師支援BOOKの発行や女性医師をサ

ポートするための会の開催など再就業医療機関の病院情報収集及び
復職希望女性医師への病院情報の提供を行う。

アウトプット指標 ○勤務先の紹介依頼 ５件
（当初の目標値） ○女性医師数の向上 ４９９人→５１９人（H28年度）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○勤務先の照会依頼の相談が２件あり，うち１件で勤務先が決まっ

た。
○復職を希望する女性医師への病院情報の提供を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医療機関と女性医師のマッ
性 チング件数 １件

観察できなかった
観察できた → １件

（１）事業の有効性
女性医師の再就業を支援する場を提供することができる。

（２）事業の効率性
再就業を希望する女性医師への再就業医療機関情報等の提供

や復職研修を実施することで，ライフステージに応じた就労を
支援するとともに，徳島県の医療提供体制の確保を図ることが
できる。

その他
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（５）新人看護職員研修事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.26】 【総事業費】
新人看護職員研修事業 16,472千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県（徳島県看護協会に委託）・各実施病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 看護の質の向上，医療安全の確保，早期離職防止の観点から，新
介護ニーズ 人看護職員研修は不可欠であり，研修を通して臨床実践能力を図る。

アウトカム指標：新人研修補助を受けた病院における新人職員の離
職 離職率10％未満

事業の内容 新人看護職員に対して研修等を実施する病院及び受け入れ研修を
（当初計画） 実施する病院等への補助を行うとともに，研修責任者研修等を行

う。

アウトプット指標 ○研修回数 ４回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○新人看護職員等に対して研修を実施する病院への補助を行った。

（１６箇所）
○多施設合同研修，研修責任者研修等を実施した。（２９回）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：新人研修補助を受けた病院
性 における新人職員の離職

離職率10％未満
観察できなかった
観察できた → H26年度の新人職員離職率は6.97％、

H27年度は6.07％。

（１）事業の有効性
新人看護職員の看護の質の向上及び，早期離職防止のための

体制が整い始めた。また合同研修を通して情報共有や他施設の
研修体制の整備状況，問題解決などの情報交換が図られた。

（２）事業の効率性
委託先である看護協会の所管施設を多く活用することで，効

率的により多くの研修を行うことが出来た。

その他
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（６）看護師等養成所運営等事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.27】 【総事業費】
看護師等養成所運営等事業 19,771千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 三好市医師会准看護学院・南海病院付属准看護学院

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医療の高度化、保健・衛生・福祉の充実などにより平均寿命が延
介護ニーズ 伸した一方で、出生数は減少し、少子高齢化が進展すると共に、団

塊の世代が75歳以上となる2025年には、世界に例のない超高齢多死
社会を迎え、その後も高齢化が進展すると推計されおり、これらの
状況を見据えた、看護職員の養成確保対策のさらなる推進が必要で
ある。

アウトカム指標：徳島県内看護師等養成所（民間）における看護職
養成 20人
県内の看護職員数 13,312人（※平成30年度まで
に）

事業の内容 看護師等養成所の運営に必要な経費を補助する事により，看護
（当初計画） 職員の養成確保を図る。

アウトプット指標 ○民間養成所 ２箇所
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○民間養成所について，看護師等養成所運営に必要な経費を補助し

た。（２箇所）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：徳島県内看護師等養成所
性 （民間）における看護職養成 20人

観察できなかった
観察できた → 指標：徳島県内看護師等養成所（民間）に
おける看護職養成28人

（１）事業の有効性
看護師等養成所運営に必要な経費を補助することにより，看

護職員の養成確保が図られている。

（２）事業の効率性
へき地加算により，へき地における看護職員確保が効率的に

実施できた。

その他
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（７）看護職員確保対策事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.28】 【総事業費】
看護職員確保対策事業 2,672千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医療の高度化・専門化，住民の医療ニーズの高まり等により，資
介護ニーズ 質の高い看護職員の養成が必要である。さらに，第七次徳島県看護

職員需給見通しにて看護職員の不足がみられるなど，看護職員の質
と量の確保対策は喫緊の課題である。

アウトカム指標：高等学校での進路説明会参加者 30名
県内の看護職員数 13,312人（※平成30年度まで
に）

事業の内容 看護関係の各種説明会等の開催により看護のイメージアップを
（当初計画） 図るとともに，看護学生の県内定着を推進する。

アウトプット指標 ○説明会開催回数 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○「看護職になるための説明会」を開催した（１回）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：高等学校での進路説明会参
性 加者 30名

観察できなかった
観察できた → 指標：H27年度参加者 35名

（１）事業の有効性
「看護職になるための説明会」のほか，看護の出前授業や高

校生を対象としたふれあい看護体験，施設見学会等を実施し，
看護に関心と理解を深めることができたと考える。

（２）事業の効率性
県内各地域の施設において事業を開催したことにより看護職

不足の地域に対しても効率的に展開した。

その他
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（８）病院内保育所運営事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.29】 【総事業費】
病院内保育所運営事業 16,701千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 病院等（公立・公的除く。）

事業の期間 平成２７年４月～平成２９年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 看護職員の勤務環境を改善することにより，看護職員の離職防止
介護ニーズ や潜在看護職員の再就業の促進を図ることで，医療体制を整える。

アウトカム指標：補助対象病院における保育乳幼児数（年間平均）
の増加 3.0人
常勤看護職員離職率 10％以内 (※平成31年度
まで)

事業の内容 病院内保育所を運営する病院等の設置状況を調査するとともに、
（当初計画） 運営に必要な経費を補助する。

アウトプット指標 ○設置状況調査の実施 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○病院内保育所の設置状況調査(平成27年6月1日現在)を実施した。

院内保育所は県内に32箇所あり，うち11施設が24時間保育を行っ
ていた。

○病院内保育所を運営する病院に対して，運営に必要な経費を補助
した。（実施病院数 １病院）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：補助対象病院における保育
性 乳幼児数（年間平均）の増加 3.0人

観察できなかった
観察できた → 指標：補助対象病院における保育乳幼
児数(年間平均)が13.8人(H26)から17.0人(H27)に増加した。

（１）事業の有効性
設置状況調査により，徳島県内の各病院・施設における保育

児童数等の把握を行うことが出来た。また病院内保育所を運営
する病院に対して，運営に必要な経費を補助することにより，
看護職員の離職防止と潜在看護職員の再就業を促進した。

（２）事業の効率性
病院の負担能力に応じた補助額の配分により，効率的に補助

を実施した。

その他
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（９）小児救急医療体制整備事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.30】小児救急医療体制整備事業 【総事業費】
15,184千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 ２医療機関

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 安心して子育てができる社会の実現のため、小児救急医療の提供体
介護ニーズ 制を整備する必要がある。

アウトカム指標：小児救急医療提供体制の確保（受入件数 １万件
以上）（H28以降はアウトプットを医療機関数とする予定）

事業の内容 小児救急拠点病院及び小児救急輪番病院の運営補助により小児救
（当初計画） 急医療提供体制の確保を図る。

アウトプット指標 ○小児救急患者受入件数 １０，０００件
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○小児救急患者の受入件数 １９，３１６件

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：小児救急医療提供体制の確
性 保（受入件数 １万件以上）

観察できなかった
観察できた → 指標：小児救急患者の受入件数

１９，３１６件

（１）事業の有効性
小児救急医療体制整備事業を行ったことで，県全体の受け入れ件数
が１０，０００件を越え、小児救急医療体制の確保が図られたと考
える。

（２）事業の効率性
地域ごとの体制整備を図ったことにより，県下全域で効率的な体制
確保が図られた。

その他
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（１０）ドクターバンク強化システム構築事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.31】ドクターバンク強化システム構築 【総事業費】
事業 22,500千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 限りある医療人材を可能な限り有効活用することが求められる
介護ニーズ が、そのためには医療人材と医療機関を結びつけるためのシステム

が必要である。

アウトカム指標：医師と医療機関のマッチング件数 ５件（来年度
からは相談件数のみをアウトプットとする）

事業の内容 地域医師のサポート事業として，常勤・非常勤紹介，短期派遣紹
（当初計画） 介，シニア医師による応援診療の支援を行うためのシステムおよび

僻地など医療機関への曜日・時間単位で出務可能な医師の情報の提
供機能を活用しドクターバンク事業の強化を図る。

アウトプット指標 ○医師の職業紹介相談件数月１件
（当初の目標値） ○医師と医療機関とのマッチング数年間５件

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○ドクターバンク強化システムにおける、

・基本情報管理システムの構築
・ホームページ上でマッチングを行う医師の基本情報の管理シス
テムの構築

を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師と医療機関のマッチン
性 グ件数 ５件

観察できなかった
観察できた → 事業が終了していないため、終了後確認

（１）事業の有効性
医療機関と医師の双方のニーズに応えることにより，迅速に

マッチングすることができ，有効な人材活用が可能となる。平
成２８年度からはシステムが稼働し，目標を達成できる見込で
ある。

（２）事業の効率性
広く情報収集・情報発信を行うことにより，きめ細やかな支

援が可能になり，医療提供体制を確保できる。

その他
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（１１）地域医療総合対策協議会

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.32】 【総事業費】
地域医療総合対策協議会 1,809千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 地域医療を担う医師の養成・確保や医師派遣の調整を行うこと等
介護ニーズ により、地域における地域医療提供体制を確保する必要がある。

アウトカム指標：へき地や市町村等への医師の派遣 １０名以上

事業の内容 「地域医療総合対策協議会」を開催し、医師の養成・確保や医療
（当初計画） 機関の機能分担・連携等について、検討・協議を行う。

【検討・協議の内容】
(1) 地域医療を担う医師の養成及び確保に関すること。
(2) 医師派遣の調整に関すること。
(3) 医療機関の機能分担と連携等の医療を提供する体制の確保に関
すること。

(4) へき地保健医療対策実施要綱に基づくへき地医療対策に関する
こと。

(5) その他地域における医療の確保・充実に関すること。

アウトプット指標 ○年間開催回数 ２回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○「地域医療総合対策協議会」を２回開催し，地域における医療の

確保・充実について，検討・協議を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：へき地や市町村等への医師
性 の派遣 １０名以上

観察できなかった
観察できた → 指標：２１名

（１）事業の有効性
「地域医療総合対策協議会」を開催し，医師の養成・確保等

について検討・協議を行うことにより，地域医療体制を確保す
るために実効性のある各種施策の円滑かつ効率的な推進が図ら
れたと考える。

（２）事業の効率性
医療機関の機能分担と連携等について検討し，効率的な医療

提供体制の充実が図られた。

その他
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（１２）地域医療提供体制構築推進事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.３３】 【総事業費】
地域医療提供体制構築推進事業 700千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年７月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 地域における医師不足は深刻化しており、地域のニーズに応じた
介護ニーズ 医療を安定的に提供できる体制を確保する必要がある。

アウトカム指標：地域の医療機関への医師派遣回数 月当たり延べ
２５回

事業の内容 県立病院と美波，海陽両町立病院の連携による地域の医師不足解
（当初計画） 消に向けた協議，研究など，地域医療提供体制の構築を推進する。

アウトプット指標 ○協議会の設置
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○海部・那賀モデル推進協議会の設置

○海部・那賀モデル推進協議会の開催 １回

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：地域の医療機関への医師派
性 遣回数 月当たり延べ２５回

観察できなかった
観察できた → 指標：月当たり延べ２７回

（１）事業の有効性
協議会の開催により，地域の公的医療機関が一体となった医

療提供体制の構築に向けた準備が促進された。
（２）事業の効率性

協議会の場で問題意識を共有することで，医療提供体制の構
築に向けた意識の共有が図られた。

その他
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（１３）地域医療従事医師研修支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.３４】 【総事業費】
地域医療従事医師研修支援事業 6,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年７月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 義務年限明け後の自治医大医師や、修学資金を貸与していない徳
介護ニーズ 島大学地域枠医師などの県内定着を促進する必要がある。

アウトカム指標：義務年限明け後の自治医大医師の県内定着者数
５名定着

事業の内容 義務年限明け後の自治医大医師や修学資金の貸与を受けていない
（当初計画） 地域枠医師などで、引続き県内で医療に従事する意志がある者への

キャリア形成支援策として、地域医療に関連した専門医研修や大学
院授業料などにおける費用の一部を補助する。

アウトプット指標 ○制度利用者の発掘
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○対象者へ案内を送付し、事業の周知を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：義務年限明け後の自治医大
性 医師の県内定着者数 ５名定着 （事業は平成２９年３月終了予定）

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
自治医大を卒業した医師で、引き続き県内で医療に従事する

者に対し、キャリア形成の支援と同時に、今後の県内医療現場
への定着を促進することにより、専門性を持った医師による地
域の医療提供体制の充実が図られる。

（２）事業の効率性
県内の医療機関等に在籍する医師に対し、先進的な医療機関

等における研修事業に必要な経費を補助することにより、県内
の医師のキャリア形成と医師の県内定着の促進を図る。

その他
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（１４）救急医療等「医療機関・従事者」対応能力向上事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.35】救急医療等「医療機関・従事者」 【総事業費】
対応能力向上事業 7,400千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 多数の傷病者が発生する事故等に備えて、医療従事者の対応能力を
介護ニーズ 向上させる必要がある。

アウトカム指標：専門的能力を持った医療従事者の増加 50人

事業の内容 近年，全国的に交通事故，海難事故，小規模災害等で多数の傷病
（当初計画） 者が発生する事案が起こっている。その様な多数傷病者発生事案に

対応するため，各医療機関において対応マニュアルの策定や医療従
事者に対する研修，訓練を実施する。
また，救急医が不足している医療機関へ応援診療を実施している
郡市医師会に対しても多数傷病者に対応するための研修，訓練等を
行う。

アウトプット指標 ○研修会，訓練等実施回数 ３回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○救急対応能力等の向上のための研修会を実施するとともに，各郡

市医師会も交えた多数傷病者発生対応マニュアル作成の検討会を
行った。（研修会，訓練等実施回数 ６回）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：専門的能力を持った医療従
性 事者の増加 50人

観察できなかった
観察できた → 指標：専門的能力を持った医療従事者
の増加 90人

（１）事業の有効性
各郡市医師会，各医療機関等の関係者が参加するようになり，県全
体で対応するという機運が上昇してきたと考える。
（２）事業の効率性
関係機関が同じ訓練に参加することにより，効率的な連携力の強化，
効果的な研修となった。

その他
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（１５）救急医療体制強化・充実事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.３６】救急医療体制強化・充実事業 【総事業費】
5,100千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県，徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 救急対応可能な人材の養成を行うことにより救急患者の受入機能の
介護ニーズ 低下を防ぐと共に、適正受診の普及啓発により、増加する救急患者

の抑制を行う必要がある。

アウトカム指標：救急対応可能な人材の増加 30名

事業の内容 救急病院に勤務している医療従事者を対象とした，JATEC，PTLS
（当初計画） などの外傷患者対応を行うための研修会の開催や多数傷病者発生時

の医療従事者としての活動内容，医療機関としての活動内容につい
ての研修会を実施する。
また，県民を対象とした救急医療に関するフォーラム等を開催し，

コンビニ受診の抑制を図るとともに，医療従事者の負担軽減を図る。

アウトプット指標 ○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数15人
（当初の目標値） ○救急医療に関するフォーラム参加者数300人

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○救急病院に勤務している医療従事者を対象とした，JATECを開催

し，外傷患者対応が可能な医療従事者が増加した。(32人参加)
○救急医療に関するフォーラムを開催し，救急医療に関する普及
啓発が図られた。(331人参加)

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：救急対応可能な人材の増加
性 30名

観察できなかった
観察できた → 指標：救急対応可能な人材の増加 32名

（１）事業の有効性
外傷患者対応を行うための研修会等を開催することにより，対応可
能な医療従事者が，県内の救急病院に増加したと考える。

（２）事業の効率性
医師会を通じて研修会の案内をすることにより，効率的に救急病院
の医療従事者が参加した。

その他
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（１６）特定診療科におけるキャリア形成育成システム構築事業

事業の区分 ４.医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.37】特定診療科におけるキャリア形成 【総事業費】
育成システム構築事業 23,615千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 診療科偏在が顕著であり、特に産科・小児科医の不足が本県だけ
介護ニーズ に限らず全国的に叫ばれている。

アウトカム指標：キャリア形成育成支援を行った診療科数 ２診療
科

事業の内容 研修医（若手医師）は，医療，医学において多様な要望を持ち自
（当初計画） 身のキャリアの充実，実現を強く望んでおり，徳島に根を張った若

手医師を確保するためには，本県全体で優れた専門医研修，キャリ
アアップシステムを作り，国際レベルの医師として活躍できる力を
養う研修の場があることを具体的に示す必要がある。また，そのた
めに県内研修病院間の連携や協議会開催などを行い，県内全体の連
携を図る。

アウトプット指標 ○特定診療科キャリア形成育成システムの構築
（当初の目標値） ○特定診療科の病院勤務医数の増加 （平成28年度末)

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○診療科偏在（小児科・産科婦人科）の緩和に向け，若手医師のキ

ャリア形成支援者を配置し相談対応，個別プログラムを作成した他，
キャリア形成に資する研修会等を実施した。
○徳島大学の
・ 小児科入局者数：４名
・産婦人科入局者数：５名（H27年度）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：キャリア形成育成支援を行
性 った診療科数 ２診療科

観察できなかった
観察できた → ２診療科

（１）事業の有効性
指導・調整役の支援者配置により，多様な要望を持つ若手医

師のキャリア形成に向けた相談対応が図られた。
（２）事業の効率性

講演会・研修会の実施により，勤務地にいながら先進的な臨
床の知識習得が可能となり若手医師の技術の向上，連携が図ら
れた

その他



- 47 -

（１７）胎児超音波精密スクリーニング体制確保・整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.38】胎児超音波精密スクリーニング体 【総事業費】
制確保・整備事業 9,913千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 乳児死亡率の改善を図るためには、胎児超音波精密スクリーニング
介護ニーズ により出生前診断率を向上させ、新生児医療につなげる必要がある。

アウトカム指標：乳児死亡率の減（3.5未満）

事業の内容 産科医及び新生児医療分野の医師の育成・確保を図るため、積極
（当初計画） 的に人材育成に取り組む教育的な医療機関を支援する。

地域のかかりつけ産科医療機関等における妊婦健診をはじめとす
る一般的な超音波検診では発見しがたい胎児の異常等を、早期発見
・早期診断し、妊娠中や出産直後の効果的な治療につなげ、予後の
改善や救命することを目的とする、専門医による「胎児超音波精密
スクリーニング」の普及啓発を、かかりつけ医との連携のもと行う。
総合周産期母子医療センターである徳島大学病院において、高度

専門的な超音波検査診断技術を指導的専門医から志を持つ若手医師
へ伝授するなど、県内で不足している産婦人科分野医師のキャリア
形成を含めた人材育成・確保を図るものである。

アウトプット指標 ○研修会等の実施回数 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○徳島大学病院において，次の事業を実施した。

研修会の開催（１回・参加者３４名）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：乳児死亡率の減（3.5未満）
性

観察できなかった
観察できた → 指標：3.5(H26)から2.5(H27)に減少した。

（１）事業の有効性
研修会の開催により県内産科医等を対象とした胎児超音波精

密スクリーニングの普及啓発を進めることにより、県内の胎児
超音波精密スクリーニング体制の整備が進み、効果的な治療に
つなげることができると考える。

（２）事業の効率性
総合周産期母子医療センターであり，教育的な医療機関であ

る徳島大学病院を支援することにより，効率的な執行が図られ
た。

その他
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（１８）救急医療体制支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.39】救急医療体制支援事業 【総事業費】
17,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 ２次救急医療機関

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 救急搬送件数が増加する中、救急医療体制の維持において重要な
介護ニーズ 役割を担う二次医療機関を支援する必要がある。

アウトカム指標：二次救急医療機関の存在する二次医療圏数３箇所

事業の内容 二次救急医療機関の搬送受入件数に応じて補助を行うことによ
（当初計画） り、患者の受入が円滑に進めるとともに、三次救急医療機関の負担

を軽減し、県内の救急医療提供体制の維持・確保を図る。

アウトプット指標 ○救急患者受入件数：１３，０００件
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○救急患者受入件数：１５，８１４件※

（※補助申請医療機関のみ。全体の件数は集計中）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：二次救急医療機関の存在す
性 る二次医療圏数 ３箇所

観察できなかった
観察できた → 指標：３箇所

（１）事業の有効性
補助対象医療機関について，救急搬送受入が一定数を上回る医

療機関に限定することで，二次救急医療機関による救急搬送受入
件数の向上を図り，三次救急医療機関の負担軽減が図られたと考
える。

（２）事業の効率性
二次救急医療機関の搬送受入件数に応じて補助を行うことによ

り，患者の受入を円滑に進めるとともに，効率的に県内の救急医
療提供体制の維持・確保が図られた。

その他
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（１９）歯科医療関係者研修事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.40】 【総事業費】
歯科医療関係者研修事業 250千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 後期高齢者の特性に応じた診療や保健指導に対応できる歯科従事
介護ニーズ 者のレベルアップにより、県内の歯科診療の向上を図る必要がある。

アウトカム指標：後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加
（年間５件増）

事業の内容 歯科従事者のレベルアップにより県内の歯科診療の向上を図る。
（当初計画） （１）歯科職種に関する研修（H27,H28）

・後期高齢者の歯科健診等に関する講習会
（２）居宅療養マニュアルの策定と研修（H28）

アウトプット指標 ○受講者数５０名
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○歯科医を対象に後期高齢者の特性に応じた診療及び保健指導に関

する研修会を開催した。（３回開催、受講者数３３４名）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：後期高齢者歯科健診協力歯
性 科診療所数の増加（年間５件増）

観察できなかった
観察できた → 指標：Ｈ２７年度３８０診療所→Ｈ２

８年度３８６診療所（６件増加）

（１）事業の有効性
後期高齢者歯科健診に関する情報を提供し共有することで県内
の後期高齢者の歯科医療の向上が図られる。

（２）事業の効率性
県内３ヶ所で開催し、受講し易くすることにより、受講者が予
定より大幅に増えた。より充実した内容の研修会とするため、
検討委員会を設置した。また、歯科健診マニュアルを作成する
ことにより、効率的に研修の実施が行われた。

その他
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（２０）歯科口腔保健人材育成事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.41】歯科口腔保健人材育成事業 【総事業費】
22,800千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島大学病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医科歯科連携及び地域連携に携わる歯科口腔保健人材の確保と育
介護ニーズ 成を行うことが必要。

アウトカム指標：医科歯科連携及び地域連携について知識を有する
研修医等の増加 35名

事業の内容 がん患者や周術期入院患者における口腔ケアなど医科歯科連携に
（当初計画） 精通し、既存の歯科医療には通院できない患者の歯科治療及び口腔

ケアを担う人材の確保と育成を行う。

アウトプット指標 ○歯科口腔保健人材育成に係る研修会等の実施 ２回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○歯科口腔保健人材育成に係る研修会・シンポジウム・講習会等を

開催した（計８回）。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医科歯科連携及び地域連携
性 について知識を有する研修医等の増加 35名

観察できなかった
観察できた → 指標：73名(H26)が112名(H27)に増加した。

（１）事業の有効性
歯科口腔保健人材育成に係る研修会等を通じ、がんや周術期の患

者等の口腔機能管理・口腔ケアなど医科歯科連携に対応できる人材
の育成が促進された。

（２）事業の効率性
歯科口腔保健人材育成に係る研修会等により、歯科口腔保健に関

する指導者の能力が向上するよう努めたことから、今後の人材育成
を効率的に推進する体制が促進された。

その他
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（２１）感染制御啓発・多業種人材育成事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.42】 【総事業費】
感染制御啓発・多業種人材育成事業 2,104千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年９月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 新型インフルエンザ,多剤耐性菌に代表されるようなパンデミッ
介護ニーズ ク感染症やノロウイルス,セラチア菌等の各種の病原体による感染

症の予防,拡大防止対策を推進するためには,医療機関,高齢者介護
施設等の医療福祉従事者に対する科学的知見に基づく感染症対策教
育の実施,感染症対策の知見の情報提供や特定機能病院等の近隣医
療機関等への指導助言の充実などが求められている。

アウトカム指標：病院における院内感染対策委員会設置数100以上

事業の内容 医療施設，高齢者施設等における感染症対策を担当する医療福祉
（当初計画） 従事者の資質を向上させる目的に感染症に関する教育・啓発に関す

る研修を実施する。

アウトプット指標 ○研修会参加人数 １００人
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○医療施設，高齢者施設等における感染症対策を担当する医療福祉

従事者の資質を向上させることを目的に感染症に関する教育・啓発
に関する研修を県内５箇所で実施した。
研修会参加人数：６２２人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：病院における院内感染対策
性 委員会の設置数

観察できなかった
観察できた → 指標：設置数 １１２病院

（１）事業の有効性
県内５箇所で研修会を実施することにより，県内の医療施設，高

齢者施設等で従事する職員へ研修機会を提供し，感染症に対する意
識が高まりはじめた。

（２）事業の効率性
医師や看護師以外の医療従事者や老健施設の職員に感染対策の重

要性についての気付きを促し，アウトブレイク対応，環境整備（日
常的衛生管理，手指衛生等）に対する知識向上につながるものとな
るよう県内の感染管理認定看護師の民間団体と連携した研修会を実
施することができた。

その他
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（２２）女性医師等再就業促進運動

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.43】女性医師等再就業促進運動 【総事業費】
5,400千円

事業の対象となる区域 東部，南部，西部

事業の実施主体 徳島県医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 出産や育児のために仕事を離れてしまうと、現場に復帰し辛らく
介護ニーズ なっている。

アウトカム指標：研修会の開催に伴ったマミールームの設置回数
１回
県内で従事する女性医師数 ５３０人以上

（※平成３１年度までに）

事業の内容 復職へ向けての相談，保育施設・設備の充実を図ることにより復
（当初計画） 職までの期間短縮や人材確保に向け働きかける。また，マミール

ームを完備した復職に向けた研修会を開催し，積極的に参加の呼び
かけを行う。女性医師へのタイムリーな情報提供，ＳＮＳを利用し
トピックスやオン・オフともに対応したＱ＆Ａを常時配信し，特別
企画情報なども適宜発信する。

アウトプット指標 ○女性医師等の復職・離職防止に向けた体制整備
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○保育施設等を提供することで，女性医師が復帰しやすくなる環境

を整えた。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：研修会の開催に伴ったマミ
性 ールームの設置回数 １回

観察できなかった
観察できた → １回設置

（１）事業の有効性
復職へ向けての相談，保育施設・設備の充実を図ることによ

り，復職期間の短縮や人材確保に大変有効である。
（２）事業の効率性

相談業務，広報活動についても託児室についても医師会館の
中で医師会が運営することにより，外部に委託することなく，
コスト面でも削減が期待でき，利用する医師のニーズに迅速に
対応できる。

その他
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（２３）女性医療従事者支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.44】女性医療従事者支援事業 【総事業費】
17,200千円

事業の対象となる区域 東部

事業の実施主体 徳島大学病院，徳島 AWA サポートセンター等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 女性医師が仕事と育児・家庭の両立をすることが困難な状況であ
介護ニーズ り、離職防止や再就業の促進を図ることが重要である。

アウトカム指標：本事業により設置したマミールームを利用した保
護者人数 のべ３００人以上
県内で従事する女性医師数 ５３０人以上

（※平成３１年度までに）

事業の内容 １．女性医療従事者の仕事と家庭の両立支援のための相談対応（出
（当初計画） 産，育児，復職支援等）を行う。

２．女性医療従事者の仕事と家庭の両立のための調査・情報収集・
広報活動（ホームページの整備を含む）を行う。
３．仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備のための
育児支援（児童一時預り保育，ベビーシッター制度，病児・病後児
保育サービス，女性医療従事者支援員の配置）を行う。

アウトプット指標 ○女性医療従事者の復職支援・離職防止
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，復職支援・離職防止策として，下記を実施
（達成値） した。

○相談窓口を設置し，支援体制を継続
○相談件数 １８件

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：本事業により設置したマミ
性 ールームを利用した保護者人数 のべ３００人以上

観察できなかった
観察できた → H27年度、のべ３９０人が利用した

（１）事業の有効性
相談窓口の設置や子育て支援システムなど，女性医療従事者

の定着率向上や復職・再就業に寄与するための，支援体制の構
築が図られた。

（２）事業の効率性
仕事と育児・家庭の両立のための相談窓口を設置することに

より，相談者のニーズに応じた必要な支援を，適切に実施する
ことができ，効率的な支援に繋がった。

その他
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（２４）離職歯科衛生士再就職支援モデル事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.45】 【総事業費】
離職歯科衛生士再就職支援モデル事業 450千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 離職した歯科衛生士が再就職できる環境を整えることにより，歯
介護ニーズ 科医療体制の充実を図る必要がある。

アウトカム指標：徳島県歯科医師会が行う無料職業紹介事業におけ
る歯科衛生士及び医療事務（歯科助手）の新規求
職申込件数（毎年３件程度）
就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり）
１４４．５人（全国平均９０．８人）

事業の内容 離職した歯科衛生士が再就職できる環境を整えることで，歯科医
（当初計画） 療体制の充実を図る。

（１）リフレッシュ研修
最新の業務，知識，技能，主に訪問歯科診療，周術期専門的口腔
ケアを内容とする研修を離職歯科衛生士等を対象に実施する。

（２）研修会場に保育士を配置
離職歯科衛生士をはじめ，多職種対象の研修会において子育て世
代の受講を促すために研修会場にマミールームを設置してニーズ
の検証を行う。

アウトプット指標 ○ 受講者数３０名
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○離職歯科衛生士の復職支援・現役歯科衛生士が継続して働ける環

境づくり・人材育成・歯科衛生士ネットワーク拡大に向けたセミ
ナーを開催した。

○歯科職種の研修会において子育て世代が参加できるようマミール
ームを設置した。

○２回開催、受講者数１４０名

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：徳島県歯科医師会が行う無
性 料職業紹介事業における歯科衛生士及び医療事務（歯科助手）の新

規求職申込件数（毎年３件程度）
観察できなかった
観察できた → 指標：H27年度1件→H28年度0件（H28．7．25時点）

（１）事業の有効性
離職歯科衛生士が再就職できる環境を整えることにより，歯科
医療の充実が図られる。

（２）事業の効率性
離職歯科衛生士の復職支援等に役立つテーマを選定し，セミナ
ーを２回開催することにより，目標を上回る歯科衛生士が参加
した。離職した歯科衛生士が職場復帰することで経験のある優
秀な人材を効率的に確保できる体制が促進した。

その他
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（２５）看護職員人材育成推進事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.46】 【総事業費】
看護職員人材育成推進事業 28,086千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県・徳島大学病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医療や介護を取り巻く環境は，急速な少子高齢化の進展や疾病構
介護ニーズ 造の変化，医療の高度化・専門化，医療提供の場の多様化等により

大きく変化している。看護職員の特定行為に係る研修受講の促進な
ど，質の高い看護サービスを安定的に提供できる看護人材の育成が
求められている。

アウトカム指標：認定看護師数の増加（5人）
看護師の特定行為に係る研修受講者数の増加
４人（※平成31年度までに）

事業の内容 認定看護師等の高度認定資格取得を支援することにより，質の高
（当初計画） い看護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。

アウトプット指標 ○検討会開催回数 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○高度人材育成推進検討会を開催（２回）。

○看護職のキャリアパス支援，復職を推進するためのプログラムを
再構成したほか，eラーニングコンテンツ数を拡大した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：認定看護師数の増加（5人）
性

観察できなかった
観察できた → 指標：認定看護師数が82人(H26)から

96人(H27)に増加した。

（１）事業の有効性
専門性の高い看護師を養成するための研修(認定看護師育成)

を支援し，看護職のキャリアパス支援，復職を推進するための
プログラムを開発し，提供した。また徳島大学の外部公開講座
には，21施設から684人が参加しており，実施したアンケート
によると97％が外部講座に満足と答えていた。

（２）事業の効率性
徳島大学病院の院内認定看護師の養成研修を地域医療機関等

の看護職に公開することで，認定看護師資格取得の動機付けと
し，徳島県内の認定看護師の増加に繋がるよう努めた。

その他
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（２６）保健師現任教育強化事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.47】保健師現任教育強化事業 【総事業費】
422千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 地域保健活動の充実を図るため、専門的な知識及び技術・能力等
介護ニーズ を持った保健師の育成及び確保が必要。

アウトカム指標：保健師の専門能力の向上（地域の健康課題を見い
だす能力を持った新任期保健師の割合70%以上）

事業の内容 保健師の保健活動の更なる推進を図れるよう、事例検討を用いた
（当初計画） 研修等によるスキルアップを図ると共に、各関係機関の組織横断的

連携を通して地域課題の共有や関係者のネットワークを深めること
から、地域保健活動の充実を図る。

アウトプット指標 ○各期別研修会等の実施 １回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○保健師等に対し各期別研修を実施した。

新任期 ２回
中堅・管理期 １回

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：保健師の専門能力の向上
性 （地域の健康課題を見いだす能力を持った新任期保健師の割合70%）

観察できなかった
観察できた → 指標：地域の健康課題を見いだす能力
を持った新任期保健師が65％(H26)から72.9％(H27)に増加した。

（１）事業の有効性
研修等を通じて保健師としてスキルアップを図ることで、保健活

動の更なる推進が図られた。
（２）事業の効率性
研修等を通じ、現任教育という共通の事項について学び意見交換

を行うことで、課題を共有するとともにネットワークを深めること
ができ、保健活動の推進や強化が図られた。

その他
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（27）看護師等養成所支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.48】 【総事業費】
看護師等養成所支援事業 10,729千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 看護現場は，病院，診療所だけでなく，訪問看護，デイケア，災
介護ニーズ 害現場等，多種多様となっており，看護職は多方面での看護活動が

求められている中，このような看護現場に適応できる看護職を養成
していくことが重要である。

アウトカム指標：教育環境改善に取り組んでいる施設 3施設
県内の看護職員数 13,312人（※平成30年度まで
に）

事業の内容 専任教員の研修やスクールカウンセリングの実施等により，看
（当初計画） 護師等学校養成所における看護職員の養成を支援する。

アウトプット指標 ○スクールカウンセリング実施校数 １校
（当初の目標値） ○専任教員研修 １回

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○看護師等養成所においてスクールカウンセリングを実施した（３

校）
○専任教員臨床研修を実施した（５箇所 延１９日）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：教育環境改善に取り組んで
性 いる施設 3施設

観察できなかった
観察できた → 指標：平成２７年度実施 4施設

（１）事業の有効性
スクールカウンセリングの実施により，学生の教育環境が調

整されるとともに，専任教員臨床研修の実施により，教員の資
質向上が図られたと考える。

（２）事業の効率性
スクールカウンセラーとの連携や臨床研修受入機関との連携

により，効率的な事業を実施した。

その他
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（28）看護職員就業支援体制強化事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.49】 【総事業費】
看護職員就業支援体制強化事業 13,985千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 若年人口が減少する中，医療機関等の看護職員不足解消及び在宅
介護ニーズ 医療の推進のため，保健師，助産師，看護師，准看護師で未就業の

者の再就業促進を図る必要がある。

アウトカム指標：サテライト展開による就業者数 20人

事業の内容 ナースセンターのサテライト展開により，地域の実情に応じた
（当初計画） 復職支援等を行う。

アウトプット指標 ○サテライト実施箇所数 ２箇所
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○県南部・県西部において復職支援等を実施した。（サテライト実

施２箇所）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：サテライト展開による就業
性 者数 20人

観察できなかった
観察できた → 指標：サテライト展開による就業者数 34人

（西部18人、南部16人）

（１）事業の有効性
より身近な地域で，地域の実情に応じた復職支援が図られて

いると考える。
（２）事業の効率性

県南部・西部の看護の拠点施設にエリアマネージャーを配置
することにより，各地域において効率的な復職支援を実施した。

その他
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（２９）看護職員勤務環境改善推進事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.50】 【総事業費】
看護職員勤務環境改善推進事業 17,243千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 実施病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 病院や診療所等を中心に，看護職員の不足感が続く状況の中，看
介護ニーズ 護職員の確保定着が従来にも増して重要となっており，看護職員の

確保定着には，看護業務や職場環境の改善，看護職員の教育体制整
備等への取組が不可欠である。

アウトカム指標：看護補助者を含む研修実施施設 2施設
常勤看護職員離職率 10％以内（※平成31年度ま
でに）

事業の内容 看護職員の勤務環境改善の促進及び看護の質の向上を図るため
（当初計画） に，短時間勤務制度，看護補助者導入を行う施設に対しての補助

等を行う。

アウトプット指標 ○勤務環境改善施設数 ２箇所
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○看護補助者導入など勤務環境改善に係る取り組みを実施した（２

箇所）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：看護補助者を含む研修実施
性 施設 2施設

観察できなかった
観察できた → 指標：平成２７年度実施２箇所

（１）事業の有効性
看護職が健康で安全に働き続けられる職場環境づくりを行う

ことで，看護職員の負担が軽減され，医療機関の勤務環境改善
が図られると考える。

（２）事業の効率性
医療機関の勤務環境改善により，医療従事者の確保や医療安

全の確保等が効率的に図られることに繋がったと考える。

その他
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（３０）歯科技工士養成所（徳島歯科学院）研修機能強化事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.51】 【総事業費】
歯科技工士養成所（徳島歯科学院） 300千円
研修機能強化事業

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ ＣＡＤ／ＣＡＭ機器に関する知識と技能向上を図る必要がある。
介護ニーズ

アウトカム指標：ＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作技術習得者の確保（毎年
１０名程度）

事業の内容 ＣＡＤ／ＣＡＭ機器に関する知識と技能向上を図る。
（当初計画） （１）機器操作のための研修会受講（専門学校教員及び歯科技工士）

（２）歯科医師，歯科技工士を対象とした研修会の開催（Ｈ28）

アウトプット指標 ○受講者数４名
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○ＣＡＤ／ＣＡＭ機器の操作に関する知識や技術の習熟のため，教

員と歯科技工士が実際の機器を使った専門的研修を受講した。
（専門的研修受講者数３名）

○また，基金は使用していないが，県歯科医師会単独事業として，
平成２６年度に整備したＣＡＤ／ＣＡＭシステムを利用し，歯科
技工士等を対象としてオープンセミナーを開催した。
（オープンセミナー受講者数４０名）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：ＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作技術
性 習得者の確保（毎年１０名

程度）

観察できなかった
観察できた → 指標：平成２７年度３人→平成２８年

度１４人（H27年度歯科技工士
科卒業者数）

（１）事業の有効性
指導教員及び歯科技工士がＣＡＤ／ＣＡＭ機器の操作を習得す
ることにより，先端技術を身につけた学生を養成できる体制が
整い始めた。

（２）事業の効率性
昨年度整備したＣＡＤ／ＣＡＭ機器の操作を指導教員及び歯科
技工士が習得することにより，効率的に県内歯科技工士の技術
力向上が図られる。

その他
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（３１）在宅訪問歯科診療推進モデル事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.52】 【総事業費】
在宅訪問歯科診療推進モデル事業 3,120千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士を養成することによ
介護ニーズ り、在宅訪問歯科診療のさらなる普及・促進を図る必要がある。

アウトカム指標：在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の
増加（年間５件増）
就業歯科衛生士数（人口１０万人あたり）
１４４．５人（全国平均９０．８人）

事業の内容 在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士を養成する。
（当初計画） 養成学校の体制充実のため，今後ニーズが高まる専門的口腔ケア

訪問歯科診療に精通した教員を配置し，より高度な教育実習が実
施できる体制を整備する。

アウトプット指標 ○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成６０名
（当初の目標値） （平成２６年度から２８年度）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士を養成するため，教員

を配置し，介護実習のカリキュラムで専門的指導を行った。
○３学年計９６名（うちH27年度卒業生３５名）に専門的指導

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅訪問歯科診療に対応で
性 きる歯科診療所数の増加（年間５件増）

観察できなかった
観察できた → 指標：平成２７年度２０７診療所→平

成２８年度２１５診療所（８件
増加）

（１）事業の有効性
介護実習のカリキュラムにより，高齢患者の特性や在宅療養患
者への対応等，具体的な指導を行える体制となりつつある。

（２）事業の効率性
専門教員を配置することで，授業内容の充実ときめ細やかな指
導が効率的に行える。

その他
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（３２）在宅訪問歯科診療推進施設機能強化事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.53】 【総事業費】
在宅訪問歯科診療推進施設機能強化事業 10,740千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等

事業の期間 平成２７年７月～平成２８年１月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 在宅訪問歯科診療における研修の拠点として，徳島歯科学院の介
介護ニーズ 護実習施設の環境整備を行う必要がある。

アウトカム指標：在宅訪問歯科診療に対応できる歯科診療所数の
増加（年間５件増）

事業の内容 研修の拠点として，徳島歯科学院の介護実習施設の環境整備を行
（当初計画） う。また，県歯科衛生士会，県内歯科衛生士養成校に対して研修

設備の利用についての周知を行い，県内歯科衛生士の訪問歯科診
療の実習の場を充実させ強化を図る。さらには当該施設を開放し
て専門的な技術を共有し，県内歯科衛生士の資質向上に努める。

アウトプット指標 ○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成４０名
（当初の目標値） （平成２７年度から２８年度）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○研修の拠点として，徳島歯科学院の介護実習施設の環境整備を行

った。また，県歯科衛生士会，県内歯科衛生士養成校に対して研
修設備の利用について周知を行い，当該施設を開放した。

○９６名の学生のほか、４回の研修会で１８３名の受講者が利用

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：在宅訪問歯科診療に対応で
性 きる歯科診療所数の増加（年間５件増）

観察できなかった
観察できた → 指標：平成２７年度２０７診療所→平

成２８年度２１５診療所（８件
増加）

（１）事業の有効性
介護実習施設の環境整備を行うことにより，訪問歯科診療の実
習の場が充実・強化されはじめたことにより，県内歯科衛生士
の技術・資質向上が促進されたと考える。

（２）事業の効率性
学生と教員に配慮した適性な時期に効率的に環境整備を実施し
た。

その他
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（３３）看護学生臨地実習指導体制強化事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.54】 【総事業費】
看護学生臨地実習指導体制強化事業 3,463千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県・各訪問看護ステーション・徳島県看護協会等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 少子高齢化の進展や医療の高度化，専門分化に対応し，県民の保
介護ニーズ 健医療ニーズに応じることができる資質の高い看護職員を養成し確

保する必要となっている。

アウトカム指標：学生受入れ臨地実習施設 170箇所

事業の内容 看護学生の臨地実習指導等にかかる環境を整え，質の高い看護
（当初計画） 職を要請する。

アウトプット指標 ○医療人材育成機関認証制度の活用施設数５箇所
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○実習受入施設・医療人材育成機関のうち18箇所34名が，保健師助

産師看護師等実習指導者講習を修了した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：学生受入れ臨地実習施設
性 170箇所

観察できなかった
観察できた → 指標：学生受入れ臨時実習施設176箇所

（１）事業の有効性
実習指導者の育成をとおして看護学生の臨地実習指導に係る

環境を整えることで，質の高い看護職養成を推進した。
（２）事業の効率性

看護学生の臨地実習環境を整えるとともに，看護の現場で活
躍されている人材の資質向上にも繋がったと考える。

その他
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（３４）医療勤務環境改善支援センター事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.55】 【総事業費】
医療勤務環境改善支援センター事業 11,000千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 医療従事者の勤務環境の改善を推進ことにより、医療従事者の確
介護ニーズ 保を図る。

アウトカム指標：医療勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ導入医療機関 １箇所

事業の内容 医師・看護師等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保
（当初計画） 等を図るため，平成２６年度に設置した医療勤務環境改善支援セ

ンターにより，医療機関の勤務環境改善を図る。

アウトプット指標 ○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知を行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医療勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
性 導入医療機関 １箇所

観察できなかった
観察できた → 指標：

（１）事業の有効性
医療勤務環境改善に取り組む医療機関への支援を通じて，医

療従事者の勤務環境改善が図られる。
（２）事業の効率性

医療労務管理のアドバイザーと医業経営のアドバイザーが連
携して，医療機関に対し，一体的かつ総合的・専門的な支援を
行うことにより，医療勤務環境の改善が効率的に実施できる。

その他
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（３５）医師事務作業補助者等配置支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.56】 【総事業費】
医師事務作業補助者等配置支援事業 171,302千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 医療機関等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
□継続 ／ ■終了

背景にある医療・ 医師が行う事務作業の負担を軽減し、診療業務へ集中し、質の高
介護ニーズ い医療を提供できる体制の構築

アウトカム指標：医師事務作業補助者の新規配置を行った地域（市
町）の増加 ０箇所→５箇所

事業の内容 医師の負担を軽減するため、診療報酬の「医師事務作業補助体
（当初計画） 制加算」の対象とならない医療機関、政策的にその配置が必要と考

えられる医療機関が医師事務作業補助者を雇用する場合にその配置
に係る経費の一部を補助する。

アウトプット指標 ・本事業による医師事務作業補助者等の配置人数 25人
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては、
（達成値） ・本事業によって、医師事務作業補助者等を、45名配置した。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師事務作業補助者の新規
性 配置を行った地域（市町）の増加 ０箇所→５箇所

観察できなかった
観察できた → 指標： ０箇所→５箇所

（１）事業の有効性
医師事務作業補助者の雇用補助を行うことで，医師の負担軽減に効
果を発揮し始めた。
（２）事業の効率性
医師事務作業補助者の雇用補助を行うことで，医師が医療行為に従
事する時間を確保できる体制が整備され始めた。

その他
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（３６）協力医療機関への転院搬送支援事業

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【No.57】 【総事業費】
協力医療機関への転院搬送支援事業 600千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島赤十字病院等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 救急搬送件数の増加により負担が増大している救命救急センター
介護ニーズ において、限りある病床を有効活用するため、急性期を脱した患者

を速やかに転院搬送する必要がある。

アウトカム指標：年間を通じて運用できるモービルＩＣＵの数 １
年間搬送件数：６０回

事業の内容 不安定な状態を脱した患者を，医師同乗のうえ，紹介元等の医療
（当初計画） 機関に救急自動車（モービルＩＣＵ）で搬送する。

搭乗者は医師1～2名，専従運転手１名，助手１名であり，同乗者
に対しては，出動手当を支払っている。土日祝日を含む時間外（19
：10～翌8：40）は，運転業務のみ民間タクシー会社に業務委託し
ている。

アウトプット指標 ○年間搬送件数：６０回
（当初の目標値）

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○モービルＩＣＵを活用した救急患者の転院搬送（１１２件）を円

滑に行った。

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：年間を通じて運用できるモ
性 ービルＩＣＵの数 １

観察できなかった
観察できた → 指標：年間を通じて運用できるモービ

ルＩＣＵの数 １

（１）事業の有効性
救命救急センターにおいて，不安定な状態を脱した患者を，医

師同乗のうえ，紹介元等の医療機関に救急自動車（モービルＩＣ
Ｕ）で搬送する際の経費に対する支援を行うことにより，限りあ

る救急病院のベッドの有効活用が図られていると考える。
（２）事業の効率性

病院機能分担の推進と，県内における救急医療体制の効率化が
図られている。

その他
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（３７）感染専門医療従事者養成事業

事業の区分 ４．医療従事者の養成・確保のための事業

事業名 【No58】 【総事業費】
感染専門医療従事者養成事業 14,776千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島大学病院

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 各医療機関等の院内感染予防及び院内感染発生時の対応等について
介護ニーズ 相談できる体制を整備することで，速やかに的確な対応がなされる。

アウトカム指標：
・感染地域ネットワークにおける相談支援件数 10件

事業の内容 １感染地域ネットワーク形成事業
・徳島県,感染防止加算１,加算２における県下全体の感染ネットワ
ークの形成に向けての基盤づくりをする。

・県下全体の感染ネットワーク形成を目的とし,外部より講師を招
聘し，講演会等を開催する。

・感染ITネットワークを活用し協力病院と試験的に感染情報共有と
相互介入を実施する。

２感染専門医療従事者養成事業
・感染に携わる人材確保とスキルアップを目的に作成した,感染専
門医療従事者養成プログラムに10名に参画させ,プログラムの充
実を図る。

アウトプット指標 ○感染地域ネットワーク形成事業
（当初の目標値） ・徳島県,感染防止加算1病院,加算2病院間の感染地域ネットワー

ク形成
・外部講師による講演会等の開催1回
・徳島大学病院が拠点となりITを用いた迅速的なシステムの構築
○感染専門医療従事者養成事業
・感染専門医療従事者を養成するためのプログラム参加人数10名

アウトプット指標 平成27年度においては，
（達成値） ○・徳島県の感染防止加算1,加算2を取得している病院, 有床・無

床診療所の枠を超えて,感染地域ネットワークを形成した。
登録医療機関：94医療機関および1老人保健施設
感染危機管理チーム：14医療機関
感染専門アドバイザー：38名
（内訳;医師15名，看護師16名，薬剤師3名，検査技師4名）

・平成27年9月16日に外部講師によるアウトブレイクに関する講
演会を開催し，ネットワーク加入医療機関中心に45名が受講した。
・ITを使用したネットワークシステムを構築し，協力医療機関と
試験的運用を開始した。

○感染専門医療従事者養成プログラムを構築後，60名（医師10名，
研修医29名，看護師5名，薬剤師8名，検査技師5名，事務3名）が
プログラムを受講した。

事業の有効性・効率 事業終了後1年以内のアウトカム指標
性 ・感染地域ネットワークにおける相談支援件数 10件

観察できた 指標： 14件

（１）事業の有効性
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感染地域ネットワークを形成し，県下全体の感染防止対策の基盤
強化を促進した。また，感染専門医療従事者養成プログラムを受講
した医師，看護師，薬剤師，検査技師が感染症や感染対策の基礎知
識を学び，スキルアップを図った。
（２）事業の効率性
感染地域ネットワーク形成により，登録医療機関との相互の情報

共有を促進し，支援体制が整った。また，e-learningの受講により，
遠隔地における医療従事者の学習が容易となり，感染対策のスキル
アップを図ることが可能となった。

その他
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（事業区分５：介護従事者の確保に関する事業）

（１）地域包括ケア推進会議運営事業

事業の区分 5．介護従事者の確保に関する事業

事業名 地域包括ケア推進会議運営事業 【総事業費】
1,264千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月（平成３３年３月まで継続予定）
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ ２０２０年の地域包括ケアシステムの構築
介護ニーズ

アウトカム指標：２０２０年の地域包括ケアシステムの構築を支援
する「地域包括ケア推進会議」の開催

事業の内容 地域包括ケア推進会議（全体会議２回，部会３回）を実施し，市
（当初計画） 町村課題と広域的課題の見える化を行うとともに，市町村の取組状

況を県内の市町村や関係団体と共有し，課題解決についての検討し
た。

アウトプット指標 ○ 徳島県地域包括ケア推進会議の開催
（当初の目標値）

アウトプット指標 ○ 地域包括ケア推進会議（全体会議２回，部会３回）を開催
（達成値）

事業の有効性・効率 地域包括ケア推進会議（全体会議２回，部会３回）を開催
性

観察できなかった
観察できた → 事業が終了していないため、終了後確認

（１）事業の有効性
地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村課題と広域的課

題の見える化を行い、関係者間で取組状況や進捗状況の確認を
行う等、課題解決に向け情報共有が図られた。

（２）事業の効率性
地域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の課題や進捗状

況、取組状況等の情報について効率的に共有できた。

その他
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（２）多様な世代に対する理解促進や職場体験に関する事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 多様な世代に対する理解促進や職場体験に 【総事業費】
関する事業 18,443千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県，社会福祉法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 介護人材の確保を図るため、若者等を対象に介護現場等の理解促
介護ニーズ 進を図る必要がある。

アウトカム指標：多世代への介護や介護の仕事の理解促進

事業の内容 若者等を対象に、就業体験セミナ－や職場体験、職場見学バスツ
（当初計画） ア－を実施する。

アウトプット指標 ○ 就業体験セミナー等への参加者１，０００名
（当初の目標値） ○ 職場体験，バスツアーへの参加者数各５０名

アウトプット指標 ○ 就業体験セミナー等の参加者数１，０２６人
（達成値） ○ 福祉職場体験等の参加者数４５９人

○ 職場見学バスツアー参加者数８１人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：多世代への介護や介護の仕
性 事の理解促進

観察できなかった
観察できた → 指標：合計1,566人の参加者に対し

介護や介護の仕事の理解促進を
図ることができた。

（１）事業の有効性
福祉職場での体験等を通して、福祉職場の現状や仕事への理
解を深めることができ、イメージ向上にも繋がった。

（２）事業の効率性
多様な世代に対する職業体験やセミナー等を実施すること
で、福祉職場に対する理解促進を効率的に行うことができた。

その他
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（３）シルバー介護担い手養成事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 シルバ－介護担い手養成事業 【総事業費】
2,139千円

事業の対象となる区域 東部、南部、西部

事業の実施主体 公益社団法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 生活支援サービスを担う新たな担い手の養成を図り，地域の特性
介護ニーズ や実情に応じた地域包括ケアシステムの構築のため支援する必要が

ある。

アウトカム指標：生活支援サ－ビスの新たな担い手養成

事業の内容 新地域支援事業において，特に担い手の確保やサービス提供体制
（当初計画） の構築が喫緊の課題となっている。そこで，高齢者（要支援者や要

支援予備軍など含む）が住み慣れた地域で生きがいを持ちながら生
活できるよう，元気な高齢者の活躍の場の確保といった観点も含め，
生活支援サービスの新たな担い手として活躍できるよう養成研修を
実施する。

アウトプット指標 ○「地域のささえあい担い手養成講座」の開催
（当初の目標値） ○「ささえあい勉強会」開催

○「生活支援サービス担い手養成研修」の開催

アウトプット指標 ○「地域のささえあい担い手養成講座」：9市町村・10会場・513名
（達成値） ○「ささえあい勉強会」：21名

○「生活支援サービス担い手養成研修」：4市町・4会場・46名

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：生活支援サ－ビスの新たな
性 担い手養成

観察できなかった
観察できた → 指標：合計580名が講座等に参加し、

新たな担い手の養成に資する
事が出来た。

（１）事業の有効性
生活支援サ－ビスの新たな担い手の養成に資することができ
た。

（２）事業の効率性
関係団体を通じて行うことにより、効率的に事業を実施する
ことができた。

その他



- 72 -

（４）福祉・介護人材マッチング機能強化事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 福祉・介護人材マッチング機能強化事業 【総事業費】
22,357千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 若者、女性、中高年者など、それぞれの人材層ごとの働き方に応
介護ニーズ じたきめ細やかな対応が求められている。

アウトカム指標：福祉・介護人材のマッチング

事業の内容 就職ガイダンスや地域別就職ミニフェア，事業所向けセミナー等
（当初計画） のコーディネート業務等，福祉・介護人材のマッチングを実施する。

アウトプット指標 ○ 就職ガイダンス参加者２００人，フェア参加者１００名
（当初の目標値） ○ セミナー参加者２００名

アウトプット指標 ○ 福祉就職ガイダンス・フェア参加者数３００人
（達成値） ○ マッチング機能強化セミナー参加者数７９人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：福祉・介護人材のマッチン
性 グのため福祉就職ガイダン

ス等を開催

観察できなかった
観察できた → 合計379人が福祉就職ガイダンス等に参

加し、福祉・介護人材のマッチングに資
する事が出来た。

（１）事業の有効性
県内事業者と休職者に対して職業相談や情報提供の機会と
なり、福祉・介護の仕事への理解促進や就業者の県内定着に
つながっている。

（２）事業の効率性
事業所向けの事前説明会を実施し、事業所の特色や魅力をＰ
Ｒするノウハウを学んでいただき、マッチングの効率を高め
た。

その他
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（５）介護サービス事業所職員の資質向上事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 介護サービス事業所職員の資質向上事業 【総事業費】
6,300千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 民間団体

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 小規模事業所や僻地の事業所の職員が研修を受ける機会等を確保
介護ニーズ する必要がある。

アウトカム指標：介護職員等の資質向上

事業の内容 ○ 医療・介護関係者・情報交換会の開催により、地域ごとの顔の
（当初計画） 見える関係作り，協力連携体制の推進を目指す。

○ 介護支援専門員の医学的基礎知識の強化が課題であるため研修
会を開催し，資質向上を図る。

○ 看護・介護職員の資質向上のため慢性期疾患の特性や在宅医療
を展開する上での知識や技術，課題に関する講演会やセミナー
を開催する。

アウトプット指標 ○ 医療・介護関係者・情報交換会（３圏域×２回×５０人）
（当初の目標値） ○ 介護支援専門員研修（１００人×７回と２００人×２回）

○ 看護・介護職員の資質向上(３０人×３０回＝９００人 )

アウトプット指標 ○ 医療・介護関係者・情報交換会参加者数４２６人
（達成値） ○ 介護支援専門員研修参加者数７４８人

○ 看護・介護職員の資質向上参加者数９３８人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：介護職員等の資質の向上
性

観察できなかった
観察できた → 合計1,686人が研修に参加し、介護職

員等の資質の向上に資する事が出来た。

（１）事業の有効性
研修会・情報交換会の開催により、資質の向上や地域におけ

る顔の見える連携体制の構築に繋がった。
介護支援専門員の医療との連携の強化など、ケアマネジメン

トの質の向上に必要な知識や技術を修得した。
介護施設，介護事業所の看護・介護職員等が，在宅医療を展

開する上で必要な知識や技術，課題について，修得した。

（２）事業の効率性
関係者による情報交換会等を活用することで，効率的により

多くの介護職員等が研修に参加することが出来た。

その他
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（６）介護職員等によるたんの吸引等研修事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 介護職員等によるたんの吸引等研修事業 【総事業費】
8,905千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ たん吸引など医療と介護ニ－ズを併せ持つ高齢者等への対応強化
介護ニーズ と介護人材のキャリアアップ・定着促進を図る必要がある。

アウトカム指標：たん吸引等に係る介護職員等への研修

事業の内容 社会福祉士及び介護福祉士法の改正により介護職員等によるたん
（当初計画） の吸引等が制度化されたことに伴い，特別養護老人ホーム等の施設

や訪問介護事業所等において介護職員等が適切にたんの吸引等を行
うために必要な研修を実施する。

アウトプット指標 １ たん吸引等に係る訪問介護職員等の研修： ６０名
（当初の目標値） ２ たん吸引等に係る入所施設職員等の研修：２００名

アウトプット指標 １ たん吸引等に係る訪問介護職員等の研修参加者数： ４８人
（達成値） ２ たん吸引等に係る入所施設職員等の研修参加者数：１７７人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：たん吸引等に係る介護職員
性 等の養成

観察できなかった
観察できた → 指標：合計２２５人が研修に参加し、介護

職員等のたん吸引等に係る向上に資
する事が出来た。

（１）事業の有効性
当該事業の実施により、特別養護老人ホーム等の施設や訪問

介護事業所等において、たんの吸引等の医療的ケアを行う介護
職員等の養成が図られた。

（２）事業の効率性
県で「不特定多数の者対象の研修」及び「特定の者対象の研

修」を行うことにより効率的な実施が図られた。

その他
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（７）福祉・介護人材キャリアパス支援事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 福祉・介護人材キャリアパス支援事業 【総事業費】
8,773千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 中堅職員に必要なマネジメント能力の向上や、医療的ケア・認知
介護ニーズ 症ケア等の専門的な技術など、介護に必要な多様な人材層に応じた

スキルの向上を図る必要がある。

アウトカム指標：介護に必要な多様な人材層に応じた研修

事業の内容 施設，事業所の形態やサービス利用者の実態等に応じた職員研修，
（当初計画） 地域の社会福祉協議会や事業者団体等がキャリアパス，スキルアッ

プ等を目的に実施する研修，複数の施設・事業所が，地域やサービ
ス種別ごとに連携し，合同で実施する研修等に対して補助する。

アウトプット指標 ○ 研修等参加者：1,000名
（当初の目標値）

アウトプット指標 ○ 研修等参加者数1,000人
（達成値）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：介護に必要な多様な人材層
性 に応じた研修

観察できなかった
観察できた → 指標：合計1,000人が研修に参加し、介護職

員等の能力向上に資する事が出来た。

（１）事業の有効性
研修は、現場に関わるものから職員のメンタルに関するのも

のまで幅広く行われ、職員が業務を遂行する上で必要なスキル
の修得に資することができた。

（２）事業の効率性
事業者の垣根を越えて職員同士が合同で研修を受講するなど

事業実施が効率的に行われた。

その他
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（８）介護支援専門員資質向上事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 介護支援専門員資質向上事業 【総事業費】
6,719千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 介護保険制度において，高齢者の尊厳を保持し，自立支援に資す
介護ニーズ るサービス提供を行うため、ケアプラン作成業務を担う介護支援専

門員の資質向上を図る必要がある。

アウトカム指標：介護支援専門員への研修

事業の内容 介護支援専門員を対象とした法定研修を実施し，専門性の向上を
（当初計画） 図る。

アウトプット指標 １ 介護支援専門員実務従事者基礎研修
（当初の目標値） ２ 介護支援専門員専門研修

３ 介護支援専門員更新研修
４ 介護支援専門員実務研修

アウトプット指標 １ 介護支援専門員実務従事者基礎研修参加者数 69人
（達成値） ２ 介護支援専門員専門研修参加者数 123人

３ 介護支援専門員更新研修参加者数 268人
４ 主任介護支援専門員ファローアップ研修参加者数 36人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：介護支援専門員を対象とし
性 た法定研修

観察できなかった
観察できた → 指標：介護支援専門員を対象とした法

廷研修に496人が参加した。

（１）事業の有効性
介護支援専門員の法定研修を実施し，専門性の向上が図られ
た。

（２）事業の効率性
研修実施機関や介護支援専門員協会と連携することで、効率
的に事業を実施することができた。

その他
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（９）介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業 【総事業費】
0千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 現任の介護職員が、キャリアアップ必要な研修に参加することが
介護ニーズ 可能となるよう研修受講中の代替要員を確保する必要がある。

アウトカム指標：介護福祉士試験実務者研修修了者

事業の内容 介護現場に従事する者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる
（当初計画） 「実務者研修」を受講する際に必要な代替要員を雇い上げるため

の経費を補助する。

アウトプット指標 ○代替要員４人
（当初の目標値）

アウトプット指標 ○代替要員なし
（達成値）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：介護福祉士試験実務者
性 研修修了者

観察できなかった → 平成27年度は、応募が無かったが、
観察できた 事業が終了していないため、終了後確認

（１）事業の有効性
現任の介護職員のスキルアップに資することが出来る。

（２）事業の効率性

その他
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（１０）潜在的有資格者等再就業促進事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 潜在的有資格者等再就業促進事業 【総事業費】
425千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 社会福祉法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 介護人材不足へ対応として、潜在的有資格者等の福祉・介護分野
介護ニーズ への再就業等が円滑に進むよう、支援する必要がある。

アウトカム指標： 潜在的有資格者等に対する研修や職場体験

事業の内容 潜在的有資格者の福祉・介護分野への再就業が円滑に進むよう，
（当初計画） 介護サービスの知識や技術等を再認識するための研修や，他分野か

らの離職者の福祉・介護分野への就業を支援するため，福祉・介護
の魅力ややりがいを学び，実際の介護現場を知るための職場体験を
行う。

アウトプット指標 ○研修等参加者：２００名
（当初の目標値）

アウトプット指標 ○研修等参加者数：２０２人
（達成値）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：潜在的有資格者等に対する
性 研修や職場体験。

観察できなかった
観察できた → 指標：潜在的有資格者等を対象とした

研修や職場体験に202人が参加した。

（１）事業の有効性
福祉・介護分野への潜在的有資格者の円滑な再就業や、他分

野からの離職者の就業を支援するため、介護現場の見学や、職
場体験ツアーの実施、専門家を講師に招いての講演会の開催等
により、潜在的有資格者等の再就業促進に資することができた。

（２）事業の効率性
参加者の対象範囲を離転職者まで広げたことにより、潜在的

有資格者等の再就業のみならず離転職者の介護分野への再就職
の促進も図られた。

その他
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（１１）認知症ケアに携わる人材育成事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 認知症ケアに携わる人材育成事業 【総事業費】
6,540千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 徳島県等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、介護サ－ビス
介護ニーズ 事業所等において、認知症ケアに携わる人材を育成する必要がある。

アウトカム指標： 認知症ケアに携わる人材の育成

事業の内容 ○ 認知症の方やその家族を支える介護人材等の確保，養成につな
（当初計画） がる研修等の実施

○ 認知症介護公開講座の実施
○ 専門的口腔ケアの研修実施
○ 利用者特性の知識修得等のための研修実施
○ 認知症介護に関する専門研修への派遣支援
○ 認知症サポート医養成のための研修実施等
○ 介護サービス事業所等の管理者，専門職員に対する

研修実施
○ 在宅ケア従事者への運動方法等の実技指導
○ 認知症予防対策講演会の実施等

アウトプット指標 １ 認知症の方の介護や，家族の支援を担う人材の育成等
（当初の目標値） ２ 認知症介護の意義と重要性の理解促進

３ 専門的口腔ケアの可能な歯科医師・歯科衛生士の養成
４ 事業所管理者研修受講者 ８０人等
５ 認知症介護指導者への研修 １人等
６ 認知症サポート医養成 ７人等
７ 介護サービス事業所等の管理者や専門職のスキルアップ
８ 前向きなリハビリテーション，実践力の普及
９ 認知症予防の指導人材育成等

アウトプット指標 １ 知症カフェの設置 県内２２ヵ所
（達成値） ２ 認知症介護公開講座の実施 １回

３ 認知症サポート医養成 ６名、
４ かかりつけ医認知症対応力向上研修参加 １４９名、
５ 認知症サポート医フォローアップ研修参加 ２１名
６ 介護サービス事業所等の管理者や専門職

のスキルアップ
７ 地域リハビリテーション講座 ６５名
８ 認知症予防を実践できる人材育成 ３４０名

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：認知症ケアに係る研修の
性 実施

観察できなかった
観察できた → 指標：認知症ケアに携わる者を対象と

した研修等に581人が参加した。

（１）事業の有効性
認知症カフェの設置により、認知症の方の介護や，家族の支
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援を担う人材の育成等に資することが出来た。
専門的口腔ケアの可能な医師や認知症サポ－ト医等の研修等

の実施により認知症ケアの向上が図られた。

（２）事業の効率性
県が認知症カフェ立ち上げの支援を行うことで、県全域に効

率的に設置できた。
また、専門的口腔ケアなどの研修を、関係機関と連携して行

うことで効率的に実施できた。

その他
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（１２）地域包括支援センタ－機能強化事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 地域包括支援センタ－機能強化事業 【総事業費】
1,357千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 徳島県

事業の期間 平成２７年７月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ ２０２０年の地域包括ケアシステムの構築のため、地域包括支援
介護ニーズ センタ－の機能を強化する必要がある。

アウトカム指標： 地域包括支援センタ－の機能強化

事業の内容 ○ 地域ケア会議に、広域支援員、専門職を派遣し、普及・定着及
（当初計画） び充実を図る。

○ 生活支援コーディネーターの養成研修を実施し、平成２９年度
末までに、全市町村に生活支援コーディネーターを配置する。

○ 地域包括支援センター連絡会議を開催し、地域包括支援センタ
ーの機能強化を図る。

○ モデル地区を選定し，先行的にシステムを構築する。

アウトプット指標 １ 広域支援員派遣、専門職派遣
（当初の目標値） ２ 生活支援コーディネーター養成研修

３ 地域包括ケア研修
４ モデル地区選定

アウトプット指標 １ 広域支援員派遣 １回，専門職派遣 ４回
（達成値） ２ 生活支援コーディネーター養成研修参加者数 １１９名

３ 地域包括ケア研修参加者数 １９９名
４ モデル地区 ２町選定

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：地域包括支援センタ－の
性 機能強化

観察できなかった
観察できた → 指標：地域ケア会議に専門職員を５回

派遣するとともに、地域ケア研
修等に318人が参加した。

（１）事業の有効性
地域ケア会議への専門職員の派遣や生活支援コーディネータ

ーを養成へ向けた研修の実施、さらには「地域包括支援センタ
ー」機能強化を図るために関係団体と連携して職員研修を開催
するなど、地域包括ケアシステムの構築に向け資することがで
きた。

（２）事業の効率性
地域ケア会議に、市町村では確保が困難な広域支援員や専門

職を県が派遣することにより、効率的な事業実施に繋がった。
生活支援コーディネーター養成研修は、市町村等の関係者も

含めて効率的に実施した。
モデル地区でのプロセスを他の市町村と共有することで，地

域包括ケアシステム構築へ向け効率化が図られた。
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その他
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（１３）権利擁護人材育成事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 権利擁護人材育成事業 【総事業費】
4,780千円

事業の対象となる区域 東部・南部・西部

事業の実施主体 市町村、社会福祉法人

事業の期間 平成２７年７月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 認知症高齢者の権利擁護のため、成年後見制度の利用に至るまで
介護ニーズ の支援を行う人材を育成する必要がある。

アウトカム指標：権利擁護人材の育成

事業の内容 認知症高齢者の権利擁護体制の確立のため、権利擁護センターを
（当初計画） 設置するとともに、それを担う人材を育成する。

アウトプット指標 １ 県権利擁護センターの相談・申立て支援件数１００件
（当初の目標値） ２ 研修参加者３００名

アウトプット指標 １ 県権利擁護センタ－の相談、申立て支援件数 １３０件
（達成値） ２ 研修会等の参加者数 ３１３人

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：権利擁護人材の育成
性

観察できなかった
観察できた → 指標：権利擁護センタ－への相談等が

130件寄せられたほか、研修会
に313名が参加した。

（１）事業の有効性
研修を受けた者が経験を積み、生活支援員や市民後見人とし

て活動することで、権利擁護を普及し、制度の利用が進むこと
が期待できる。
また、権利擁護センターを設置することにより、権利擁護体

制が確立し、成年後見制度の「利用に至る前」から利用者のニ
ーズに沿った支援が図られた。

（２）事業の効率性
権利擁護センターを設置することにより、権利擁護人材の育

成や権利擁護･成年後見制度の相談・申立て支援等を効率的に
推進できた。

その他
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（１４）介護予防推進リ－ダ－研修事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 介護予防推進リ－ダ－研修事業 【総事業費】
3,250千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 公益社団法人等

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 地域包括ケアシステムの構築に向け、介護予防の推進に資する指
介護ニーズ 導者を育成必要がある。

アウトカム指標：介護予防推進リ－ダ－の育成

事業の内容 ○ 研修会（計３回）を開催し，高齢者の自立した生活の再建を目
（当初計画） 指す考え方等を普及啓発できるリーダーを育成する。

○ 市町村の介護予防事業に積極的に関わり，適切な評価や効果的
な運動指導，生活上のアドバイス等を行うことができるリハビリ
テーション専門職を年間２００名育成する。

○ 研修会（計３回）を開催し，生きがいある生活行為推進指導者
を年６０名程度育成する。

アウトプット指標 １ 地域包括ケア推進リーダー研修会
（当初の目標値） ２ 介護予防推進リーダー研修会

３ 生きがいある生活行為推進指導者育成事業

アウトプット指標 １ 地域包括ケア推進リーダー研修参加者数１２４名
（達成値） ２ 介護予防推進リーダー研修参加者数７０名

３ 生きがいある生活行為推進指導者育成研修参加者数８０名

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：介護予防推進リ－ダ－の
性 育成

観察できなかった
観察できた → 指標：介護予防推進リ－ダ－の育成を

目的とした研修に274人が参加
した。

（１）事業の有効性
各研修の実施により、介護予防の推進に資する指導者として

必要な資質の向上が図られた。

（２）事業の効率性
関係団体を通じて行うことにより、効率的に事業を施するこ

とができた。

その他
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（１５）新人介護職員育成における制度構築及び実践研修事業

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業

事業名 新人介護職員育成における制度構築及び実践 【総事業費】
研修事業 430千円

事業の対象となる区域 東部･南部･西部

事業の実施主体 民間団体

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月
■継続 ／ □終了

背景にある医療・ 介護人材の確保と介護サ－ビスの質の向上のため、新人介護職員の
介護ニーズ 早期離職防止と定着促進を図る必要がある。

アウトカム指標：新人介護職員に係るエルダー，メンター等の養成

事業の内容 介護施設・介護事業者の新人育成のための制度構築及び制度実施
（当初計画） に係る研修を行う。

アウトプット指標 ○ 新人介護職員に対するエルダー，メンター等の養成研修８０名
（当初の目標値）

アウトプット指標 ○ 新人介護職員に対するエルダー，メンター等の養成研修７５名
（達成値）

事業の有効性・効率 事業終了後１年以内のアウトカム指標：新人介護職員に係るエルダ
性 ー，メンター等の養成

観察できなかった
観察できた → 指標：新人介護職員に対するエルダー，

メンター等の養成を目的とした研
修に７５人が参加した。

（１）事業の有効性
県内の介護施設等での新人介護職員に対する指導能力の向上

が図られた。

（２）事業の効率性
関係団体を通じて行うことにより、効率的に事業を実施する

ことができた。

その他
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（66） 看護職員高度人材育成研修推進事業 ・・・ ７４

（67） 専門・認定看護師等養成支援事業 ・・・ ７５

（68） 医療勤務環境改善支援センター事業 ・・・ ７６

（69） 医師事務作業補助者等配置支援事業 ・・・ ７７

（70） 勤務環境改善のための看護補助者導入

支援事業 ・・・ ７８

（71） 協力医療機関への転院搬送補助事業 ・・・ ７９

（72） 地域感染ネットワークを活用した感染

専門医療従事者養成事業 ・・・ ８０

（73） 感染制御啓発・多業種人材育成事業 ・・・ ８１
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１．事後評価のプロセス

（１）「事後評価の方法」の実行の有無

■行った

（実施状況）

・平成２７年１２月３日 徳島県地域医療総合対策協議会において協議

・平成２８年９月６日 徳島県地域医療総合対策協議会において協議

□行わなかった

（理由）

（２）審議会等で指摘された主な内容

徳島県地域医療総合対策協議会で指摘された主な内容

・指摘事項なし。
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２．目標の達成状況

■徳島県全体（目標）

① 徳島県の医療の総合的な確保に関する目標

本県においては、医療施設に従事する医師の約７５％が東部地域に集中す

るいわゆる「医師の地域偏在」が顕著であり、地域における医師不足対策を

はじめとした、医療人材、医療機能の確保・充実が急務となっています。

このため、県下全域の保健医療支援機能の充実・強化など、広域的・総合

的な支援体制を強化するため、東部圏域とその他圏域との連携を十分に図り、

地域の保健医療資源の効率的な活用と適正配置を進めることを目標としてい

ます。

・ 医師の配置調整実績 ２０名

・ 地域（市町村圏域、郡市医師会圏域）において、在宅医療・介護連携の

中心となる「在宅医療地域リーダー」の養成 ７０名

・ 退院支援ルールの策定

・ 医療勤務環境改善支援センターの設置

・ 訪問看護支援センターの設置

・ 看護職員の高度人材育成推進検討会の開催

・ 医療人材育成機関認証制度の創設

・ 周術期口腔管理連携事業実施病院整備 ２箇所

・ 在宅歯科医療連携室の整備 ３箇所

・ 特定診療科キャリア形成育成システムの構築（小児科等）

・ 女性医療従事者のための相談窓口を設置 相談件数 ３件

・ マイナンバー制度等も視野に入れた汎用性のある次世代地域医療情報連

携システム体制の構築

□徳島県全体（達成状況）

【継続中（平成２６，２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

・ 医師の配置調整実績は２２人となった。（平成２６年度末）

・ 「在宅医療地域リーダー」を養成した。（７５名）

・ 退院支援ルールを策定した。

・ 医療勤務環境改善支援センターを設置した。

・ 訪問看護支援センターを設置した。（１カ所）

・ 看護職員の高度人材育成推進検討会を開催した。
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・ 医療人材育成機関認証制度を創設した。

・ 歯科標榜のない病院で周術期口腔管理事業を展開した。（２箇所）

・ 在宅歯科医療連携室の整備

１箇所（東部医療圏）→３箇所（西部・南部医療圏に設置）

・ 診療科偏在（小児科・産科婦人科）の緩和に向け、若手医師のキャリア

形成支援者を配置し相談対応、個別プログラムを作成した他、キャリア形

成に資する研修会等を実施した。

・ 女性医療従事者のための相談窓口を設置した。相談件数は２５件。

・ 徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取

り組むこととする。
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■東部（目標と計画期間）

① 東部の医療の総合的な確保に関する目標

東部圏域は、医療施設従事医師の約７５％が集中しているものの、政策医

療や高度医療の拠点として県内の医療ニーズに完全に対応できているとは言

えず、また、地域医療の拠点として他の地域を支援することが求められてい

ますが、県全体に必要な医師や看護師等を供給できるだけの医療従事者養成

・確保機能も不十分であるなどの課題があります。

これらの解消を図るため、地域医療の拠点としての機能を充実強化すると

同時に、医師確保や多職種連携、ＩＣＴ利用による他圏域への支援などによ

り、医療資源を効率的に活用することを目指します。

・ 在宅推進医師確保等支援センターの設置準備

・ ドクターバンク強化システムの構築に着手

・ 女性医療従事者への支援体制の構築に着手

・ マイナンバー制度等も視野に入れた汎用性のある次世代地域医療情報連

携システム体制の構築

② 計画期間

平成26年度～平成30年度

□東部（達成状況）

【継続中（平成２６，２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

・ 在宅推進医師確保等支援センターの設置準備を行った。

・ ドクターバンク強化システムを構築した。

・ 女性医療従事者のための相談窓口を設置するなど、女性医療従事者への

支援体制を構築した。相談件数は２５件。

・ 徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取

り組むこととする。
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■南部（目標と計画期間）

① 南部の医療の総合的な確保に関する目標

南部圏域は、県内でもいち早く高齢化が進行している地域を抱えており、

広い圏域内に集落が点在している上、交通網の整備も不十分で、医療資源が

乏しいことに加え、圏域内での医療資源の偏在が強く見られます。また、隣

接する東部圏域における医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深

刻な地域となっています。例えば、南部地域全体では無医地区が９地区存在

し、へき地医療をはじめ医療提供体制の確保が課題となっています。

このため、多職種連携を進めるとともにＩＣＴを活用した遠隔支援体制の

拡充や病床機能の再編などにより、効率的に医療資源を活用し、地域完結型

医療提供体制の構築を目指します。

・ ナースセンターのサテライト展開 １箇所

・ 訪問看護ステーションサテライトのモデル設置準備

・ 在宅歯科医療連携室の設置 １箇所

・ マイナンバー制度等も視野に入れた汎用性のある次世代地域医療情報連

携システム体制の構築

② 計画期間

平成26年度～平成30年度

□南部（達成状況）

【継続中（平成２６，２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

・ 県南部においてナースセンターのサテライト展開を実施し、復職支援等

を行った。（１箇所）

・ 訪問看護ステーションサテライトのモデル設置に向けた準備等を実施し

た。

・ 在宅歯科医療連携室の整備 ０箇所→１箇所（南部医療圏に設置）

・ 徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取

り組むこととする。
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■西部（目標と計画期間）

① 西部の医療の総合的な確保に関する目標

西部圏域は、圏域全体に高齢化が進行しています。南部圏域同様、隣接す

る東部圏域における医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な

地域となっています。例えば、西部Ⅱ医療圏（１．５次）には分娩を取り扱

う医療機関がなく、隣接の西部Ⅰ医療圏まで通院する必要があるなど、地域

において必要とされる一般的・標準的な医療提供体制を確保することが課題

となっています。また、医師の高齢化も問題となっており、後継者不足から

開業医が廃業するなど、医療資源の不足が深刻化しています。

このため、圏域内の医療機関間の役割分担と医師派遣などの相互協力体制

の整備、ＩＣＴを活用した連携などにより、効率的な医療資源の活用を目指

します。

・ ナースセンターのサテライト展開 １箇所

・ 在宅歯科医療連携室の設置 １箇所

・ ICTを活用した医療・介護情報の共有化準備

・ マイナンバー制度等も視野に入れた汎用性のある次世代地域医療情報連

携システム体制の構築

② 計画期間

平成26年度～平成30年度

□西部（達成状況）

【継続中（平成２６，２７年度の状況）】

１）目標の達成状況

・ 県西部においてナースセンターのサテライト展開を実施し、復職支援等

を行った。（１箇所）

・ 在宅歯科医療連携室の整備 ０箇所→１箇所（西部医療圏に設置）

・ 共有化システムの内容を決定し，システムの運用を開始した。

・ 徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。

２）見解

おおむね計画通りに進んでおり、翌年度以降も、引き続き計画に基づき取

り組むこととする。



- 7 -

３．事業の実施状況

（１）ICT地域医療・介護連携推進支援事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 ICT地域医療・介護連携推進支援事業 【総事業費】

4,000千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○郡市医師会の支援体制の構築

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○協力団体と郡市間の情報交換及び活動状況の把握が可能な基礎シ

ステムを構築した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 県内の在宅医療に関するデータを収集・分析し，郡市医師会

と情報共有を行うことで，地域の在宅医療体制構築を支援する

体制が整い始めた。

（２）事業の効率性

基礎システムの構築により，移動を伴わずに会議等に参加で

き，連携活動の効率化が図られた。

その他
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（２）地域医療情報ネットワーク端末事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 地域医療情報ネットワーク端末事業 【総事業費】

4,500千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○ネットワーク接続端末の導入

○地域医療連携医療機関の増加 62機関→100機関(H28年度)

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○ネットワーク接続端末の導入により，地域医療連携医療機関が増

加した（62機関→81機関）。

平成27年度においては，

○ネットワーク接続端末の導入により，地域医療連携医療機関が増

加した（81機関→85機関）。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 地域完結型医療提供体制の構築に向け，中核病院・診療所間

の医療情報連携が進展した。

（２）事業の効率性

端末導入とネットワーク接続により中核病院との迅速な情報

のやり取りが可能になった。

その他
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（３）脳卒中急性期遠隔診断支援システム整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 脳卒中急性期遠隔診断支援システム整備事業 【総事業費】

2,880千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○ネットワーク設備導入 １箇所

○脳卒中遠隔診断支援件数増加 １２０件→２４０件（H28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○ネットワークシステム設備を導入する準備がされた。

平成27年度においては，

○徳島大学病院にネットワークシステム設備を導入し、遠隔診断支

援が開始された。

○脳卒中遠隔診断支援件数 ３１５件（H27年度）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医療過疎地域に対して，診療支援を実施し，専門領域以外の

疾患に関して専門医に即座にコンサルタントできることで担当

医の負担軽減と医療レベル向上の促進が図られる。

（２）事業の効率性

既に実績を上げているK-Supportを拡張することにより，効

率的な執行が図られる。

その他
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（４）遠隔画像診断システム整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 遠隔画像診断システム整備事業 【総事業費】

40,000千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○ネットワーク設備導入 ３施設→９施設

○遠隔画像診断件数増加 ２，３８２件→７，１４６件（H28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○遠隔画像診断システム設備を整備する準備がされた。

○医療機関に対してネットワーク設備を導入した。

（設備導入済医療機関数：11医療機関 H28.3時点）

平成27年度においては，

○遠隔画像診断件数 ８，３９５件（H27年度）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 放射線科の読影医がいない施設に対して遠隔画像診断サービ

スを提供できる。

（２）事業の効率性

読影診断の迅速化，勤務読影医の業務負担の軽減，子育て中

の医師に対する在宅での画像診断業務機会の提供が図られる。

その他
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（５）地域医療情報連携システム構築事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 地域医療情報連携システム構築事業 【総事業費】

483,000千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○地域医療情報連携システム体制の構築

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○徳島県地域医療総合情報連携システム検討会を行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 平成27年度以降，地域医療連携システムを整備するための体

制が整い始めた。

（２）事業の効率性

地域医療連携システム整備における，課題解決への統一的な

活動が可能となった。

その他
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（６）口腔ケア連携事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

事業名 口腔ケア連携事業 【総事業費】

22,360千円

事業の対象 東部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○周術期口腔管理連携に係る人材育成の研修の実施 １回

○周術期口腔管理連携事業実施病院数 ２箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○歯科標榜のない病院での口腔ケア連携事業及び周術期口腔管理事

業を展開した。

歯科医師，歯科衛生士を対象とした研修会等：7回

周術期口腔管理連携事業実施病院：2箇所

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 歯科標榜のない病院での口腔ケア及び職員等に対する研修な

どを実施することにより，質の高い医療の提供するとともに，

医科歯科連携の推進が図られた。

（２）事業の効率性

スタッフのレベルアップを図ることから，歯科を併設してい

ない病院における口腔ケアの取組について効率的に波及すると

ともに，今後の医科歯科連携がさらに推進される。

その他
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（７）訪問看護推進事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 訪問看護推進事業 【総事業費】

1,633千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了 ※平成２７年度は訪問看護体制支援事業に統合

事業の目標 ○研修実施回数１回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修を実施し

た。（１回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医療機関の看護師と訪問看護事業所の看護師が研修・交流を

通じて相互の看護の現状・課題・専門性を理解し，知識を深め

ることができたと考えている。

（２）事業の効率性

合同研修の実施により，相互研修の実施が効率的に行われた。

その他
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（８）在宅歯科医療連携室整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅歯科医療連携室整備事業 【総事業費】

4,058千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 7,500部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 70件（県全域）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 5,464部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 58件（県全域）
相談・問い合わせ件数 68件

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 在宅歯科医療連携室だよりを配布することにより，在宅歯科

医療に関する広報活動を行い，県民の方の在宅歯科医療への理

解を深められた。

県民の方からの訪問歯科診療の依頼を受け，連携している歯

科診療所への情報提供を行う体制が整い始めた。

（２）事業の効率性

訪問歯科診療の依頼を受ける窓口を設置することで，県民の

方からの依頼に対応可能な診療所を紹介できるようになっ

た。

その他
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（９）ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 ICT在宅医療拠点基盤整備モデル事業 【総事業費】

2,003千円

事業の対象 西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○ ICT を活用した医療・介護情報の共有化システムについて医療
・介護・行政の協議会を設置し，システムの内容について決定す

る。

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○共有化システムについての課題抽出及び情報共有のために，医療

・介護・行政の協議会（ICTを活用した医療・介護情報共有化検

討委員会）を設置し，システム内容について協議を行った。

平成27年度においては，

○共有化システムの内容を決定し，システムの運用を開始した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 協議会の開催により，医療ニーズと介護ニーズをもつ高齢者

等の在宅療養患者に関する課題を検討する体制を構築し始め

た。

（２）事業の効率性

協議会を開催することで，各職種が発見した課題等の迅速な

共有が図られる体制が整い始めた。

その他
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（１０）在宅医療機器等整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅医療機器等整備事業 【総事業費】

98,250千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数

３０機関

○ ICTを活用した在宅医療・介護連携システムを導入する地域
1箇所 → 3箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数

３７機関

平成27年度においては，

○在宅医療の質の向上に資する機器を整備した医療機関等の数は，

２５機関となった。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 事業対象３地域において，在宅医療機器を整備することで，

在宅医療の質の向上が促進した。

（２）事業の効率性

必要になると予想される在宅医療機器を予め整備しておくこ

とで，診療をスムーズに続けられる体制が整い始めた。

その他
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（１１）在宅医療・介護コーディネート事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅医療・介護コーディネート事業 【総事業費】

6,354千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○退院支援ルールの策定 （徳島保健所管内）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○徳島保健所管内で使用する退院支援ルールを策定し，更に退院支

援の手引きの作成等も行った。

平成27年度においては、

○徳島保健所管内で運用する退院支援ルールの改定・運用を行っ

た。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 徳島保健所館内で退院支援ルールが運用されることにより、

在宅復帰する患者の退院調整漏れを未然に防ぐことができ、在

宅医療と介護の切れ目のない連携体制の構築につながる。

（２）事業の効率性

徳島保健所館内で退院支援ルールが運用されることにより、

在宅復帰する患者の退院調整漏れを未然に防ぐことができ、退

院患者に必要な医療・介護ケアを提供できる体制が構築されは

じめた。

その他
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（１２）難病患者在宅医療推進ネットワーク事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 難病患者在宅医療推進ネットワーク事業 【総事業費】

3,593千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○拠点病院・協力病院・かかりつけ医連携件数

※ H26 実施の実態調査結果をベースラインとし，連携件数を
増加させる。

○福祉サービス・支援機器コーディネーターの相談支援件数

※ H26の実績をベースに，相談支援件数を増加させる。

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○管内関係機関と事業内容，事業実施に伴う協力についての合意を

図った。（拠点病院・協力病院・かかりつけ医連携件数及び福祉

サービス・支援機器コーディネーター相談支援件数のH26実績に

ついては，H27に調査・集計を行う。）

平成27年度においては、

○関係機関を対象とした連携に係る実態調査と難病患者ニーズ

調査を行い，在宅療養の課題について明らかにし，管内の関

係者が一堂に会する会議等において，共通理解を図った。

○在宅療養に関わる関係職員のスキルアップを目指し，研修会

を実施した。

○ニーズ調査や申請時にコーディネーターによる相談を71件（H26

年度は0件）行った。

○拠点病院・協力病院・かかりつけ医連携件数は，592件（H26年度

は579件）となった。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 実態調査等の実施により，在宅療養の現状や課題について明

らかにすることができた。また，会議等により課題について共
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通理解を図ることができた。

（２）事業の効率性

会議等で管内の関係者が一堂に会することで，顔の見える関

係づくりにつながり，効率的な在宅療養支援体制が整い始めた。

その他
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（１３）在宅医療提供体制整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅医療提供体制整備事業 【総事業費】

1,770千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○在宅医療・介護推進協議会の設置

○地域リーダーの養成 ７０名

○次年度以降の在宅医療連携拠点の整備 7箇所 → 9箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅医療・介護推進協議会を設置し，計３回の会合を行った。

○地域リーダーを養成した。（７５名）

平成27年度においては，

○在宅医療連携拠点の整備が県内 9箇所で完了。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 県内全域で質の高い在宅医療・介護が受けられる環境を整え

るための将来の方向性を検討する体制が整い始めた。

（２）事業の効率性

各地域で個別に在宅医療・介護に関する課題解決の方法を探

るのではなく，県内において情報共有する体制が構築されるこ

とで，迅速に課題解決が図られる。

その他
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（１４）訪問看護提供体制整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 訪問看護提供体制整備事業 【総事業費】

4,282千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

※ 平成２８年度は訪問看護体制支援事業に統合

事業の目標 ○訪問看護推進検討会の開催１回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○ 徳島県訪問看護推進検討会を設置し，徳島県における訪問看護

の提供体制のあり方について検討を行った。（１回）

平成27年度においては，

○徳島県の在宅看護体制を整備する方策検討のための基礎資料を作

成し，徳島県内の訪問看護体制の実際を明らかにした。（２回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 訪問看護の提供体制の実態を把握し，課題を明確にすること

で，戦略的に訪問看護提供体制の充実を図る。

（２）事業の効率性

看護分野における統計解析に関する専門スタッフを有する徳

島大学に委託することで，本調査業務を効率的に遂行した。

その他
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（１５）在宅推進医師確保等支援センター設置事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 在宅推進医師確保等支援センター設置事業 【総事業費】

472,000千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○在宅推進医師確保等支援センター設置に向けた工事着手

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅推進医師確保等支援センター設置に向けた工事に着手した。

平成27年度においては，

○在宅推進医師確保等支援センターが完成した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 本事業の実施により，在宅医療推進や医師の確保等を行うた

めのセンター設置に向けた工事が着手され，平成２８年３月設

置にむけて着実な進捗が図られた。

（２）事業の効率性

在宅医療を行う医師のための相談窓口や情報提供機能，女性

医師のための相談窓口，へき地等医療機関への医師情報提供機

能などの拠点機能を持つことにより，事業を総合的，効率的に

行うことができると考えている。

その他
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（１６）在宅リハビリテーション体制構築事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅リハビリテーション体制構築事業 【総事業費】

2,100千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○在宅リハビリの実態調査の実施

○リハビリ専門職と医師，行政との意見交換の場の開催 1回以上

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅リハビリの実態調査を実施した。（在宅リハビリテーション

に従事する療法士（138人）に対してアンケート調査を行った。

○リハビリ専門職と医師，行政との意見交換の場を開催した。

（医療介護総合確保法に基づく徳島県計画「在宅リハビリテーシ

ョン体制構築事業」キックオフミーティングの開催。）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 アンケートの実施により，在宅リハビリテーションが内包し

ている課題（事業所の不足，療法士の巧拙等）を把握すること

ができた。

ミーティングの開催により，関連職種連携の必要性が確認で

きた。

（２）事業の効率性

在宅リハビリテーション体制構築に向けて，必要な研修の方

向性が決められた。

その他



- 24 -

（１７）在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業 【総事業費】

96,300千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○研修会の開催件数 75 回
○研修の参加者数 のべ 6,700 人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○77回の研修を行った。

○研修の参加者数は，のべ 7,037人

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 在宅医療に必要な疾病予防，介護，看取り等の問題について，

多職種と連携し適切な対応が可能な医師の養成体制が整い始め

た。

（２）事業の効率性

多職種と接触できる機会を多数設けることで，自然と調整能

力が醸成される。

その他
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（１８）訪問看護師等人材育成事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 訪問看護師等人材育成事業 【総事業費】

2,283千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了 ※平成２７年度は訪問看護体制支援事業に統合

事業の目標 ○訪問看護人材育成検討会１回

○訪問看護ステーションサテライトのモデル設置準備

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○訪問看護人材育成検討会（新卒者等訪問看護師育成プログラム検

討会）を開催した。（１回）

○訪問看護ステーションサテライトのモデル設置に向けた準備等を

実施した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，訪問看護ステーションにおける人材育

成の重要性が共通認識された。

（２）事業の効率性

訪問看護事業所・行政・教育機関の関係者が一堂に会して検

討する場を設置することにより，訪問看護人材育成について効

率的に検討が行われた。

その他
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（１９）認知症ケアパス普及事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 認知症ケアパス普及事業 【総事業費】

1,900千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 （平成２６年度）

地域の医療・介護資源の把握・分析方法の検討

プレ調査

（平成２７年度）

地域の医療・介護資源の把握・分析結果の提供 ２４市町村

市町村における「認知症ケアパス」の検討 ２４市町村

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○介護支援専門員協会，行政，医療機関，地域包括支援センター，

居宅介護支援事業所，大学等による「認知症ケアパス普及事業プロ

ジェクトチーム」を設置し，地域の医療・介護資源の把握・分析方

法の検討し，調査項目等を決定した。

○平成27年度に実施予定の県全体での調査に先立ち，モデル地域に

おいてプレ調査を行い，地域の社会資源の活用状況や不足している

資源の調査を行った。

○認知症ケアパスを有効に活用し，適切なケアマネジメントを行う

ことができるよう，アセスメントのための面接技術を高める研修を

実施し，ケアマネジャー１４８名が受講した。

平成27年度においては

○昨年度設置したチームにより、「認知症の人を支える」地域の社

会資源の把握・分析のため、介護支援専門員が担当する在宅の認知

症高齢者の実際の生活実態や社会資源利用状況について調査を実施

した。

結果から、県内においても全国と同様に老々介護の現状や家族負
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担、インフォーマルサービスの活用の低さ等の現状が明らかとなり、

早期からの支援体制の検討やインフォーマルサービスの充実や仕組

みづくり、ケアマネジメント力の強化等が課題として挙がり、今後

の支援を検討する基礎資料として、県内２４市町村への結果を提供

し、２４市町村において、認知症ケアパス策定に向けて検討が行わ

れた。

○また、調査結果からみえるケアマネジメント課題の検討を行い、

認知症の人に対するケアマネジメント力強化のための研修会を実施

した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 認知症の人や家族に対する実際のケアマネジメントの現状や

傾向が把握されることにより、地域の実情に合った有効性の高

い認知症ケアパスを作成し、確立されることで、認知症の人に

対するケアマネジメントを含めた支援力の向上に繋がる。

（２）事業の効率性

認知症ケアパスの策定に必要な調査を県全体で行うことによ

り、各市町村で調査するよりも経費を削減することができる。

また、県全体の調査を元にケアパスを策定することで、市町

村間での資源の共同利用など、効率的な社会資源の整備、活用

に繋がり、県全体における認知症施策が推進される。

その他
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（２０）訪問看護体制支援事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 訪問看護体制支援事業 【総事業費】

25,000千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○訪問看護支援センターの設置 １箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○訪問看護支援センター設置準備を行った。

平成27年度においては，

○訪問看護支援センターを設置した。（１カ所）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 訪問看護を提供するための支援体制が整い始めた。

（２）事業の効率性

訪問看護支援センター設置により，訪問看護ステーションと

の連携が効率的に行われる。

その他
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（２１）医療依存度の高い患者（児）等の在宅療養支援体制づくり事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 医療依存度の高い患者（児）等の在宅療養支 【総事業費】

援体制づくり事業 2,781千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了 ※平成２７年度は訪問看護体制支援事業に統合

事業の目標 ○関係機関との連携回数 ３回

○研修会開催回数 １回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○関係機関との連携回数 ３回（事例検討会開催等）

○退院支援等に関する教育研修を行った。（１回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 事例検討会の開催等により，多職種が連携する意義を共有し

た。

（２）事業の効率性

多職種が一堂に会することにより，地域の在宅医療の課題に

ついての共有が効率的に行われた。

その他
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（２２）精神障がい者地域支援システム構築事業

事業の区分 ２.居宅における医療の提供に関する事業

事業名 精神障がい者地域支援システム構築事業 【総事業費】

1,184千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○個別支援に関わった関係機関数 ７機関

○事例検討会及び研修会に参加した関係機関数 １８機関

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○事例検討会及び研修会に関係機関が参加し，精神障がい者地域支

援について取り組むための理解を深めた。（２５機関）

平成27年度においては,

○個別支援のための訪問支援チームを，４チーム設置し多機関・多

職種による支援を行った。（１６機関）

○多職種による訪問支援の意義や具体的方法を学ぶ事例検討会を開

催した。（３１機関）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし，本人の意向に即

して，充実した生活を送ることができるよう，多職種による訪

問支援等の専門的な支援を推進する。

（２）事業の効率性

事例検討会や研修会により，訪問支援について，関係者の理

解を深め，資質の向上を図った。

その他
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（２３）在宅歯科医療連携室設置事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 在宅歯科医療連携室設置事業 【総事業費】

9,001千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 在宅歯科医療連携室の整備

○ 1箇所（東部医療圏）→ 3箇所（西部・南部医療圏に設置）
○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 7,500部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 70件 （県全域）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○在宅歯科医療連携室を西部・南部医療圏へ設置。（計 3箇所）

○在宅歯科医療連携室だよりの配布部数 5,464部（県全域）
○訪問歯科診療依頼件数 58件（県全域）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 東部・西部・南部全ての地域から在宅歯科診療の要望を受け

付けられる体制が整った。

（２）事業の効率性

在宅歯科医療に係る情報共有が行われ，切れ目のないサービ

ス提供が可能になった。

その他
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（２４）訪問歯科医療機材整備事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 訪問歯科医療機材整備事業 【総事業費】

36,444千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○貸し出し用歯科診療機器の全郡市歯科医師会地域(10 地域)への
配置

○歯科診療機器の貸出による診療件数 2,250件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○貸し出し用歯科診療機器の全郡市歯科医師会地域(10 地域)への
配置が完了した。

○歯科診療機器の貸出しによる診療件数（2,420件）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 訪問歯科医療設備を配置することで，在宅歯科医療サービス

を県内各地で受けられる体制が構築できた。

（２）事業の効率性

在宅歯科医療の従事者の費用負担を軽減することにより，新

規参入者の促進に貢献できた。

その他
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（２５）県民に対する広報啓発事業

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 県民に対する広報啓発事業 【総事業費】

1,000千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○広報啓発実施回数 10回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○県下全域において以下の方法で県民への啓発を行った。

歯科関係イベント会場等での啓発：１１回

ポスター配布･掲示：県下歯科医院，各保健所，医療機関 等

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 この事業により，県民自らが「日常生活における歯と口の健

康づくりや予防が全身の健康の保持増進に重要な役割を果たす

こと」に関心を寄せ，歯科健診の受診や日常の口腔ケアへの取

り組みが少なからず実践されることにより，県民の口腔環境改

善が進んだと思われる。

（２）事業の効率性

県民の多く集まる会場での資材配布や，車両への資材貼付に

による啓発などにより，県下全域各地域において県民への啓発

が効率的に行われた。

その他
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（２６）薬局・薬剤師の在宅対応に係る体制整備等推進事業

事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 薬局・薬剤師の在宅対応に係る体制整備等推 【総事業費】

進事業 22,033千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○実施事業件数５件

事業の達成 平成２６年度においては，

状況 〇実施事業件数 ４件

薬局・薬剤師を対象に研修会を実施。（１件）

研修用機材，在宅医療用設備の１／２補助を実施（３件）

平成２７年度においては，

○実施事業件数 ３件

在宅医療用設備の１／２補助を実施（１件）

薬局・薬剤師を対象に研修会を実施（２件）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 訪問看護師，介護支援専門員，医師を講師とし，薬剤師の資

質向上に向けた研修事業の実施により，多職種連携が促進され

た。

（２）事業の効率性

地域で共同利用できる在宅医療設備補助及び研修用機材等の

整備により，在宅医療に係る体制整備が図られた。

その他
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（２７）地域医療支援センター運営事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 地域医療支援センター運営事業 【総事業費】

38,993千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○医師の配置調整実績 Ｈ２６年度末：２０人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○医師の配置調整実績 ２２人

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 地域医療を担う医師の「キャリア形成」支援や「医師の配置

調整」などの取組を通じ，地域医療を担う医師の育成・確保が

図られ，地域医療の安定的な確保に寄与した。

（２）事業の効率性

地域医療を担う医師の「キャリア形成」や「医師の配置調整」

などに，総合的に取り組むことにより，効率的な医師確保対策

が図られた。

その他
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（２８）産科医等確保支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 産科医等確保支援事業 【総事業費】

60,230千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○分娩取扱医療機関：１７医療機関

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○分娩取扱医療機関：１７医療機関に補助を実施

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 地域でお産を支えている産科医，助産師の処遇を改善された。

（２）事業の効率性

地域でお産を支えている産科医の確保が図られた。

その他
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（２９）新生児医療担当医確保支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 新生児医療担当医確保支援事業 【総事業費】

900千円

事業の対象 徳島大学病院等

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○新生児医療担当手当支給回数 ６０回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○新生児医療担当手当支給回数 ７６回

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 過酷な勤務状況にある新生児医療担当医（新生児科医）の処

遇を改善された。

（２）事業の効率性

過酷な勤務状況にある新生児医療担当医（新生児科医）の確

保が図られた。

その他
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（３０）女性医師等就労支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 女性医師等就労支援事業 【総事業費】

1,903千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／■終了

事業の目標 ○女性医療従事者への支援体制の構築

○女性医師数の向上 ４９９人→５１９人（H28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○勤務先の照会依頼の相談が６件あり，うち４件で勤務先が決まっ

た。

○勤務先の医療機関の勤務状況についての相談が１件あり，担当理

事に報告・相談を行った。

平成27年度においては，

○厚労省から、徳島県における女性医師数が発表され、

499人→525人 に増加した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 女性医師の再就業を支援する場を提供することができる。

（２）事業の効率性

再就業を希望する女性医師への再就業医療機関情報等の提供

や復職研修を実施することで，ライフステージに応じた就労を

支援するとともに，徳島県の医療提供体制の確保を図ることが

できる。

その他
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（３１）新人看護職員研修事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 新人看護職員研修事業 【総事業費】

13,668千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○補助対象施設数 １５箇所

○研修会受講者数 ６００名

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○新人看護職員に対して研修を実施する病院等への補助を行った。

（１９箇所）

○研修責任者研修等を実施した。（延べ受講者数 ９７４名）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 新人看護職員の看護の質の向上及び，早期離職防止のための

体制が整い始めた。

（２）事業の効率性

合同研修の実施により，研修が効率的に行われた。

その他
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（３２）看護職員資質向上推進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員資質向上推進事業 【総事業費】

4,011千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了 ※平成２７年度は臨地実習指導体制強化事業，

看護師等養成所支援事業，就業支援体制強化事業に統合

事業の目標 ○実施回数

実習指導者講習会 １回

復職研修事業 １回

専任教員再教育研修 ３回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○実習指導者講習会，復職研修及び専任教員再教育研修を実施した。

実習指導者講習会 （１回）

復職研修 （１回）

専任教員再教育研修（３回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 実習指導者講習会，復職研修及び専任教員再教育研修の実施

により，看護職員の資質向上が図られたと考えている。

（２）事業の効率性

実務研修施設について，研修者の居住地等に配慮し決定する

ことにより，効率的に研修を実施できた。

その他
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（３３）看護師等養成所運営等事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護師等養成所運営等事業 【総事業費】

18,771千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○民間養成所 ２箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○民間養成所について，看護師等養成所運営に必要な経費を補助し

た。（２箇所）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 看護師等養成所運営に必要な経費を補助することにより，看

護職員の養成確保が図られたと考えている。

（２）事業の効率性

へき地加算により，へき地における看護職員確保が効率的に

実施できた。

その他



- 42 -

（３４）看護職員確保対策特別事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員確保対策特別事業 【総事業費】

5,284千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了 ※平成２７年度は看護職員確保対策事業に統合

事業の目標 ○研修会の開催 ２回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○「看護職に選ばれる施設づくり研修会」を開催した。（２回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 「看護職に選ばれる施設づくり研修会」の開催により，各施

設の魅力や強みを施設職員自らが見いだすきっかけづくりがで

きたと考えている。

（２）事業の効率性

県南部・西部において研修会を開催したことにより，看護職

員不足の深刻な地域に対して効率的に事業が実施できた。

その他
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（３５）病院内保育所運営事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 病院内保育所運営事業 【総事業費】

118,042千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○実施病院数 ５病院

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○病院内保育所を運営する病院に対して，運営に必要な経費を補助

した。（実施病院数 １２病院）

平成27年度においては，

○病院内保育所を運営する病院に対して，運営に必要な経費を補助

した。（実施病院数 １１病院）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 病院内保育所を運営する病院に対して，運営に必要な経費を

補助することにより，看護職員の離職防止と潜在看護職員の再

就業を促進した。

（２）事業の効率性

病院の負担能力に応じた補助額の配分により，効率的に補助

を実施した。

その他
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（３６）看護職員の就労環境改善事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員の就労環境改善事業 【総事業費】

6,243千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

※平成２７年度は看護職員勤務環境改善推進事業に統合

事業の目標 ○窓口相談件数 ５０件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○就労環境改善に関する医療機関及び看護職員への相談窓口を設置

するとともに，業務の効率化等に関する看護師長等への研修等を

行った。（相談件数：５０件）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 就労環境改善に関する医療機関及び看護職員への相談窓口を

設置するとともに，業務の効率化等に関する看護師長等への研

修等を行うことにより，看護職員の離職防止と確保定着を促進

した。

（２）事業の効率性

勤務環境改善推進委員会の開催により，事業の円滑な企画運

営がなされた。

その他
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（３７）小児救急医療体制整備事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 小児救急医療体制整備事業 【総事業費】

156,264千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○小児救急患者受入件数 １８，０００件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○小児救急患者の受入件数 １８，９６４件

平成27年度においては、

○小児救急患者の受入件数 １９，３１６件

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 小児救急医療体制整備事業を行ったことで，小児救急医療体

制の確保が図られたと考える。

（２）事業の効率性

地域ごとの体制整備を図ったことにより，県下全域で効率的

な体制確保が図られた。

その他
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（３８）小児救急電話相談事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 小児救急電話相談事業 【総事業費】

34,500千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○小児救急電話相談件数 ８，０００件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○小児救急電話相談件数 ８，１２３件

平成27年度においては，

○小児救急電話相談件数 ９，２２６件

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 毎日１８時から翌朝８時まで電話相談窓口を設置し，保護者

の育児不安の解消が図られたと考える。

（２）事業の効率性

専門業者に委託することにより，保護者に対して効率的な電

話相談を提供することができた。

その他
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（３９）ドクターバンク強化システム構築事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 ドクターバンク強化システム構築事業 【総事業費】

6,500千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○ドクターバンク強化システムの構築

○医師と医療機関とのマッチング増加 ０件→５０件※（H28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○ドクターバンク強化システムを構築した。（医療機関が求人情報

を登録できるようになり，それを医師が検索できるようになった。

また，医師が情報を登録し，それを医療機関が検索することがで

きるようになり，医師，医療機関の双方のニーズに応えられるよ

うになった。）

平成27年度においては，

○ドクターバンク強化システムにおける、基本情報管理システム及

びホームページ上でマッチングを行う医師の基本情報の管理シス

テムの構築を行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医療機関と医師の双方のニーズに応えることにより，迅速に

マッチングすることができ，有効な人材活用が可能となる。

（２）事業の効率性

広く情報収集・情報発信を行うことにより，きめ細やかな支

援が可能になり，医療提供体制を確保できる。

その他
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（４０）地域医療総合対策協議会

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 地域医療総合対策協議会 【総事業費】

4,995千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○年間開催回数 ３回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○「地域医療総合対策協議会」を３回開催し，地域における医療の

確保・充実について，検討・協議を行った。

平成27年度においては，

○「地域医療総合対策協議会」を開催し、地域における医療の確保

・充実について，検討・協議を行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 「地域医療総合対策協議会」を開催し，医師の養成・確保等

について検討・協議を行うことにより，地域医療体制を確保す

るために実効性のある各種施策の円滑かつ効率的な推進が図ら

れたと考える。

（２）事業の効率性

医療機関の機能分担と連携等について検討し，効率的な医療

提供体制の充実が図られた。

その他
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（４１）ICTを活用した遠隔カンファレンス支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 ICT を活用した遠隔カンファレンス支援事 【総事業費】

業 5,975千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○教育支援システム整備 ２箇所（H27年度）

○連携医療機関グループの増加 ０グループ→２グループ（H27年

度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○遠隔カンファレンスシステムの設備を導入する準備が行われた。

平成27年度においては、

○教育支援システム整備 ４箇所

○連携医療機関グループが０グループから２グループに増加した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 カンファレンスルームとスマートホン，タブレットを結ぶ相

互方向のカンファレンスシステムを導入することにより，イン

ターネット環境があれば，どこからでもカンファレンスに参加

できる。へき地診療所等にいる医師など，どこからでも，新た

な設備設置無しで安価に行え，大きな病院でのカンファレンス

に参加でき，最新の医学知識を得ることができ，へき地勤務で

もスキルアップが可能となる。

（２）事業の効率性

一度システムを導入すれば，維持費，メインテナンス費用は

必要なく，タブレットの通信費（１か月当たり１台１万円程度）

のみで運用可能である。

その他
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（４２）病理診断業務等支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 病理診断業務等支援事業 【総事業費】

11,817千円

事業の対象 東部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年８月２９日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○県立中央病院における病理標本のデータ化数（年間4,000件）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○県立中央病院における病理標本のデータ化数 0件／年

平成27年度においては，

○県立中央病院における病理標本のデータ化数 9,945件／年

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 病理標本をデータ処理できるバーチャルスライドシステムを

導入することなどにより，県内での確保が困難となっている病

理診断専門医が実施する診断業務やカンファレンスのほか，研

修医をはじめとする医師教育の効率化と充実や病院間の連携支

援体制の強化が図られた。

（２）事業の効率性

一般競争入札で機器の調達を行うことにより効率的な執行が

できたと思われる。

その他 平成２６年１２月２６日に器機の納品を完了し，調整期間を経た

後，３月から本格稼働させる予定であったが，電子カルテ等の接続

等，器機の微調整に予定以上の日数を要したため，平成２６年度中

の実績はゼロとなった。（H27から稼働）
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（４３）手術分野における先進医療技術研修促進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 手術分野における先進医療技術研修促進事業 【総事業費】

12,960千円

事業の対象 東部

となる区域

事業の期間 平成２６年５月３０日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○シミュレーターによる訓練回数 （年間200件）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○シミュレーターによる訓練回数 117件（H26.8.13 ～H27.3.31）

平成27年度においては，

○シミュレーターによる訓練回数 292件（H27.4.1 ～H28.3.31）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 手術支援ロボットの導入に時にスキルシミュレーターを整備

し，技術研修を行うことにより先進医療技術に対応した医師の

育成が図られた。

（２）事業の効率性

スキルシミュレーターのみを整備することにより効率的な執

行ができたと思われる。

その他 H26年度に導入したため，訓練回数は導入後の実績となっている。
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（４４）救急医療等「医療機関・従事者」対応能力向上事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 救急医療等「医療機関・従事者」対応能力向 【総事業費】

上事業 6,981千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○研修会，訓練実施回数 ３回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○県や徳島空港事務所と連携した訓練を実施し，参加した医療機関

の対応能力が向上した。（研修会，訓練実施回数 ３回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 各郡市医師会，各医療機関等の関係者が参加するようになり，

県全体で対応するという機運が上昇してきたと考える。

（２）事業の効率性

関係機関が同じ訓練に参加することにより，効率的な連携力

の強化，効果的な研修となった。

その他
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（４５）救急医療体制強化・充実事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 救急医療体制強化・充実事業 【総事業費】

2,643千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○医療従事者を対象とした研修会に参加した医師数 15人

○救急医療に関するフォーラム参加者数 300人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○救急病院に勤務している医療従事者を対象とした，JATECを開催

し，外傷患者対応が可能な医療従事者が増加した。(16人参加)

○救急医療に関するフォーラム等を開催し，救急医療に関する普及

啓発が図られた。(フォーラム参加者数 1,093人)

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 外傷患者対応を行うための研修会を開催することにより，対

応可能な医療従事者が，県内の救急病院に増加したと考える。

（２）事業の効率性

医師会を通じて研修会の案内をすることにより，効率的に救

急病院の医療従事者が参加した。

その他
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（４６）特定診療科におけるキャリア形成育成システム構築事業

事業の区分 ３.医療従事者の確保に関する事業

事業名 特定診療科におけるキャリア形成育成システ 【総事業費】

ム構築事業 19,800千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○特定診療科キャリア形成育成システムの構築

○特定診療科の病院勤務医数の増加(平成28年度末)

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○診療科偏在（小児科・産科婦人科）の緩和に向け，若手医師のキ

ャリア形成支援者を配置し相談対応，個別プログラムを作成した

他，キャリア形成に資する研修会等を実施した。

平成27年度においては，

○徳島大学の小児科入局者数：４名、産婦人科入局者数：５名

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 指導・調整役の支援者配置により，多様な要望を持つ若手医

師のキャリア形成に向けた相談対応が図られた。

（２）事業の効率性

講演会・研修会の実施により，勤務地にいながら先進的な臨

床の知識習得が可能となり若手医師の技術の向上，連携が図ら

れた。

その他
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（４７）胎児超音波精密スクリーニング体制確保・整備事業

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業

３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 胎児超音波精密スクリーニング体制確保・整 【総事業費】

備事業 31,500千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○研修受講者人数 延べ５０人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○徳島大学病院において，次の事業を実施した。

研修会の開催（６回・延べ１０７名）

県下の産婦人科医に対する胎児超音波精密スクリーニングeラー

ニング講座の開設

平成27年度においては，

○徳島大学病院において，次の事業を実施した。

専門機器の整備（１台）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 胎児超音波精密スクリーニングの普及啓発を行い、総合周産

期母子医療センターにおいて高度な専門機器を整備し、かかり

つけ医と連携のもと、活用を図ることで、県内の胎児超音波精

密スクリーニング体制の整備が進み、効果的な治療につなげる

ことができると考える。

（２）事業の効率性

総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰであり，教育的な医療機関である徳

島大学病院を支援することにより，効率的な執行が図られた。

その他
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（４８）救急医療体制支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 救急医療体制支援事業 【総事業費】

30,959千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○救急患者受入件数 １６，５００件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○各医療機関の救急搬送受入件数（合計１６，９８４件）

平成27年度においては，

○各医療機関の救急搬送受入件数（集計中※）

※補助申請医療機関のみの合計は，１５，８１４件

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 補助対象医療機関について，救急搬送受入が一定数を上回る

医療機関に限定することで，二次救急医療機関による救急搬送

受入件数の向上を図り，三次救急医療機関の負担軽減が図られ

たと考える。

（２）事業の効率性

二次救急医療機関の搬送受入件数に応じて補助を行うことに

より，患者の受入を円滑に進めるとともに，効率的に県内の救

急医療提供体制の維持・確保が図られた。

その他
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（４９）周産期・小児救急医療体制整備事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 周産期・小児救急医療体制整備事業 【総事業費】

800千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○周産期・小児救急医療関係者会議開催回数 ２回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○周産期・小児救急医療関係者会議を開催した。（２回）

○専門的で分かりやすい母子保健マニュアルを作成した。

平成27年度においては，

○周産期・小児救急医療関係者会議を開催した。（２回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 県内の小児救急を担う主要な医師が集まった会議を開催する

ことにより、各種の問題意識の共有を図ることができた。

（２）事業の効率性

会議が県内の主要な医師を押さえているため、そこでの決定

を県の施策にスムーズに反映させることができる。

その他
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（５０）歯科医療関係者研修事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 歯科医療関係者研修事業 【総事業費】

890千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○受講者数３０名

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○歯科技工士養成所教員及び研修センターの歯科技工士がCAD/CAM

機器操作の専門的指導及び技工物作成に必要な技術を習得するた

めCAD/CAM機器講習を受講した。

○県内歯科医師及び歯科技工士を対象としたCAD/CAM機器について

の研修会を開催した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 常に最新の情報を提供し共有することで県内の歯科医療の向

上が図られる。

（２）事業の効率性

歯科技工士養成所の教員及び研修センターの歯科技工士がCA

D/CAM機器操作を習得することにより学生及び歯科医療従事者

に対し効率的に指導することができる体制が整い始めた。

その他
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（５１）糖尿病と歯周病の医科歯科連携推進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 糖尿病と歯周病の医科歯科連携推進事業 【総事業費】

250千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○講習会開催数 １回

○デンタルパスポートの認知機関数 50箇所

事業の達成 平成26年度においては，糖尿病と歯周病に関する講習会を開催。

状況 ○講習会の開催：１回 122名（医療機関，学校関係 他）

○デンタルパスポート認知機関：462箇所（歯科医院，市町村 等）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医療従事者のみならず，学校関係者や保健師等も対象に行う

ことで，学校での保健授業や健康診断での指導に役立ち，成人

期での生活習慣病の予防に繋がる。

（２）事業の効率性

デンタルパスポートの活用により，患者情報の共有や連携の

強化など，これからの医科歯科連携が効率的に推進される。

その他
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（５２）歯科口腔保健人材育成事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 歯科口腔保健人材育成事業 【総事業費】

9,500千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○歯科口腔保健人材育成数 15人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○口腔機能管理・口腔ケアを担う人材の確保と育成のため，歯科医

師，歯科衛生士，看護師，歯科研修医，学生などを対象とした講

演会を開催：3回 延158人

平成27年度においては，

○周術期患者の口腔機能管理・口腔ケア及び病・診連携のできる人

材を育成した：歯科口腔保健人材育成数 32人

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 歯科医師会や保健所など地域と連携し，育成した人材で在宅

歯科医療を推進することから，地域高齢者のQOLの向上に貢献

できる。

（２）事業の効率性

既存の組織も活用しながら効率的に事業を展開した。また，

これから歯科口腔保健の指導的立場に就く人材の育成も併せて

実施したことから，今後の人材育成がより効率的に推進される。

その他
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（５３）女性医師等再就業促進運動

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 女性医師等再就業促進運動 【総事業費】

5,164千円

事業の対象 東部，南部，西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○女性医師等の復職・離職防止に向けた体制整備

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○保育施設を提供することで，女性医師が復帰しやすくなる環境を

整えた。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 復職へ向けての相談，保育施設・設備の充実を図ることによ

り，復職期間の短縮や人材確保に大変有効である。

（２）事業の効率性

相談業務，広報活動についても託児室についても医師会館の

中で医師会が運営することにより，外部に委託することなく，

コスト面でも削減が期待でき，利用する医師のニーズに迅速に

対応できる。

その他
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（５４）女性医療従事者支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 女性医療従事者支援事業 【総事業費】

20,834千円

事業の対象 東部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○女性医療従事者への支援体制の構築

○相談件数 ３件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○相談窓口を設置するなど，支援体制を構築

○相談件数 ２５件

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 相談窓口の設置や子育て支援システムなど，女性医療従事者

の定着率向上や復職・再就業に寄与するための，支援体制の構

築が図られた。

（２）事業の効率性

仕事と育児・家庭の両立のための相談窓口を設置することに

より，相談者のニーズに応じた必要な支援を，適切に実施する

ことができ，効率的な支援に繋がった。

その他
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（５５）離職歯科衛生士再就職支援モデル事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 離職歯科衛生士再就職支援モデル事業 【総事業費】

600千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○受講者数３０名

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○離職歯科衛生士の復職支援に向けたセミナーを開催し目標人数を

上回る歯科衛生士が参加した。

○歯科職種の研修会において子育て世代が参加者できるようマミー

ルームを設置した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 離職歯科衛生士が再就職できる環境を整えることで歯科医療

の充実を図る取組が始まった。

（２）事業の効率性

離職した歯科衛生士が職場復帰することで経験のある優秀な

な人材を効率的に確保できる体制が促進した。

その他
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（５６）看護職員のキャリア形成支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員のキャリア形成支援事業 【総事業費】

2,395千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

※平成２７年度は看護職員人材育成推進事業に統合

事業の目標 ○キャリア形成支援のためのマニュアル策定・配布

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護職員生涯教育マニュアルの策定と配布を行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 看護職員の段階別キャリア形成支援に先駆的に取り組んでい

る徳島大学病院が開発した看護職員生涯教育マニュアルの策定

・配布により県全体の看護職員の資質向上が図られたと考えて

いる。

（２）事業の効率性

看護職員生涯教育マニュアルの策定・配布により効率的に県

全体の看護職員の資質向上が図られた。

その他
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（５７）看護師等養成所支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護師等養成所支援事業 【総事業費】

706千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○スクールカウンセリング実施養成所数 １箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護師等養成所においてスクールカウンセリングを実施した。

（１箇所）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 看護師等養成所におけるスクールカウンセリングの実施によ

り学生のストレス耐性が向上し，看護職員の育成が図られた

と考えている。

（２）事業の効率性

スクールカウンセラーとの連携により効率的にカウンセリン

グを実施した。

その他
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（５８）助産師の人材育成事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 助産師の人材育成事業 【総事業費】

1,013千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○エキスパート助産師の増加 ４名

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○エキスパート助産師の院内助産所・助産所実習に必要な経費を補

助した。（エキスパート助産師養成講習受講者４名）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 エキスパート助産師の院内助産所・助産所実習に必要な経費

を補助することにより，助産師の実践力・資質向上が図られた

と考えている。

（２）事業の効率性

院内助産所等の普及啓発経費とあわせて補助することによ

り，効率的に助産師の資質向上を図った。

その他
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（５９）看護教育レベルアップ事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護教育レベルアップ事業 【総事業費】

5,591千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

※平成２７年度は看護師等養成所支援事業に統合

事業の目標 ○看護師等養成所におけるＩＣＴ整備 ２カ所

○研修会開催回数 １回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護師等養成所におけるＩＣＴ整備を行った。（２カ所）

○専任教員の資質向上のための研修を行った。（１回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 看護師等養成所におけるＩＣＴ整備（２カ所）と専任教員の

資質向上のための研修を行うことにより，看護教育の充実が図

られたと考えている。

（２）事業の効率性

看護師等養成所におけるＩＣＴ整備（２カ所）により，効果

的な授業の実施に向けた体制整備が効率的に図られた。

その他
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（６０）看護師等養成所研修環境強化推進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護師等養成所研修環境強化推進事業 【総事業費】

135,142千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○研修環境強化推進校 １校

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○研修環境強化推進のための準備がされた。

平成27年度においては，

○学生の研修環境を改善し，強化するための施設整備を行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 看護師等養成所における研修環境を強化することにより，看

護教育の充実が図られた。

（２）事業の効率性

看護師等養成所における研修環境を強化することにより，効

率的に看護教育の充実が図られた。

その他
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（６１）看護職員就業支援体制強化事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員就業支援体制強化事業 【総事業費】

4,553千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○サテライト実施箇所数 ２ケ所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○県南部・西部において復職支援等を実施した。

（サテライト実施２箇所）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，より身近な地域で復職支援等を受ける

ことが可能となった。

（２）事業の効率性

サテライト実施により，県南部・西部において効率的な復職

支援を実施した。

その他
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（６２）歯科技工士養成所（徳島歯科学院）研修機能強化事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 歯科技工士養成所（徳島歯科学院）研修機能 【総事業費】

強化事業 25,072千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○CAD/CAM技工能力を有する歯科技工士の養成２０名

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○歯科技工士養成所及び研修センターのCAD/CAM機器の設置準備に

取りかかった。

平成27年度においては，

○県歯科医師会単独事業として，歯科技工士等を対象とするオープ

ンセミナーを開催し，CAD/CAM技工能力を有する歯科技工士を養

成した。（オープンセミナー受講者数４０名）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 学生が実際にCAD/CAM機器を使用した実習を行うことによりC

AD/CAM技工力を有する歯科技工士を養成することができる体制

が整い始めた。

（２）事業の効率性

歯科技工士養成所及び研修センターにCAD/CAM機器を整備す

ることで効率的に県内歯科技工士の技術力の向上が図られる。

その他
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（６３）在宅訪問歯科診療推進モデル事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 在宅訪問歯科診療推進モデル事業 【総事業費】

7,605千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○在宅訪問歯科診療に対応できる歯科衛生士の養成６０名

（平成26年度から28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○口腔機能管理シミュレーターや「高齢者歯科診療」を想定した口

腔内模型を整備し実習用設備を充実させた。

○専門的口腔ケア，訪問歯科診療に精通した教員を配置した。

平成27年度においては，

○３学年計９６名（うちH27年度卒業生３５名）に専門的指導

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 実習用設備を充実させることでより実践的な実習が行える体

制となりつつある。

（２）事業の効率性

専門教員を配置することで，授業内容の充実ときめ細やかな

指導が効率的に行える。

その他
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（６４）看護師等養成所教育環境改善促進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護師等養成所教育環境改善促進事業 【総事業費】

12,691千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 教育環境改善実施校数 ６箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護基礎教育推進のため，看護師等養成所等における教育環境の

改善を図った（６箇所）。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，看護師等養成所等６ケ所における教育

環境の改善が図られたと考えている。

（２）事業の効率性

教育環境の改善により，看護基礎教育の充実が効率的に図ら

れた。

その他
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（６５）看護学生臨地実習指導体制強化事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護学生臨地実習指導体制強化事業 【総事業費】

12,780千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○実習受入訪問看護ステーション数 ３５箇所

○医療人材育成機関認証制度の創設

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○実習受入訪問看護ステーションに臨地実習教育環境充実のための

経費を補助した。（１８箇所）

○医療人材育成機関認証制度を創設した。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，訪問看護ステーションにおける臨地実

習教育環境の充実が図られる。

（２）事業の効率性

訪問看護ステーションにおける臨地実習教育環境の充実によ

り，在宅医療の推進が効率的に図られる。

その他
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（６６）看護職員高度人材育成研修推進事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 看護職員高度人材育成研修推進事業 【総事業費】

5,690千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○看護職員の高度人材育成推進検討会の開催 １回

○県西部等におけるＩＣＴ整備 １箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護職員の高度人材育成推進検討会が開催された（１回）

○県西部等におけるＩＣＴ整備の準備がされた。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，高度な知識や技術を持った看護職員の

人材育成が図られる。

（２）事業の効率性

高度な知識や技術を持った看護職員の人材育成が図られるこ

とにより，高度化・専門化する医療に対応した質の高い看護の

提供が効率的に図られる。

その他
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（６７）専門・認定看護師等養成支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 専門・認定看護師等養成支援事業 【総事業費】

1,145千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

※平成27年度は看護職員人材育成推進事業に統合

事業の目標 ○専門・認定看護師フォーラムの開催 １回

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○専門・認定看護師フォーラムが開催された。（１回）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，専門・認定看護師養成についての意識

の醸成が図られたと考えられる。

（２）事業の効率性

フォーラムの開催により，専門・認定看護師養成についての

意識の醸成が効率的に図られた。

その他
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（６８）医療勤務環境改善支援センター事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 医療勤務環境改善支援センター事業 【総事業費】

5,000千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○医療勤務環境改善支援センターの設置

○勤務環境改善計画策定医療機関数の増加 １０機関（H28年度）

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○医療勤務環境改善支援センターを設置した

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医療勤務環境改善に取り組む医療機関への支援を通じて，医

療従事者の勤務環境改善が図られる。

（２）事業の効率性

医療労務管理のアドバイザーと医業経営のアドバイザーが連

携して，医療機関に対し，一体的かつ総合的・専門的な支援を

行うことにより，医療勤務環境の改善が効率的に実施できる。

その他
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（６９）医師事務作業補助者等配置支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 医師事務作業補助者等配置支援事業 【総事業費】

124,370千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○本事業による医師事務作業補助者の配置人数 50人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○医師事務作業補助者の配置人数 62人

平成27年度においては、

○本事業によって、医師事務作業補助者等を、6名配置した

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 医師事務作業補助者の雇用補助を行うことで，医師の負担軽

減に効果を発揮し始めた。

（２）事業の効率性

医師事務作業補助者の雇用補助を行うことで，医師が医療行

為に従事する時間を確保できる体制が整備され始めた。

その他
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（７０）勤務環境改善のための看護補助者導入支援事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 勤務環境改善のための看護補助者導入支援事 【総事業費】

業 13,883千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○看護補助者導入又は教材活用施設数 ５箇所

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○看護補助者導入施設に対する補助を行うとともに，看護補助者活

用推進教材の活用の準備がされた。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 当事業の実施により，看護職員の負担が軽減され，医療機関

の勤務環境改善が図られる。

（２）事業の効率性

医療機関の勤務環境改善により，医療従事者の確保や医療安

全の確保等が効率的に図られる。

その他
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（７１）協力医療機関への転院搬送補助事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 協力医療機関への転院搬送補助事業 【総事業費】

1,000千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○年間搬送件数 １００件

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○急性期を脱した救急患者の転院搬送（６６件）を円滑に行った。

平成27年度においては，

○モービルＩＣＵを活用した救急患者の転院搬送（１１２件）を円

滑に行った。

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 救命救急センターにおいて，不安定な状態を脱した患者を，

医師同乗のうえ，紹介元等の医療機関に救急自動車（モービル

ＩＣＵ）で搬送する際の経費に対する支援を行うことにより，

限りある救急病院のベッドの有効活用が図られていると考え

る。

（２）事業の効率性

病院機能分担の推進と，県内における救急医療体制の効率化

が図られている。

その他
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（７２）地域感染ネットワークを活用した感染専門医療従事者養成事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 地域感染ネットワークを活用した感染専門医 【総事業費】

療従事者養成事業 9,973千円

事業の対象 東部・南部・西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

■継続 ／ □終了

事業の目標 ○感染対策チーム人材養成事業

感染専門医療従事者養成プログラムの作成（4職種）し，プログ

ラムへの参画体制を整備する。

○感染地域ネットワーク形成事業

ネットワークの基盤整備の構築 18医療機関

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○感染専門医療従事者養成プログラムを作成した。（4職種）また，

E-learningｼｽﾃﾑや，外部公開用のホームページを利用し，プログ

ラムへの参画体制を整備した。

○感染地域ネットワーク形成に向けてのシンポジウムを開催し，各

医療機関への参画を呼びかけることで感染ネットワークの基盤形

成を図った。（32医療機関）

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 感染症専門医，感染管理認定看護師，感染制御専門薬剤師，

感染制御認定微生物検査技師等の人材育成を支援する体制が整

い始めた。また，感染地域ネットワーク形成により医療関連感

染の早期相談やラウンド支援の体制整備を図った。

（２）事業の効率性

遠隔地における医療従事者の学習が容易となり，県下の感染

対策へのスキルアップが図られる。また，感染地域ネットワー

ク形成により，インフルエンザ等アウトブレイクへの介入が病

院連携で実施でき，迅速かつ効果的な支援が得られる。

その他
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（７３）感染制御啓発・多業種人材育成事業

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 感染制御啓発・多業種人材育成事業 【総事業費】

4,641千円

事業の対象 東部･南部･西部

となる区域

事業の期間 平成２６年１２月２２日～平成２７年３月３１日

□継続 ／ ■終了

事業の目標 ○研修会参加人数 １００人

事業の達成 平成26年度においては，

状況 ○医療施設，高齢者施設等における感染症対策を担当する医療福祉

従事者の資質を向上させることを目的に感染症に関する教育・啓

発に関する研修を実施した。

研修会参加人数：２４７人

事業の有効 （１）事業の有効性

性・効率性 県内の医療施設，高齢者施設等で従事する職員へ研修機会を

提供し，感染症に対する意識が高まりはじめた。

（２）事業の効率性

医師や看護師以外の医療従事者や老健施設の職員に感染対策

の重要性についての気づきを促し，アウトブレイク対応，環境

整備（日常的衛生管理，手指衛生等）に対する知識向上につな

がるものとなるよう県内の感染管理認定看護師の民間団体と連

携した研修会を実施することができた。

その他


